
◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 皆さん、おはようございます。 

 出席議員も定足数に達しておりますので、直ちに本

日の会議を開きます。 

 本日の会議は、議事日程第７号によって進めます。 

 日程第１、先週に引き続き一般質問を行います。 

 まず、11番 塩原未知子議員の発言を許します。塩

原未知子議員。 

〔11番 塩原未知子 議員 登壇〕 

◎11番（塩 原 未知子 議員） 

 おはようございます。９月定例会一般質問２日目、

冒頭一言申し上げます。 

 去る７月28日の大雨で、最上川の氾濫は各地に甚大

な被害をもたらしました。長引くコロナ禍において、

日本全国でも多発した豪雨災害、台風の被害で亡くな

られた方々のご冥福と、ケガや被害に遭われた方々の

一日も早い回復と復旧を願います。市内においては、

出荷最盛期の特産尾花沢スイカの農業被害、特に福原

地区の被害は深刻です。本町、福原地区の５日間の断

水は、普段自分の使う箸１つを洗うために、どれだけ

多くの水を使っていたのか、改めて水の怖さ、水の大

切さを深く考えさせられました。私の経験で夏場に、

これだけ長く水のない経験は乏しく、捻ればすぐおい

しい水道水が、いつでも手に入る尾花沢のありがたさ、

携わる人々たちの日々の労苦、深く思い知りました。

しかしそんな中で、そんな被災の中で、さまざまな方

面でさまざまな方より、心温まる支援、ＳＮＳや電話

の励ましのメッセージをたくさんいただきました。ま

た復旧や被災者支援にあたられた市職員、関係各位に、

この場を借りて厚く御礼申し上げます。この御恩は決

して忘れません。ありがとうございました。 

 一言が長くなりましたが、先の通告にしたがって、

ピンチはチャンス、小さな自治体だからこそ可能な、

持続可能な未来の尾花沢をつくるために、大きくは４

つの質問をいたします。 

 まずはじめに、尾花沢の特産品と生産者を守る農政

について、４項目質問いたします。 

 １番目に、７月豪雨災害の被害と救済についてお尋

ねします。なお先の一般質問で多くの議員が質問して

おりますので、重複しないところを中心にお願いした

いと思います。 

 まずはじめに、この豪雨では、側溝などから溢れた

水が、通学路となっている道路の雨水の処理が追い付

かず、帰宅時間に大変危険な箇所が見受けられました。

特には本町地区の農道、農業用水や河川、流雪溝の管

理体制など、どのようになっていますか。また地域に

よって土砂崩れなどが発生した場合に、孤立する恐れ

のある田畑の把握はできておりますでしょうか。迂回

路の確保は可能なのか、お尋ねします。 

 ２番目に、当市のそば、和牛、スイカの特産品につ

いて、担い手育成とブランディングをどのように守っ

ていくのかお尋ねします。特に尾花沢牛については、

当市の循環型農業とブランディングの根幹であると考

えます。コロナ禍において、米の消費低迷と天候不良

で今後の見通しが不安定であり、まず今後の状況と将

来の展望をお聞かせください。 

 尾花沢スイカについては、夏の長雨と大雨の影響で、

炭疽病や疫病が発生し、最盛期の収穫量が２割減した

とお聞きしました。また尾花沢スイカ出荷式や豪雨災

害を報道する映像ニュースが、今年は大石田町からば

かりで、尾花沢スイカの産地が大変分かりにくいもの

となりました。特産品尾花沢スイカ産地として、今後、

市ではどのようなトップセールスを展開するのかお聞

かせください。加えて村山市にある団体が、漢字表記

の尾花沢スイカの商標を更新したようです。以前から

スイカを販売している団体や、ふるさと納税のページ

などに、漢字表記の尾花沢スイカの名称を制限してい

るとお聞きしています。詳細をお聞かせください。 

 ３番目に、当市の代表的な特産品、そば、牛、スイ

カの地理的表示、ＧＩ取得の進捗についてお聞かせく

ださい。 

 ４番目に、水田の保全と今後の米政策についてお尋

ねします。近年、異常気象のため自然災害が多発して

ます。当市では鳥獣被害や人手不足で、耕作放棄地や

転作が増加し、本来水田の持っているダム機能の低下

が懸念されています。大雨、災害、干ばつに備え、農

業用水路が整備されているなど、条件の良い水田は、

水田機能を補完するため、維持し、保全していくべき

と考えますが、いかがお考えでしょうか。 

 ２番目の質問です。山の保全を農林業と地域活性に

つなげる取り組みについてお尋ねします。大雨や台風

で土砂崩れや山間地の鉄砲水対策などは、長い目で見

ても森林の保全が何より肝心だと考えます。８月10日、

山の日、やまがた百名山の１つである御堂森で記念登

山が行われました。御所山では古道復活の登山道も整

いつつあります。本市では御所山、二ッ森、大平山、

翁山、御堂森の５座が、やまがた百名山に選定されて

おり、これらの山々の保全を管理している地域の団体

と協力し、農林業の活性化と地域づくりにつながる取

り組みを行っていくことが大切だと考えますが、いか



がですか。 

 ３番目の質問です。ハザードマップに、防災協力可

能な井戸マップを加えてはどうですか。先般の豪雨災

害は、夏場に断水となり、市民生活に甚大な影響を及

ぼしました。今後の解決策について、３つお答えくだ

さい。 

 １、断水への対策として、県内外から応援いただい

た給水車で、なんとか乗り切ることができましたが、

市民や企業への給水情報発信などの対応は適切だった

でしょうか。 

 ２、防災情報ガイドに断水対策として、農業用水、

生活用水、飲料水に使用可能な井戸を掲載する井戸マ

ップを追加、検討してはいかがでしょうか。 

 ３、災害が発生した際の避難所開設や、給水活動、

支援物資やボランティアの協力など、災害対応した記

録を、今後どのように継承していくのかお尋ねします。 

 最後に、移住、定住についてお答えください。首都

圏では、長引く行動自粛や企業テレワーク、大学のリ

モート授業などにより、地方への人口移動が起こって

おります。一方本市では、若年層の転出による人口減

に歯止めがかからない状態です。こんな状況下におい

て、コロナ禍で首都圏から帰省を希望する本市出身者

の学生や就労者に、１人でも多く地元に戻っていただ

けるような移住促進を、前面に出す施策を展開すべき

と考えます。アフターコロナを見据え、未来をどのよ

うに描いていくのか、３つお答えください。 

 １、移住につながるきっかけとして、空き室になっ

ている市営住宅や、移住可能な空き家をリフォームす

るなどし、テレワークを活用してもらう取り組みをし

てはどうですか。 

 ２、首都圏に住む本市出身者を積極的に呼び戻し、

新規就農など、担い手不足の解消につながる取り組み

を実施してはどうですか。 

 ３、移住を推進するため、本町地区にある市有地を

格安に分譲し、住宅供給してはどうですか。 

 以上、これで私の質問は終わりますが、必要に応じ

自席からの再質問をお許しください。それでは誠意あ

る簡潔なご答弁、よろしくお願いいたします。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

〔市長 菅根光雄 君 登壇〕 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 おはようございます。ただ今、塩原未知子議員より

大きく４問についてご質問をいただきました。順次お

答えしていきます。 

 はじめに、７月豪雨災害の被害と救済についてお答

えします。 

 ７月28日の豪雨被害として、市道の冠水箇所は８箇

所あり、そのうち本町地区については、横町、荒楯、

牛房野の３ヵ所でした。牛房野地区に関しては、消防

と連絡を取り合い、事前に土のうを設置して対応した

ところです。また、横町地区については、環境整備課

と連絡し、都市下水路へ放流し、さらに荒楯地区につ

いても、村山北部土地改良区と連携し、上流で別ルー

トへ放流するなど、住宅への浸水被害を防止しました。

このような豪雨時等には、村山北部土地改良区をはじ

め、関係機関と連携を取り、土のうの設置や流雪溝、

都市下水路の流入調整を行いながら対応しております。 

 また、本市における農道及び農業用水路の管理につ

いては、土地改良区の管理区域内であれば担当される

土地改良区が担い、そのほかについては受益者団体や

関係者からなる組織が管理しています。 

 孤立する恐れのある田畑ですが、本市の農地は市街

地から山間部まで広範囲に存在するため、あらかじめ

把握することは困難です。また、山間地での迂回路の

確保ですが、立地場所により難しい箇所は多々あると

思われますが、場所を具体的に把握することは、やは

り不可能です。そのため、農地や農道等が被災した場

合は、早期の復旧、復興を後押しするため、市単独の

小規模災害復旧事業等で支援できる体制を整え、営農

継続のため支援しているところです。 

 次に、特産品の担い手の育成とブランディングにつ

いてですが、まず、尾花沢そばについては、本市には

そばの営農組織は、１法人、５集落営農の６組織があ

ります。近年は６組織以外にも、法人化したのち、意

欲的にそば生産を手がける方もいらっしゃいます。市

では県内最大の作付面積を誇るそばの産地維持と、生

産者の経営支援として、農地中間管理機構の農地斡旋

による安定的な所得確保とともに、機械、備品等購入

に対する補助事業を組み合わせ、今後もそばの一大生

産地としての地位を継続するため、関係機関と連携し

て支援してまいります。 

 また、ブランド化に向けた取り組みとしては、かね

てよりそば生産者とそば店が、尾花沢そばの知名度向

上のため、県内外でのイベント開催や、原種最上早生

の種子確保の取り組みを進めてきた経過があります。

近年では、ほかのそばとの差別化を図るため、ブラン

ドの強みである原種最上早生と、他品種との交配を避

けるために、宝栄牧場での育種と市内全域での最上早

生のみの栽培を確立し、安定的な生産が可能となって



おります。市では、尾花沢そば生産振興協議会を中核

として、尾花沢そばの知名度向上にも取り組んでおり、

現在、プロモーション特別テレビ番組を制作していま

す。今年度中に宮城県内で放送するほか、短編ＤＶＤ

に編集し、さまざまな場面で、尾花沢そばのＰＲを図

り、さらなる消費拡大を目指します。 

 ＧＩ取得については、そば生産振興協議会において、

２年前に準備を進めましたが、尾花沢そばのネーミン

グ使用の歴史が浅い等の理由により、申請を断念した

経緯があります。その後、市内そば店が商標登録に向

けた研修を実施するなど、ＧＩ取得に向けた活動が継

続しており、今後も関係機関が一体となって取り組ん

でまいります。 

 次に、尾花沢牛についてですが、子牛価格の高騰に

よる畜産経営支援のため、平成28年度から繁殖雌牛の

導入や増頭対策に力を入れています。平成28年度に

267頭だった繁殖雌牛は、令和元年度には930頭になり、

繁殖雌牛の餌となるホールクロップサイレージ用稲の

作付面積も平成28年の31haから、令和元年には79haに

増加しています。繁殖雌牛の増頭を起点として、経営

の安定化が図られ、畜産を営む法人では多くの若手従

業員の雇用が生まれ、個人経営では後継者も育ってい

る状況です。今後とも畜産経営の安定化を目指した繁

殖雌牛導入支援とともに、耕種農家への堆肥供給につ

いては、耕種農家と畜産農家の需給マッチングを円滑

に図ることで、循環型農業を推進してまいります。 

 また、ブランド化に向けては、尾花沢生まれ尾花沢

育ちの尾花沢牛、いわゆるオール尾花沢の和牛ブラン

ド戦略を目指しています。昨年暮れに開催された県内

最高峰の枝肉共進会、山形セレクション牛枝肉共進会

では、尾花沢生まれ尾花沢育ちの出品牛がチャンピオ

ン賞を獲得したことは、産地全体の励みとなりました。

結果、尾花沢牛取扱指定店が昨年20店増え、全国85店

になったことも、尾花沢牛ブランドの拡大に向け着実

に前進していると捉えております。 

 ＧＩ取得については、昨年申請を行い、認証に向け

て継続的に国と調整しているところですが、新型コロ

ナウイルス感染対策のため、国の現地調査の目処が立

たない状況です。取得後は産地表示を前面に出し、知

名度のさらなる向上を目指します。 

 次に、尾花沢スイカですが、今日あるブランド力を

維持していくためには、品質を維持することはもちろ

んのこと、市場における流通量を確保することが必要

と考えています。近年の生産者をみますと、毎年若干

の離農者があるものの、産地としての出荷量は維持さ

れており、尾楽田の会の会員が法人化し、離農者の出

荷量を補っていることも産地維持の一つの要因となっ

ています。今後は経営の安定化を目指し、経営面積を

拡大する農家等には、スマート農業の導入も含め、省

力化、効率化を積極的に応援してまいります。 

 また、新規就農者確保対策として、まずは市単独の

事業により２年間研修を積んでいただき、以後５年間

は国の補助事業を活用して、農家としての自立を促し

ています。この結果、スイカ農家として過去５年間で、

11名が農家として自立し、移住に結び付いた実績があ

ります。 

 次に、尾花沢スイカのトップセールスですが、今年

は新型コロナ感染の影響により実施することができま

せんでしたが、産地を代表して商品をアピールするた

め、今後も市場や首都圏において、トップセールスを

実施してまいります。なお、漢字で標記される尾花沢

西瓜の名称使用の制限については把握しておりません。 

 次に、ＧＩ登録ですが、このことで品質維持が可能

となり、産地の維持につながるものと考えています。

しかし、現在のスイカを取り巻く環境をみると尾花沢

市、村山市、大石田町にまたがるＪＡをはじめ、数々

の任意出荷組合が存在しています。先に述べたそばや

肉牛と違い、単に生産地であるというだけで尾花沢の

冠名を独占することは大変難しいと考えています。Ｇ

Ｉ登録済みの農産物の中には広域で取得しているもの

もありますので、長年、商品名として定着している、

尾花沢スイカのＧＩ申請に関しては、広域での取得が

可能かどうか、関係機関とともに検討してまいります。 

 圃場整備区域内で、耕作されていない未作付地や、

転作により畑地化された圃場は、水稲作付地より貯水

機能が低下していると思われます。本来であれば水路

等の農業用設備が整っている圃場は水田として集積、

集約化が行われるべきところですが、稲作経営面積の

制限に加え、畑地化による高収益を目指す経営方針な

どにより、畑地利用されることも多く、今後の農地集

積の大きな課題であります。近年は農地中間管理機構

が、地域の担い手の意向を確認しながら集約化を進め

ておりますが、個人同士での貸借や知縁を頼った貸借

など、集積、集約化が図れないものも多くあります。

また、農地の利用については、市で制限できるもので

はありませんので、現在、人・農地プランの話し合い

で、地域の農地を将来にわたりどのように利用してい

くか、それぞれのプラン別に議論を深めながら、それ

ぞれの地域において、農地集積等の推進に取り組んで

いただくことが重要と考えます。 



 山の保全を契機に農林業と地域の活性化につなげる

取組みについてですが、本市では御所山、二ッ森、大

平山、翁山、御堂森の５座が、やまがた百名山に選定

されており、尾花沢山の会をはじめ、それぞれの地域

団体が主体となり、登山道の刈り払い等を行っていた

だいています。近年、全国的な登山ブームで、山ガー

ルや名山ハンターなど、若い世代の登山者が増加して

おり、やまがた百名山を有している本市への登山者も

増加することが予想されます。 

 このような中、細野の山を愛する会が主催した、８

月10日の御堂森山の日記念登山は、コロナ対策で県内

の登山者限定の参加となりましたが、約40名の参加を

いただきました。下山後は、清流と山菜の里ほその村

が運営する農家レストラン蔵において、ほその産のそ

ばや地元料理が提供されるなど、参加者と地域の交流

が図られました。 

 また、玉野地区で組織している、二ッ森観光開発促

進委員会では、今年度は女山に加え、男山の登山道の

整備を進めてまいりました。刈り払いや枝打ち、階段

整備、ロープの設置と新たな登山道整備が完了し、今

後は両山を登山できるコースとして、二ッ森を地域づ

くりにつなげていきます。 

 さらに、本市には豊かな森林資源があり、市民団体

等も森林の保全管理に積極的に取り組んでいただいて

おります。中でも、翁山を愛する会や寺町生産森林組

合には、森林整備活動費の一部を補助し、地域団体が

主体的に行う活動を支援しています。また、山の幸振

興対策支援事業を活用した特用林産物の生産や、森林

山村多面的発揮対策事業を活用した、地域提案型の森

林環境保全活動などを実施することで、林業や林産業

を活性化させ、地域づくりにつなげている地区もあり

ます。 

 このように、それぞれの地域団体が各地区において、

森林整備の取り組みを展開しておりますので、市とし

てもこうした団体と連携を図りながら、地域づくりの

視点も取り入れて事業を展開してまいります。 

 次に、災害時の断水への対応についてお答えいたし

ます。７月28日の豪雨では、29日の午前７時頃に豊田

水源場の揚水機が冠水し、上水道区域が断水となりま

した。自衛隊をはじめ、災害時応援協定自治体、日本

水道協会山形県支部関係自治体、尾花沢大石田管工事

協同組合、北村山高等学校生徒の皆様など、多くの

方々から給水活動の支援をいただきながら、市民への

給水にあたりました。 

 市民、事業所への給水情報の発信については、環境

衛生事業組合と連携して上水道区域の全戸チラシ、防

災行政無線、市公式ホームページ、広報車により行い、

上水道の復旧状況や給水活動の配置状況に合わせて、

随時情報提供を行ってまいりました。給水所に関して

は、本町地区では市役所をはじめ、田沢、牛房野、福

原地区では野黒沢、寺内、名木沢の各公共施設などに

設置し対応いたしました。企業に関しては、当初一般

市民の給水所と分け徳良湖に設置したところですが、

途中から使用不可能となり、関係課より各事業所にそ

の旨連絡し、速やかに対応をしました。医療、福祉関

係施設には、直接状況を確認するため連絡を取り合い、

圧送式の給水車を現場にピストン輸送し対応いたしま

した。後日、こうした給水対応に感謝の言葉をいただ

きました。緊急事態の中で、できるかぎりの情報発信、

給水対応に努めたところです。 

 次に、緊急時に農業用水、生活用水に使用可能な井

戸を利用することについてですが、先般の断水時にお

いても、集落内の井戸水が利用でき、非常に助かった

というお話も一部の方から伺っています。しかし、井

戸の情報を公開することは、飲用に供する場合にはそ

の井戸水が飲用可能か、井戸所有者の理解が得られる

かなどの課題があります。また、防災情報ガイドへの

掲載についてですが、地図情報の縮尺が１万分の１と

なっていますので、正確に井戸の位置情報を掲載する

ことは困難です。 

 このようなことから、個人所有の井戸利用について

は、例えば、自主防災会と井戸所有者との間の話し合

いを行い、災害時に利用できるよう実情に応じて地域

内で調整いただくことが必要です。 

 次に、災害時の記録の継承についてですが、先般の

豪雨災害も含め、災害時の対応に関する具体的な行動

記録をデータとして残していくとともに、その行動を

検証し、マニュアルを見直すことで、次の対応に役立

ててまいります。 

 次に移住促進についてです。はじめに、テレワーク

等については、昨年度より徳良湖周辺施設での可能性

を探ってきました。本市と所縁の首都圏の企業にニー

ズをお聞きしたところ、徳良湖周辺施設をテレワーク

の場として利用するには、本社からの距離や二次交通

の利便性から難しいと伺っております。しかし、テレ

ワークだけでなく、バケーションも組み合わせたワー

ケーション的な利用も考えられるのではとの提案もい

ただいております。現在、コロナ禍において、テレワ

ーク等の新しい働き方がますます注目される中、企業

からいただいた提案をもとに、オートキャンプ場では



Ｗi－Ｆi機器を整備し、ワーケーションの受け入れの

準備を進めているところです。 

 ご提案の市営住宅の空き室の活用ですが、本来の市

営住宅設置の目的等からすれば、市営住宅の空き室を

用途変更し、テレワークスペースとし活用することは

難しいものと考えます。 

 他方、空き家の活用については、相続の問題など早

急に解決できない課題を抱えている場合も多く、実際

に活用できる空き家は限られてまいりますが、空き家

情報の収集と併せ、利活用を希望する方のニーズの把

握に努め、テレワーク等の用途への活用も念頭におき

ながら取り組んでまいります。 

 次に、新規就農など担い手不足の解消につながる取

り組みについてですが、新規就農希望者に対しては、

尾花沢市移住推進協議会の新規就農受入部会において、

平成30年度からスイカ作り体験会を年３回実施してお

ります。２年間で延べ26名の参加者があり、うち３名

が移住し、２名の新規就農につながっております。ま

た、今年度の新たな取り組みとして、就農希望者が多

く閲覧するインターネットサイト、マイナビ農業にス

イカの新規就農者のインタビュー記事を掲載し、本市

でのスイカづくりの魅力を発信する予定でいるほか、

若者が興味を持つＩＣＴを活用したスマート農業技術

による、夢を持って就農できる農業経営の例などを情

報発信してまいります。 

 特に、本市出身者に対してですが、今年５月に帰省

を自粛している学生さんへ尾花沢産米を送った方のう

ち、本市からイベント等の案内を送付しても良いと回

答された90名の方に対し、今後、本市の農業の魅力を

はじめ、スイカづくり体験会や本市の補助制度をＰＲ

し、Ｕターンに結び付け、新規就農を促すような取り

組みをしてまいります。 

 また、移住を促進するため、本町地区にある市有地

を格安に分譲し宅地供給してはいかがかということで

すが、現在、本町地区にある市有財産の数は全体で23

ヵ所、面積は約１万2,000㎡となっています。これら

の土地は各地に分散している上、細長い地形や三角形

の地形など不整形であったり、駐車場に雪押し場とし

て活用されているため、宅地造成し活用するには大変

難しい現状になっています。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 塩原議員。 

◎11番（塩 原 未知子 議員） 

 答弁ありがとうございます。今回ちょっとやっぱり

豪雨災害ありましたので、どうしても尾花沢の農地と

住まいを守るためっていうことで、質問させていただ

いたところです。特に農政に関しては、さまざまな課

題があると思います。ただし、これからは大雨が降る

っていうことが、50年に１度、100年に１度でなく、

もしかしたら毎年起こるかもしれない、そう思いまし

てこの今回の質問をいたしました。丁寧に答弁してい

ただきましたので、同じ質問をなるべく、１日目の一

般質問の皆さんとかぶらないような形で再質問させて

いただきますけれども、多岐にわたる質問に対して、

本当に、これからの尾花沢の未来の姿、どう描いてい

くのか、それを深く深く考えて答えは出ないんですけ

れども、１つずつ１つずつやっていくしかないんだな

っていうのを、痛く感じたところであります。その中

でも水ですね、雪も含めてなんだと思うんですけれど

も、この水に対しまして、もう少し質問させていただ

きます。 

 先ほどのご答弁では、農政に関して私中心に抽出し

まして質問しましたけれども、本市の農地、あと農地

に付随するまちづくりに関して、やはり水の調整が一

番大事なんだということが分かりました。それに関し

まして先ほど、いろいろなことで把握するのに困難で

あるという言葉が２箇所あったような気がします。そ

れに関しまして、すぐには解決できないんだとは思い

ます。ですから困難だっていう答弁だったと思います

けれども、その前に少しでも始めなければいけないと

ころに関しまして、再質問させていただきたいと思い

ます。 

 本町地区のほうは農地が少ないわけですけれども、

水路のほうも整っておりまして、だいたい大雨が降る

と閉める水路、そのままに、閉められないところは閉

められないので流れてくるんですけれども、そちらの

ほうの把握は、さまざまな機関と連携をしてというこ

と、先ほど市長の答弁からいただいております。これ

に関しまして、困難だっていうことも、言葉も合わせ

てありますけれども、何か解決策を、これからもしま

た大雨が降る場合に考えておられることがありました

ら、ご答弁お願いします。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 農林課長。 

◎農林課長（岸   栄 樹 君） 

 ただ今、塩原議員のほうからは、本町地区での水の

活用についてということで、大変難しい難題かと思わ

れます。今現在につきましては、やはり新鶴子ダムを

中心といたしまして、鶴子ダムの水を年間有効活用と



いう形で、冬水のほうにも活用させていただいている

ところです。その水の活用につきましては、建設課さ

んのほうで消流雪の管理委員でしたか、あちらの方の

協力も得ながら、土地改良区と連携をして水の流す方

向性を決めていたかと思われます。その中で、いろい

ろな方から、水路の大きさですとか、方向ですとか、

というご提案をいただいているかというふうに思って

おります。農林課のほうは、まず安定して水を供給で

きるような体制ということで、水の方向を変えるでは

なくて、安定して供給できる体制ということを、今後

とも考えてまいりたいというふうに思っております。

以上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 塩原議員。 

◎11番（塩 原 未知子 議員） 

 農地に関しては安定した水の供給なんだと思うんで

すけれども、大雨に関して今回私感じたのは、本町地

区は流雪溝があって、本当に助かったなって思ってお

ります。舗装が多いですし、水が浸透するところって

いうと、ほとんどないところは、流雪溝に全て助けら

れたと思っております。夏場は休水かもしれないんで

すけれども、冬場の雪に対しては、農業用水がなかな

か、ほんの少しでも増やすってことが難しいというこ

となんですけれども、この２つの困難を一緒に考えな

いと、豪雨対策の時にも威力を発揮しないんではない

かと非常に思うんですけれども、いかがでしょうか。

その、難しいことだと思いますけれども、農政とあと

河川に関しては、また省庁が違うと思いますが、その

あたり、尾花沢の場合は流雪溝というすばらしい、技

術ですよね、あと資産があると思いますけれども、ど

ういうふうに今回お考えでしょうか。困難だっていう

のは分かっていての、再質問ですので。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 建設課長。 

◎建設課長（齊 藤 孝 行 君） 

 今の塩原議員の流雪溝の夏場の管理と、あとは農業

用水路の関係ということでお話ありました。先ほど流

雪溝につきましては、冬場まずメインで使っておりま

すけれども、やはり夏場の、今回の大雨の際には、塩

原議員仰るように、今回の本町地区、流雪溝整備なっ

ております。こちらのほうは、普通の側溝よりも大き

い断面でありまして、そちらのほうはなんとか大雨に

対しても対応できるような形になっております。それ

が災害時に大変役立っていると思っております。これ

が流末として農業用水路のほうにも流入してくるわけ

でありますけれども、排水の部分についても、流雪溝

の関係ということで、建設課のほうでは関係機関と連

携しながら、浚渫とか維持管理のほうに努めておりま

す。なかなか、農業用水路までというのは大変難しい

課題でありますけれども、日頃の維持管理も含めて、

夏場も対応できるように関係機関と対応してまいりま

す。以上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 塩原議員。 

◎11番（塩 原 未知子 議員） 

 ありがとうございます。田んぼのダム機能も同じだ

と思うんですけれども、大雨が降った時にすぐ流れて

しまえば、やはり全部最上川にきます。今回の豪雨災

害で、私はそこも含めて、広く、これからの全体を見

通さないといけないんではないかなと思ったところで、

再質問しました。困難ではありましょうけれども、さ

まざまな壁を取り払って、未来を描いていただきたい

と思います。以上、その質問はこれで終わります。 

 次に、農産品のほうなんですけれども、ブランディ

ングに関して、再質問させていただきます。先ほどの

ご説明では、そば、牛、スイカに関して、ＧＩの取得

の進捗についても、詳しくお話いただきましたので、

それに関しまして、さらに質問させていただきます。

特には、牛に関しては、やはり循環型農業として、Ｇ

Ｉ取得に関しても、価格の安定に関しましても、頑張

っていただきたいと思います。私気になるのは今年、

尾花沢スイカに関しましてです。先ほど市長の答弁で

は、漢字の尾花沢西瓜の表記に関しては、あまりご答

弁の内容がなかったような気がしますけれども、今年

本当に出荷式が大石田で行われたこと、あとテレビ報

道では、ほとんどが大石田町の尾花沢スイカというこ

とで、大変尾花沢のスイカの被害があったのかないの

かも、どうなのっていうような質問もあったんですけ

ども、ただし、農家の皆さんのすばらしい頑張りで、

豪雨災害を超えた後半、大変高い価格で取り引きされ

るぐらい、尾花沢スイカが欲しい、尾花沢のスイカが

欲しいってことが、たくさんありました。であります

ので、先ほど広域で取得をするＧＩの仕掛けも含めて、

これから考えておられるということなんですけれども、

それに関しまして、もう少し詳しくお答えいただきた

いと思います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 農林課長。 

◎農林課長（岸   栄 樹 君） 

 尾花沢スイカのブランディングについてのご質問に



お答えいたします。 

 まず１つ目が、尾花沢スイカの出発式についてであ

ります。こちらのほう、従来からの申し合わせで、１

年おきに東部選果場、西部選果場で交互に行っている

もので、たまたま今年は２年連続で西部になったもの

でございます。基本的には１年おきに、東部と西部を

交互に行き来して、出発式を行うというふうになって

おります。 

 あともう１点の災害時の報道の関係です。こちらの

ほうは、やはり報道機関の選択でございますので、な

かなか行政の意見というのは、入らないところであり

ますけれども、やはり住宅の被害と合わせて農地の被

害が報道になったのではないかなということで、大石

田町さんのほうが多く取り上げた結果が、このような

形になっているのかなというふうに思っております。

金曜日のご答弁でも申し上げたとおり、尾花沢でもス

イカの被害は確かにございます。以上でございます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 塩原議員。 

◎11番（塩 原 未知子 議員） 

 そうですね、被害としては最上川沿いのほうで、大

石田のほうが多かったことかと思います。ただしです

ね、尾花沢で作っている皆さんは、本当にいろいろな、

技術的な努力をしているのを、私は大変今回関心した

ところであります。大雨の予想をしていて、さらに水

はけの良いような状況、あとはそのあとの処理、本当

にもう農業の匠だなと思うくらい、すばらしい作業を

目の当たりにして、この尾花沢の底力みたいなものを

もっと引き上げるようなブランディングを、ぜひして

いただきたいなと思ったところです。後半は本当に１

㎏500円くらいで取り引きとか、あとは２Ｌの１玉が

１万円で飛ぶように売買されているのを、インターネ

ットの中なんですけれども拝見しますと、何かですね、

本当に尾花沢のスイカ、尾花沢スイカというブランド

はしっかりと確立されて、トップセールスをするまで

もなく、尾花沢スイカって付ければ売れるというよう

な時代になってきたんだなと思ったところです。であ

ればこそ、これからはそのブランディングを守ってい

く農政をしっかりと、あと生産者を守る農政をしてい

ただきたいなと思いますけれども、いかがでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 農林課長。 

◎農林課長（岸   栄 樹 君） 

 尾花沢スイカを守る取り組みについてでございます。

先ほどの市長答弁にもありましたとおり、やはり品質

の維持はもちろんですけれども、生産者を確保する、

いわゆる出荷量をこのまま確保していくというのが、

今私たちに課せられた課題であるというふうに捉えて

おります。この中でやはり、現在農林課のほうでは、

率先して若い農業者の方との情報交換を進めておりま

す。これはなぜかと言いますと、若い生産者の方に、

なんとか省力化とか、低コスト化を目指したＩＣＴの

活用に基づいた、尾花沢スイカの産地維持ということ

を、ちょっと連携を組めないかなということで、いろ

いろな場面でお話をさせていただいております。その

中で、興味がおありの方には率先的にこちらのほうか

ら、いろいろな情報などを提供しながら今後やってい

きたいなと。それがいわゆる産地の確保、経営面積の

確保ですとか、そういうことにつながっていくのかな

というふうに思っておるところであります。現在では、

そのような形で農林課のほうでは進めさせていただい

ております。以上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 塩原議員。 

◎11番（塩 原 未知子 議員） 

 ありがとうございます。とにかく定住に結び付くよ

うな農業でもぜひあってほしいと思います。今回の答

弁の中には、尾花沢スイカを作るという形で参加をす

るツアーとか、それで定住に結び付いた方々がいらっ

しゃるというのをお聞きしましたので、尾花沢に来て

尾花沢スイカを作って、そして本当に子どもたちを、

どんどん人口を増やすような政策に結び付くように、

若い人たちが興味をそそるような農業のあり方であっ

ていただきたいと思います。私も農業のスマート化、

ドローンの活躍がこれからどんどん出てくるんではな

いかと思って注目しているところであります。さらに

は、尾花沢の皆さんがずっと守ってきた大地を、しっ

かりと守るような、結び付くような地域との連携も取

っていただければなお良しと思っておりますので、ど

うぞその定住に結び付くような農業者の育成と、若い

人たちの引き込みをよろしくお願いしたいと思います。

それに合わせてＧＩ取得のほうは、時間がかかっても、

ゆっくりと生産者を守るＧＩ取得であってほしいと思

いますので、どうぞしっかりとやっていただきたいと

思います。 

 次の質問をいたします。次は山の保全に関してです

けれども、先ほどのご答弁では、さまざまな地域で、

いろいろなグループの皆さんが、山を守る活動と地域

づくりをやってらっしゃるっていうのをお聞きしまし

て、大変心強いなと思っております。特には先日、細



野のほうの活動をお聞きしまして、大変力強いと思い

ます。これも10年、20年と、今まで続けていた活動が、

さまざまなところで連携して、結び付いているところ

だと思います。こういう地域の結び付きも、なかなか

やはりできないような大きな山でというと、御所山が

あるわけですけれども、御所山のほうの登山道がなか

なか全部通行止めになりまして、大変だっていうこと

でありますけれども、その中でも、活動しているとこ

ろを支援する動き、市のほうではどのような用意をし

ていらっしゃるでしょうか、お聞かせください。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（永 沢   晃 君） 

 御所山を資源とした地域の活性化、またはその団体

等への支援になりますけれども、御所山につきまして

は、御所山を愛する会と山の会、２つの会から携わっ

てもらっております。というのは、御所山そのものが、

ちょうど宮城県と接するような、1,500ｍの山ですの

で、こちらについては、地域っていうふうな部分では、

なかなか難しいところはあります。登山道につきまし

ても、その２つの団体に対して、こちらから補助金を

支援し、活動のほうを行ってもらっております。以上

です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 塩原議員。 

◎11番（塩 原 未知子 議員） 

 懐が深くて、本当に御所山はいろんな他方面の自治

体と連携しないといけないような山であります。今回

登山道ということで、コースという名前で載ってるん

ですけれども、それがもう30年前のものから、あまり

変わってない地図が多くあります。ですのでそのあた

りも含めて、今の実情に合った状態を本当にしっかり

と、情報発信も含めてしていかないと、10年前はきち

んと通れたんですけれど、今は通れないっていうこと

で、行った先で困るということをよくお聞きしてます。

ですので、そのあたりも含め、守る会の皆さんととも

に、しっかりと地図上に落とすような、安全なルート

も１つ必要なんじゃないかなと思いますので、そのあ

たりもよろしくお願いしたいと思います。 

 あとは、山に関してはやはり山を守らないと、その

下流の川も、里も守れないと思います。時間が大変か

かると思いますけれども、これをしっかりとやってい

かなければいけないと思います。どうぞ各地区の山、

それぞれを愛する皆さんとともに、がんばっていただ

きたいと思います。時間もないので、この質問に関し

ましてはこれで止めます。 

 次にハザードマップ防災協力に関する井戸マップを

加えてはという質問に対して、再質問いたします。こ

れに関しまして、先ほど自主防災会と井戸の所有者と、

地区内で分かるような範囲に応じて、情報発信をする

ように調整していくとご答弁お聞きしました。このよ

うなことで、実際今現在やられているような地域はあ

りますでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 防災危機管理室長。 

◎防災危機管理室長（鈴 木   浩 君） 

 お答えいたします。今段階で、自主防災会の中で、

この井戸のお互いの利用についてまで、話をなさって

いるという情報はまだ聞いておるところはないところ

でございますけれども、これから避難行動の充実に向

けて、地域のほうといろいろ、自主防災会のほうと話

し合いや防災学習会の開催、あるいは避難訓練の支援

など、やっていきたいと思いますので、その中で、地

域内の独自の防災マップというふうなこともあろうか

と思いますので、そういった中で、地域の井戸につい

て調整していくこともできますよというふうな部分も

含めて、お話をさせてもらえればなというふうに思っ

ておるところでございます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 塩原議員。 

◎11番（塩 原 未知子 議員） 

 ぜひ地域内でですね、リフォームするとだいたい井

戸を廃止するというところが多いんです。実は私のと

こも、そうですね、30年くらい前にリフォームしたん

ですけれど、その時に井戸いらないだろうっていう話

になりました。ところがやはり何かあると、必要にな

る時があるかもしれないっていうことで、残しており

ました。それが今回、大変ご近所さんにもありがたが

られたぐらい助かりました。飲み水としては使用しな

かったんですけれども、夏場のいろんなところで使う

水に対しては、給水場にいった水は飲み水に使って、

そのほかの生活用水は、夏場ですので、いろんな物を

洗ったりするのには井戸水を使うっていうことで、大

変ありがたいと言われた言葉も含め、残して良かった

なと思いました。ですのでリフォームの際に、もし活

用できるような井戸があれば、少し残しておくってい

うような気持ちがあるところを拾っていくような、地

域の連携を取るのもいいのかなと思ったところでした。

以上、いろいろな情報発信に関しましては、本当に大

変な中やっていただきまして、さらには、これからは



プッシュ型の連絡網として、１日目の一般質問でも、

さまざまな議員さんからあったと思うんですけれども、

ＬＩＮＥを活用するなり、その時に必要な、皆さんが

使える情報発信の連絡網を用意するってことも大切に

なるかと思いますので、どうぞご検討もよろしくお願

いしたいと思います。 

 次に、ぜひ災害の記録を後世に残すような、誰でも

が引っ張り出せるような状態にしていただきたいなと

思います。実は私探したところ、昔の市政要覧の中に、

たぶんこれ間違いなのかもしれないんですけれども、

１時間に300㎜という凄まじい豪雨が町の中を襲い、

川が氾濫したというような記事がありました。１時間

に300㎜というのは、ちょっとあれかなと思うんです

けれども、とにかくいろんな記事を見ますと、それを

残したいっていうような記述があります。それをやは

り教訓として、次につなぐようなことをしていただき

たいと思いますので、併せてよろしくお願いいたしま

す。 

 最後に残り時間が少なくなりましたので、移住促進

について、再質問させていただきます。先ほどワーケ

ーションという言葉で、徳良湖のほうをＷi－Ｆi整備

などして活用していく、大変いいことだと思います。

これから花畑ができてきたり、さまざまな100周年に

向けての事業が、来年開催されると思いますけれども、

そういうところに若い人たちの新たなアイデアも含め

ながら、地域の人たちの元気を引っ張っていただける

ようなことになれば、なお良いと思いますので、ぜひ

これを早急にやっていただきたいと思います。 

 あとまた新規就農につながっている定住に関しまし

て、もう少しお聞かせいただきたいんですけれども、

来年に向けて、どのような新規就農に向けての定住、

用意しているでしょうか。お聞かせください。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 農林課長。 

◎農林課長（岸   栄 樹 君） 

 新規就農につながるスイカの取り組みを、今現在行

わせていただいているわけなんですけれども、継続し

て、まずスイカの体験会のほうを開催したいと考えて

おります。だいたい県外からいらっしゃる方は、土も

触ったことのない方が結構いらっしゃいます。その中

で、いきなり尾花沢に定住して、スイカ農家の弟子に

付くというのは、ちょっとハードルが高いと考えまし

て、一昨年からスイカの体験会のほうを準備させてい

ただいています。体験会は年３回です。定植と中間作

業と収穫の作業という年３回を、ちょっと尾花沢にそ

の都度おいでいただいて、準備をさせていただく。あ

ともう一つが、この市の補助を受けた２年間での研修

期間の中なんですけれども、それに限らないんですけ

れども、普及課の先生からご指導を賜りまして、夜間

にスイカの勉強会を、去年は年10回程度行わせていた

だいたんですけれども、これが若い生産者の方に大変

好評でして、こちらの座学のほうも併せ持って行って

いきたいなというふうに思っております。現在、来年

度の就農を目指して、尾花沢に来たいという方、現在

はっきり申し上げられないですけれど、いらっしゃい

ます。以上でございます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 塩原議員。 

◎11番（塩 原 未知子 議員） 

 特には農業政策のほう、本当に定住と結び付くよう

なことがあるということで、それを前面に出して、た

くさん参加していただいて、１人でも多く移住してい

ただけるように、よろしくお願いしたいと思います。

本当現在、コロナ禍において、自然環境豊かで、人情

あふれる尾花沢市に注目が集まっております。ＩＣＴ

を活用して、１人でも多くの移住者が喜んで戻ってき

たい。これからも進み続けたいと思える尾花沢の未来

を描く絶好のチャンスが来たようです。第７次総合振

興計画もこれから出てくると思います。市長のお考え、

いかがでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 第７次総合振興計画につきましては、今順次進めて

おりますけれども、いろんな方々のご意見を賜りなが

ら、そしてまた今後の農業に大きくこう結び付いてい

くような、そういう取り組みは絶対必要であろうと。

そんな中で、ずっと私個人の考えとしてもこうあるの

は、やはり新規就農者、何を１番に目的として来るの

かと。スイカ作るのが好きだという方もいらっしゃる

と思います。でもどんなことは言っても、最終的には

儲かる農業に結び付いていかないと、これは厳しいも

のがあるであろうと。決して生半可な気持ちでやれる

ものではないですし、これまで地域おこし協力隊でお

いでなさった古藤さん、林さん、今一生懸命取り組ん

でくれております。今年古藤さんの作ったスイカが大

変高値で取り引きなされたというのも聞きますし、現

在でもスイカもうキロ当たり400円を超えているとい

う、高値に今なっているわけですけれども、そういっ

たことを含めてですね、やはり今後の尾花沢の農業を



考えた時には、誇れるものが米、そば、そしてスイカ

とあるわけです。それにもう最近はアスパラも加わっ

てきていると。可能性を大きく含んだものがたくさん

あるわけですから、その中に尾花沢の農業もしっかり

と前へ進められるような、そして来て良かった、取り

組んで良かったと言えるような、そういう農業後継者

にですね、なんとしても結び付けていきたいなという

ふうに考えております。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 塩原議員。 

◎11番（塩 原 未知子 議員） 

 花作りも農業だと思います。種から、苗から、育て

るところから農業だと思います。徳良湖に美しい花畑

ができるならば、それも農業の１つの目玉になると思

いますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上、

私の質問は終わります。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 以上で、塩原未知子議員の質問を打ち切ります。 

 次に13番 鈴木裕雅議員の発言を許します。鈴木議

員。 

〔13番 鈴木裕雅 議員 登壇〕 

◎13番（鈴 木 裕 雅 議員） 

 まず、災害時の連携についてお伺いします。有事の

際は、迅速な対応が必要であると考えます。近隣自治

体と連携体制を構築することで、災害発生の際に迅速

な支援が可能になると考えますが、災害発生時におけ

る３市１町との連携体制はどうなっているのか伺いま

す。 

 災害発生時のボランティアの受け入れ体制について、

このたびの豪雨災害の際に、大石田町で災害ボランテ

ィアの受け入れを行いましたが、受け入れ体制が整う

までに、時間を要したとお聞きしています。本市にお

いても、災害発生時の行動計画やマニュアル等を策定

していることと思いますが、このたびの経験を踏まえ、

災害ボランティアの受け入れ体制やマニュアルを、再

構築するべきではないでしょうか。 

 先の一般質問でもありましたが、通告しているため、

豊田水源場について伺います。断水させない対策が必

要と考えますが、水源場が冠水しないよう対策を講じ

るのか。新たに水源地を確保するのか。今後の対策の

方向性をお聞かせ願います。 

 次に、徳良湖マスタープランについて伺います。徳

良湖周辺の整備については、多くの市民の方が期待を

寄せています。計画の実施にあたっては、スピード感

が重要であると考えますが、徳良湖マスタープランに

計画されているモジュラーパンプトラックとドッグラ

ンについて、現在の進捗状況をお聞かせ願います。ま

たグラススタジオ旭東側の隣接地については、市所有

地であると思いますが、現在草木が生い茂り、徳良湖

の景観を損なっております。適切に管理してはいかが

でしょうか。 

 次に、通学路について伺います。保護者や近隣住民

より、通学路脇の側溝に蓋がないなど、危険箇所があ

ると聞いております。市で把握している通学路の危険

箇所は、どれくらいあるのか。また危険箇所について、

対策を講じているのか。対策を講じている場合、重点

的に対策を講じているエリアがありましたらお示しく

ださい。 

 最後に、爆破予告に関してお伺いします。９月２日

13時の爆破予告に対して、予告時刻の前後１時間、庁

舎を閉庁し、避難した市の対応については、最悪の事

態を想定した適切な対応であったと評価しております。

一方で、市が管理するほかの施設についても、手荷物

検査を実施するべきではなかったか、お伺いいたしま

す。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

〔市長 菅根光雄 君 登壇〕 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 鈴木裕雅議員から大きく４点についてご質問賜りま

した。順次お答えしてまいります。 

 まず、災害時の連携についてお答えいたします。 

 災害発生時における北村山３市１町の連携体制につ

いてですが、国道347号沿線の宮城県大崎市、宮城県

加美町、大石田町及び当市の間で、災害時相互応援に

関する協定を結んでおり、この協定に基づき、大石田

町との支援連携を進めております。７月28日の豪雨の

際も、大石田町に対し食料、毛布等の物資支援を行う

とともに、豪雨被害について、大石田町と連携して県

知事に復旧支援の要請を行ってまいりました。また、

近隣自治体との間では、先の断水が発生した際、日本

水道協会山形県支部をとおして、当市には東根市から、

大石田町には村山市から給水活動の支援をいただきま

した。自衛隊など協力いただく給水車の台数も増え、

当市簡易水道からの水の供給が厳しくなったため、村

山市や舟形町から給水用の水の提供を受けたところで

す。災害時には、迅速な対応が必要となるため、近隣

にある自治体が互いに助け合うことが大切です。今回

の経験を踏まえ、さらに連携強化を図ってまいります。 

 次に、災害発生時のボランティア受け入れ体制につ



いてお答えします。 

 災害時には市町村の災害対策本部に災害ボランティ

アセンターを協働設置することになり、尾花沢市社会

福祉協議会が主体となってボランティアの受け入れや

ボランティアをコーディネートする業務にあたること

になっています。災害ボランティアセンターの設置に

ついては、被災地の県や市町村などの行政機関、社会

福祉協議会などがボランティアやＮＰＯなど、関係機

関と連携し災害の状況、被災した地域住民のニーズに

応じて行っており、山形県においては、平成28年３月

に、山形県災害ボランティア支援ネットワーク連絡会

が、山形県災害ボランティア活動支援指針を示してお

ります。災害の規模や必要とされるニーズに応じて活

動も異なってまいりますが、大規模になれば県内はも

とより全国規模となり、そのためにも日頃から地元の

自主防災組織や消防団をはじめ、ＮＰＯや青年会議所、

民間企業などとの連携も大切になってきます。 

 本市では、これまで災害ボランティアセンターを立

ち上げるほどの災害は発生していませんが、社会福祉

協議会では、このたびの豪雨災害時にも、大石田町災

害ボランティアセンターへ７月30日から８日間にわた

り、２～３人のスタッフを派遣したほか、昨年の丸森

町、大崎市、平成30年８月の広島市安芸区、戸沢村な

どに運営支援やボランティアとして参加しております。

こうした経験も踏まえ、社会福祉協議会では、近年頻

発する災害に備え、災害ボランティアセンター設置運

営マニュアルを作成する予定とのことです。 

 今般の豪雨災害時には、多くの自治体からの応援の

ほか、北村山高校生による給水活動にもご支援をいた

だきました。ややもすると順番待ちの状態でイライラ

する中で、生徒らのはつらつとした対応に救われたよ

うに思います。改めてボランティアのありがたさを感

じたところです。 

 近年は、大雨による災害が多発しており、大規模化

しています。有事の際は、市の災害対策本部とボラン

ティアセンターが協働して活動していくことが求めら

れますので、社会福祉協議会と連携を図りながら、災

害発生時の災害ボランティアの受け入れをスムーズに

行えるよう、体制づくりに努めてまいります。 

 断水時の有効な対策についてお答えします。 

 伊藤議員、星川議員にもお答えしましたが、今回の

豊田水源場の冠水原因については、記録的な豪雨によ

り最上川の水位が上昇し、最上川右岸の堤防未整備部

分から越水したことによるものです。豊田水源場が冠

水しない対策としては、まずもって国等による最上川

が越水しない治水対策を行うことであり、そのための

働きかけが必要であると考えております。今後、本市

としても、さらには環境衛生事業組合としても、国土

交通省等へ最上川の速やかな治水対策と堤防整備の要

望をしてまいります。 

 緊急時の上水道と簡易水道の接続については、星川

議員にもお答えしましたが、簡易水道の水源場及び浄

水場の施設能力は、現在の給水区域に合わせたものと

なっており、管路の接続により上水道区域へ給水でき

る余裕はございません。また、高低差により、圧送ポ

ンプが必要なことや、管の口径不足などの課題を克服

しなければなりません。したがって、今後万が一、断

水となるような場合があることに備え、今回の断水対

応を検証し、圧送式給水車の配備も含めて、さまざま

な観点から検討してまいります。 

 次に、徳良湖マスタープランについてですが、先に、

和田議員にお答えしたとおり、現行の徳良湖マスター

プランを策定するにあたっては、市民の皆様からご意

見をお聞きするため、徳良湖の未来を考えるワークシ

ョップを開催し、さらに魅力ある徳良湖にするための

ご提言を多数、頂戴しております。本プランは、それ

らを踏まえ、既存施設と優れた景観、四季折々の自然

環境などの長所を生かした、市民憩いの場と観光交流

拠点の整備を進めるための方向性が示されたものであ

ると考えております。 

 モジュラーパンプトラックの整備については、スポ

ーツや運動を楽しむための健康増進ゾーンに位置付け

ており、今年度取り組んでいる事業です。具体的には、

７月に契約締結し発注しておりますが、海外製品のた

め、新型コロナウイルスの影響で納入を待っている状

況です。また、ドッグランの整備については、市民と

観光客が交流しリラックスするための、やすらぎ交流

ゾーンに位置付けております。今後、具体的な場所の

選定については、周辺環境と利用する市民の皆様のお

声をお聞きしながら進めてまいりますが、徳良湖に隣

接する民有地で、ドッグランの整備を進めている話も

お聞きしておりますので、その活用方法について所有

者と調整しながら、当マスタープランとの整合性も図

っていく必要があると考えています。 

 次に、草木等の適切な管理についてですが、グラス

スタジオ旭東側の土地では、来年度花畑の整備を予定

しています。徳良湖を訪れる方々に四季折々の花を楽

しんでいただくためには、一体的で効率的な管理体制

が必要であると認識しています。徳良湖の美しい風景

を後世に引き継ぐことができるよう、周辺の樹木と併



せた適切な管理に努めてまいります。 

 次に、通学路についてお答えします。 

 児童、生徒の通学路における安全な登下校を目指し、

道路の環境面の整備を進めることは大変重要なことで

す。通学路の危険箇所については、関係機関が情報を

共有し、連携しながら取り組むことが大切であること

から、教育委員会において市内小学校への調査を実施

し、その報告に基づき関係各機関、具体的には国道管

理者、県道管理者、警察、また市関係機関、そして建

設課、市民税務課、教育委員会による合同点検を行い、

点検結果に基づく対策を協議の上実施し、改善を図っ

ております。合同で各危険箇所を確認しながら、情報

の共有を図り、その場で対応の検討をすることで、迅

速な対応が可能となったところです。 

 今後とも関係機関が連携し通学路における危険個所

の早期の解消に取り組みます。具体的な数字や対応に

ついては、担当課長から答弁させていただきます。 

 爆破予告について、お答えします。 

 今回の庁舎爆破予告に関するメールは、県内７つの

市、町に送られたもので、当市においては、８月29日

土曜日にメールを受信し、31日月曜日の午前８時に受

信内容を確認しました。メールの内容は、「９月２日

午後１時に、市役所２階の女子トイレに仕掛けた爆弾

を作動させ職員を殺害する」などというものです。 

 市の対応として、直ちに予告のあったトイレを使用

禁止とし、尾花沢警察署へ通報し、警察と職員により

庁舎内を点検し、不審物がないことを確認しました。

また、市民への注意喚起のため、市公式ホームページ

で周知をしたほか、一部玄関を閉鎖し、不審な来庁者

がいないか職員によるチェック体制を強化しました。

さらに警察との連携を図り、定期的に庁舎内の巡回も

実施したところです。９月１日には、庁舎爆破等予告

対策本部を設置し、本部会議を開催しながら、全職員

がとるべき行動をしっかり確認し、対応してきました。

爆破予告日の９月２日には、万が一に備え、あらかじ

め隣接住民に周知し、来庁者に対しては避難誘導を行

い、正午から午後２時まで庁舎を閉庁すると同時に、

職員も全員避難しました。予告を受けた県内７市町の

うち、避難を実施したのは、当市のほか１町のみであ

りましたが、人命を第一に考え、万全を期したところ

です。 

 今回の予告は、市役所庁舎への爆破予告であったた

め、市庁舎の警戒等に重点を置きましたが、併せて学

習情報センター及び文化体育施設についても、館内の

不審物の点検を行ったところです。 

 手荷物検査等の実施についてですが、今回犯行予告

を受けた県内７市町のうち、１市が職員及び来庁者の

持ち物点検を実施しています。当市では、個人のプラ

イバシーへの配慮等から、不審者のチェックに重点を

置きましたが、今後もこのような犯行予告があった場

合は、その内容も考慮し警察とも相談しながら、検討

してまいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 建設課長。 

◎建設課長（齊 藤 孝 行 君） 

 私のほうから、通学路の危険箇所数についてお答え

いたします。 

 教育委員会におきまして、学区内の危険箇所を把握

するため、毎年、市内小学校への調査を実施しており

ます。今年度、危険箇所として報告があった件数につ

いては20件であります。その主な危険箇所の状況につ

いては、外側線、横断歩道の設置や側溝への蓋設置な

どであります。 

 次に危険箇所の対策と重点エリアについてお答えい

たします。 

 報告のある危険箇所については、合同の点検を実施

し、その場で対策を検討し、その後修繕などや学校で

の注意喚起など、それぞれの管理者が対応することと

なっております。今回20ヵ所報告がありましたが、注

意喚起などのソフト面での対応する箇所を含め、対応

済の箇所は15ヵ所であります。 

 今回市道につきましては、外側線の設置２ヵ所、側

溝蓋設置２ヵ所、防犯灯設置１ヵ所の計５ヵ所の危険

報告がなされました。基本的に市道の場合の対応とし

て、外側線の要望や舗装補修などの要望の場合は、市

内全域を対象とした各工事に組み入れるなどしながら

対応しております。また比較的簡単な修繕などについ

ては、個別に発注し早急な改善に努めているところで

す。しかし、中には地区との協議を要する改修や新設

であるもの、古い構造物などで修繕や補修が困難で対

応に時間を要する箇所もあります。今回の危険箇所の

改善状況は、外側線２箇所については実施済みであり、

側溝蓋等の設置については、現場が単純に蓋をかけら

れる場所でないため、工法等の検討を現在行っている

ところであります。工法が決定次第、早急に対応して

まいります。 

 また、重点的に対策を講じているエリアについてで

すが、先ほど申し上げた、学校からの報告を受けた地

点が最新の情報ですので、そのエリアを重点的に確認



し、対応することとしております。以上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 鈴木議員。 

◎13番（鈴 木 裕 雅 議員） 

 何点か自席より再質問させていただきます。 

 まず災害時の連携についてですが、答弁の中に、近

隣にある自治体が互いに助け合うことが重要。さらに

連携強化を図るとの答弁がございましたが、東根市、

村山市、舟形町とも災害時相互応援に関する協定を結

ぶべきだと考えますが、いかがでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 防災危機管理室長。 

◎防災危機管理室長（鈴 木   浩 君） 

 お答えいたします。近隣の市町との災害の連携の協

定の質問でございます。自然災害いろいろあろうかと

思いますけれども、例えば地震とかでありますと、同

じような隣接しているところが同じような被害を受け

るといったことも想定されるところでございます。ま

た、今回のような豪雨災害につきましては、近年大変

局所化しておりますので、それぞれの立地条件によっ

て、災害があったりなかったりということで、災害が

少ないところが、災害がひどかったところに支援でき

るというふうな状況も、近隣であってもそういった状

況があると思いますし、今回そういっった状況にあっ

たかと思います。そういったことで、やはり、先ほど

市長の答弁にもありましたけれども、近隣であっても

支援の連携を強化していくというふうなことは、大変

重要なことではないかなというふうに思っております。

今回、いろいろ給水支援等々受けた相手の方のところ

に、市長が直接赴きまして、御礼の言葉を述べまして、

今後とも連携していくという、お互いの考え方の認識

の共有もなされてきたのかなというふうに思っておる

ところでございます。そういったことで、今現在、ま

だ協定は結んでおりませんけれども、お互い連携して

いくという気持ちは十分にあろうかと思いますので、

協定そのものについては、どうあるべきかは今後ちょ

っと検討させていただきたいなとこういうふうに思っ

ているところでございます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 鈴木議員。 

◎13番（鈴 木 裕 雅 議員） 

 課長の答弁、非常に良く分かりました。近隣の自治

体というのは、協定を結んでいなくても、やはりお互

い助け合うことが重要であると、そのような答弁の内

容であったと思います。しかるべき時期には、協定を

結ぶべきだとは思いますが、現在は、協定を結ばなく

ても近隣の自治体とうまく助け合い、相互の関係にあ

るというふうに理解いたしました。時期をぜひ見計ら

って、連携協定の話も進めていただきたいと思います。 

 次に、災害発生時のボランティアの受け入れ体制に

ついて伺います。 

 有事の際は、市の対策本部とボランティアセンター

が協働して活動するわけですから、社会福祉協議会が

このたび作ろうとされている設置運営マニュアルに関

しても、市が積極的に関わって、一緒に作るべきだと

思いますが、いかがでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（菅 原 幸 雄 君） 

 お答えいたします。今回のそのボランティアの受け

入れ体制については、実施する直接的な機関となると、

社会福祉協議会になろうかと思いますけれども、いざ

災害が起きれば、例えばその災害状況ですとか、それ

に合わせたようなボランティアが必要になるかと思い

ます。お互い連携しまして、マニュアルの作成等、今

後も検討してまいりたいと思います。以上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 鈴木議員。 

◎13番（鈴 木 裕 雅 議員） 

 豪雨災害の際の大石田町のボランティアセンターの

ほうに、私は参加させていただきました。その際に、

ホームページ上では、ボランティアのほうは受け入れ

をもう今していないということでありましたが、見学

をさせていただきたいなと、視察をさせていただきた

いなと、邪魔にならない程度にと思いまして、足を運

びましたら、ぜひ手伝ってほしいということを言われ

ましたので、お手伝いのほうさせていただきました。

その際に皆さんから話を聞きますと、やはりホームペ

ージ上で断られていると、ボランティアセンターに来

にくい、支援しにくいという声と、あとはボランティ

アセンターのスタッフのほうからは、やはり立ち上げ

はうまくいったけれども、運営がなかなかうまくいか

ない。例えばですね、災害廃棄物を運搬する際ですけ

ども、業者の方も協力してくださいまして、多くの廃

棄物を運んだようですけれども、それでもまだまだ細

かい廃棄物が残っていて、運ぶにしてもトラックの台

数がないので、トラック分しかやはり運べないですか

ら、人手があっても、なかなか運べなかった。そのト

ラックの状況について、大石田町役場の担当者の方に

お伺いしましたら、その都度その都度、その日その日、



レンタカーをチャーターして、台数を調整していると

いうことでした。こういった部分がそのボランティア

センターを立ち上げする時に、再度尾花沢市でも考え

なければならない部分ではないかなと私は感じました。

ですので、社会福祉協議会の皆様、いろんなことを経

験されておりますので、その方たちの意見を参考にし

ながら、再度尾花沢市の行政がもう一緒になりまして、

設置運営マニュアルを策定していただきたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（菅 原 幸 雄 君） 

 お答えいたします。今鈴木議員から当時の状況とい

うふうな形でお聞きしました。なるほど、いざ災害に

なると、予期せぬことがいろいろ出てくるのかなと思

ったところです。いろんな場面を想定して、それに迅

速に対応できるよう、社会福祉協議会とも協議してま

いりたいと思います。以上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 鈴木議員。 

◎13番（鈴 木 裕 雅 議員） 

 ぜひ行政によるバックアップをお願いしたいと思い

ます。 

 次に豊田水源場について、何点か再質問させていた

だきます。やはり水源場ですので、断水させない対策、

あとは断水後の対策、答弁にもありますが、圧送式給

水車でありましたり、最上川の越水を防止するような

ものでありましたり、ハード面の対策ももちろん必要

であると思います。答弁の中にさまざまな観点から、

こういったことに検討を行うというふうにございまし

たが、このさまざまな中に、簡易水道と本管を連結さ

せるということは入っているんでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 お答えいたします。先のご質問にもお答えしてあり

ますので、答弁はその時たぶんお聞きになったと思い

ます。やはりその地区にあるだけの容量しかないと。

それから管のほうもありますけれども、ただ私が一番

心配なのは、上水道も簡易水道もまだ石綿セメント管

がまだまだ敷設されております。それの敷設替えをし

なければ、いつ、どこで、また水道管が破れるかって

いう、その耐久性の問題からも、非常に難しいところ

がある。加えて、上水道を仮につないで、その地域に

流した時に、それに耐えられるかというふうな心配も

あります。各地域でそれが一斉に破裂してしまったら、

その対応をはもう取れなくなってしまうんではないか

と。それなりの用途のもとに合わせて各水源場を設置

した形になっておりますので、現段階で上水道をつな

いでやることができるかというと、かなり無理がある

だろうというふうに思われますので、先の答弁した内

容とほぼ同じなりますけれども、ご理解いただきたい

と思います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 鈴木議員。 

◎13番（鈴 木 裕 雅 議員） 

 私が申し上げておりますのは、現段階の対応ではな

く、将来的な対応をやはり考えるべきではないかとい

う点であります。取水量が問題だということ、供給量

が問題だということでありますけれども、簡易水道の

石綿管という、これから変えていかなければならない

もの、大きな金額もかかります。尾花沢市にとっても

大きな問題であると私も理解しております。環境衛生

事業組合の議員をさせていただいた時に、現菅根市長

ともご一緒させていただきまして、いろいろなことを

教えていただきました。その時にやはり、水道は石綿

管が一番大きな問題だということを教えていただきま

した。現在のその簡易水道ですけれども、取水してい

る量と供給している量、違いがあると思いますが、ど

れぐらい、概算で結構です。それとも全く違いはない

でしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 環境整備課長。 

◎環境整備課長（鈴 木   賢 君） 

 鈴木議員にお答えします。簡水系統さまざまな地域

でありますけれども、中には漏水量が多いところはや

はり取水している部分で、みんな供給している部分で

60なり、そういうデータがあるところもあります。で

きるだけ漏水をなくして、そして有効に活用したいと

思います。なお120㎞ほどの排水管の長さがあります

けれども、15％ほどまだ残っている状態でありますけ

れども、各水源の施設、伊藤議員からもあったとおり、

大事な水を作る場所、水が水源になる場所、そこから

の導水管や、その他を全て計画的に万全にして、皆様

に水を供給したいと思います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 鈴木議員。 

◎13番（鈴 木 裕 雅 議員） 

 漏水箇所が何箇所かあるということで、もったいな

いことですが、水がちょっと無駄になってしまってい



るということです。ただこの漏水箇所もすぐに分かる

わけでもないですし、分かったからといってすぐに工

事ができるものでもないと私も理解しておりますが、

鋭意努力していただいて、漏水を少しでも少なくして

いただきたいと思います。今回も、簡易水道からの給

水が追い付かなくなったという経緯もあったようです

ので、ぜひお願いしたいと思います。 

 次に移ります。徳良湖マスタープランについてです

が、モジュラーパンプトラックの件は、コロナの影響

があるということですので、了解いたしました。ドッ

グランについてでありますが、民有地を徳良湖の東側

でしょうか、民有地を民間の方が整備している場所が

あるということで、私も視察させていただきました。

大変ロケーションが良い場所でありまして、ドッグラ

ンにするには何点か問題点もあるかと思いますが、行

政のほうでは、一度見には行かれているんでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（永 沢   晃 君） 

 ドッグランの民有地についてですけれども、先般私

の方ほうからも直接、その個人の方に連絡を入れさせ

ていただきました。ただ現場のほうについて、ぜひ見

てほしいというふうな話があったわけですけれども、

まだ見てない状況であります。以上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 鈴木議員。 

◎13番（鈴 木 裕 雅 議員） 

 若干高台にある場所で、車で私も登らせていただい

たんですが、傾斜もちょっとあるような場所だなと。

そういったことを踏まえると、周辺の整備も含めて考

えていかなければならない立地なのかなとは感じてお

りますが、ぜひ現地を一度視察していただきたいなと

思います。 

 次にグラススタジオ旭東側の隣接地についてであり

ますが、現在この場所は、どなたが管理されていると

いうことになっているんでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（永 沢   晃 君） 

 この場所につきましての管理は、今ですと、徳良湖

周辺整備という形の１つとして、指定管理であります、

ふるさと振興公社に委託しているエリアであります。

以上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 鈴木議員。 

◎13番（鈴 木 裕 雅 議員） 

 この東側、グラススタジオ旭の東側にあります、草

木が生い茂った場所ですが、適正な管理がなされてい

るということでいいでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（永 沢   晃 君） 

 その場所につきまして、当市としても、冬期間のス

ノーランドというふうな場所として今活用させてもら

っているエリアであります。スノーランドの前に、そ

の除草作業をするっていうふうな形で話をしているエ

リアでありますので、夏の間については、実際手をか

けていない場所でもあって、冬の前にそこを綺麗にし

ているっていうのがこれまでの流れであります。以上

です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 鈴木議員。 

◎13番（鈴 木 裕 雅 議員） 

 当該の場所につきましては、周辺にいろいろな施設

が集合していまして、近隣に花畑もあって、来年度以

降でしょうか、花畑の計画もなされている場所であり

ますので、景観に配慮して、ぜひ適切な管理をお願い

したいと思います。よろしくお願いいたします。 

 あと先日、和田議員のほうから質問で、徳良湖の東

側の土地改良区の事業として、サイフォンの長寿命化

計画というものが出されておったと思います。ダムか

らの水を徳良湖に注ぐ計画だとは思いますが、マスタ

ープランを全体的に見直して、このサイフォン計画も

含めて、やはり徳良湖の一体的な整備計画をさらに見

直すべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 総合政策課長。 

◎総合政策課長（加 賀 孝 一 君） 

 お答えします。大変有意義なお話だと思っておりま

す。まず、村山北部土地改良区さんのほうで、今、徳

良湖の堤体の耐震化の工事をするというお話を聞いて

ございます。それに合わせた形で、今仰られた、いわ

ゆる徳良湖の東側になるわけでありますけれども、そ

この整備も少しはできるんではないかといったお話も

いただいております。老朽ため池の整備事業というこ

とでありますので、徳良湖全体の手もかけられるんで

はないかというふうに考えております。そのほかです

ね、徳良湖のマスタープランでは、自然体験ふれあい

ゾーンという形で、緑地化の方向を出してございます

ので、今言われたようなことを踏まえて、例えばビオ



トープとかですね、親水公園、こういったものも合わ

せて整備していければ、一番いいのかなと考えており

ますので、今後、早速検討させていただきたいと思い

ます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 鈴木議員。 

◎13番（鈴 木 裕 雅 議員） 

 先日の和田議員も若干時間がなくて、突っ込んだ質

問ができなくてですね、私と同じような考えを持って

いたんではないかなと思います。ぜひ２人の意を汲ん

でいただき、計画進めていただきたいと思います。 

 次に通学路についてお伺いします。合同点検を行っ

ているとのことでありますけれども、夏場と冬場では、

道路の状況、通学路の状況ががらっと変わってしまい

ます。この夏場と冬場の状況は、どのように対応され

ているんでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 建設課長。 

◎建設課長（齊 藤 孝 行 君） 

 お答えいたします。まず今回の、毎年行っておりま

す通学路の合同点検につきましては、６月４日に実施

しております。合同の点検につきましては、まず年１

回というような状況であります。以上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 鈴木議員。 

◎13番（鈴 木 裕 雅 議員） 

 毎年点検は行っているということでありまして、し

かしながら、今回20件指摘された箇所がありまして、

15件はもう対応済みであるということであります。冬

期間のことは、今のところなかなか意見がとおってき

ていないのかなと。冬期間を含めますと大変滑りやす

い場所でありましたり、道路が狭隘になるような場所

もあるかと思います。ぜひ冬の部分も含めまして、危

険箇所もう一度再点検していただけるようにお願いい

たします。また残りの５箇所につきましては、工法等

を今考えていらっしゃるということでありますので、

未対応ということではないと思います。ぜひ早急な蓋

のかけかただったりを行っていただければと思います。

よろしくお願いいたします 

 最後に爆破予告に関してお伺いいたします。近隣住

民への周知は、防災無線で行ったようでありますけれ

ども、臨時の窓口を設けるという旨も案内されていた

ように、私も防災無線を聞きましたが、そうだったで

しょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 防災危機管理室長。 

◎防災危機管理室長（鈴 木   浩 君） 

 お答えいたします。まず近隣住民の方に対しまして

は、防災行政無線のほかに、市役所と隣接する住宅の

方に直接電話をいたしまして、こういった予告メール

がまず来ていますと、そしてその対応のために市役所

も閉鎖させていただきますというふうなことを、直接

電話でお伝えして、ご理解を賜ったところでございま

す。臨時の窓口のお尋ねでございますが、全員避難と

いうふうなことでの設定をいたしましたので、その時

間帯については窓口等の対応はしていなかったところ

でございます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 鈴木議員。 

◎13番（鈴 木 裕 雅 議員） 

 どうやら私の聞き違いだったかと思います。市役所

の近くで聞いたわけではなかったので、間違えたかと

思います。基本的に私は今回の行政の対応というのは、

間違ったものではないし、行き過ぎたものでもないと

思っています。行政でありましたり、私たち議会とい

うものは、テロやその他に屈するわけにはいきません。

したがって、庁舎を強行的に開けておくというのがそ

の屈しないというわけではなく、地域住民を守るとい

うことが一番そのテロや、そういった武力に屈しない

というふうに私は理解しています。今回の対応は、他

の市町と比べまして、良くできた対応であったと。ほ

かの自治体と温度差はありましたが、ぜひ尾花沢市を

見習って、皆さんこういう対応を、住民のことを考え

て取っていただけたら良かったのではないかなと、私

は個人的に思います。今後このような予告や妨害がな

いことを祈念いたしまして、私の一般質問を終わりま

す。ありがとうございます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 以上で、鈴木裕雅議員の質問を打ち切ります。 

 ここで、15分間休憩いたします。 

 

            休 憩  午前10時45分  

            再 開  午前10時59分  

 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 再開いたします。 

 次に14番 鈴木清議員の発言を許します。鈴木議員。 

〔14番 鈴木 清 議員 登壇〕 

◎14番（鈴 木   清 議員） 

 通告にしたがい一般質問をさせていただきます。大



きい質問は４つあります。 

 １つ目は、コロナ時代の教育行政についてです。 

 安倍首相の辞任により、コロナ対策を含めた７年８

ヵ月在任の安倍政治の検証が行われているが、教育行

政に関して、以下の３点についてお聞きいたします。 

 ①２月27日に安倍首相により、全国の小、中、高な

どの一斉休校要請があり、大混乱の中で多くの自治体

が休校を実施しました。休校を見送った学校は404校

あります。要請を受けて、休校を決定した本市教育委

員会の判断は妥当であったと考えるか。またその時は

教育委員会で、どのような議論をし、休校の判断をし

たのかお聞きいたします。 

 ②文部科学省は、教員の１年単位の変形労働時間制

の来年４月からの実施を目指しています。山形県議会

は、条例案を審議するとしておりますが、本市は導入

についてどのような考えでいるかお聞きいたします。 

 ③コロナ禍により、学校教育の少人数学級制を求め

る機運が高まっており、全国知事会、市長会、町村会

でも、緊急提言をしているが、20人程度の少人数学級

の実現について、本市ではどのように考えていますか。 

 大きい２つ目は、コロナ時代の国民健康保険税につ

いてです。以下３項目についてお答えください。 

 ①コロナ禍により、収入が昨年に比べて30％以上減

少した場合は、国保税の減免制度があるが、現在の減

免申請数と決定数はどのようになっているかお聞きい

たします。 

 ②大石田町では今年度の国保税が、昨年に比べて１

人当たり10,400円軽減されました。本市でも基金など

を使い、今こそ国保税の軽減を図るべきと考えるがど

うでしょうか。 

 ③非正規雇用が増加している子育て世帯は、国保税

の負担が大きくなっています。子どもの人数に左右さ

れる均等割については、廃止又は軽減、例えば第３子

以降を免除するなどしてはどうでしょうか。 

 大きい３番目、コロナ禍７月豪雨災害の中、いかに

営農を守るか。コロナ禍での一斉休校などにより、給

食キャンセルや牛肉価格の大暴落がありました。また

７月は豪雨災害により、スイカなどの農産物被害が多

く発生しました。本市の基幹産業である農業の営農を

守るため、以下の２項目についてお答えください。 

 ①減収した農業者も持続化給付金の対象になること

を周知し、Ｗｅｂ申請の支援、学習会などをしてはど

うでしょうか。 

 ②併せて、収入が前年より30％以上減少した場合は、

国保税が減免となることを周知し、減免申請を促して

はどうでしょうか。 

 大きい４番目、コロナ時代の図書館についてです。

今年は図書館法制定70年にあたり、コロナ時代でも市

民の読書や資料、情報要求に確実に答えてくれる図書

館の必要性がますます高まっています。そこで以下２

項目についてお聞きいたします。 

 ①市図書館の利用者数は年々減少にあるが、尾花沢

市図書館協議会では、どのような分析をし、対策につ

いて話し合いをしているかお聞きいたします。 

 ②政府の緊急事態宣言の解除後、本市を含め全国の

多くの図書館で、来館者名簿が作成され、その是非が

問われています。利用者からは、プライバシーが保護

されない、図書館の自由に関する宣言に反しているの

ではないかという声もあり、来館者名簿は必要ないの

ではないかと考えますが、どうでしょうか。 

 以上で質問席からの質問を終わります。答弁により

まして、自席で再質問させていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

〔市長 菅根光雄 君 登壇〕 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 鈴木清議員から、ただ今、大きく４問についてご質

問をいただきました。順次お答えさせていただきます。 

 １つ目のコロナ時代の教育行政に関するご質問は、

教育委員会よりご答弁いただきます。 

 次にコロナ時代の国民健康保険税についてお答えし

ます。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少

し、国民健康保険税の減免を申請され、決定された世

帯数は10件です。 

 国民健康保険税の軽減についてですが、国民健康保

険制度は、平成30年度から県が財政運営の責任主体と

なる共同運営化となり、医療費となる保険給付費は県

から交付金として交付され、市は県で算定した国保事

業費納付金を納める制度となりました。本市の国民健

康保険税の状況は、国保関係統計資料によると、国保

税の調定額を被保険者数で割り返した１人当たりの国

保税は、県内市町村の上位に位置しておりますが、県

に納付する国保事業費納付金の１人当たりの額も、同

様に県内市町村の上位に位置していることから、国保

財政の安定的な運営を考えますと、現在の税額を引き

下げることは難しいと考えております。 

 一方で、本市の１人当たりの保険給付費は、県内市

町村の中で中位に位置しており、医療費水準が決して



高い訳ではありません。また、国保加入世帯の半数以

上が軽減世帯に該当しております。そのような中で、

１人当たりの税額が上位となっている要因は、他市町

村と比較して、20歳から64歳まで、働く世代の年齢割

合が多いことや、本市の産業を牽引するスイカや米等

の農業を営む国保加入者が多いことから、全体の所得

水準が高くなっているためであると考えております。 

 基金を使って国保税の軽減を図ってはどうかとのお

尋ねですが、国民健康保険基金の目的は、国保税の負

担軽減ではなく、このたびの新型コロナウイルス感染

症の拡大による経済的、社会的な影響による税収の減

少や、インフルエンザが蔓延した場合の医療費の増加

等、不測の事態に備えるためのものです。本市の令和

元年度の国保事業費納付金は、平成30年度より7,300

万円も増加したため、基金を取り崩して対応しており

ます。今後も団塊世代の高齢化により、医療費の増加

が見込まれることから、事業費納付金の増加に備える

とともに、急激な国保税の増加につながらないよう基

金を有効活用し、国保会計の安定的な運営に努めてま

いります。 

 次に、国民健康保険税における子どもの均等割につ

いてお答えします。 

 国民健康保険税の均等割は、地方税法の規定に基づ

き国民健康保険に加入している方全員に課税しており

ます。仮に、18歳以下の子どもの均等割額を免除した

場合、1,000万円ほどの減税が見込まれることから、

その減額分をどのようにして補填するかという課題が

出てきます。全国的に見ますと、ふるさと納税や一般

会計からの資金等を投入し、軽減措置を実施している

自治体もありますが、一般会計からの法定外繰り入れ

について、国は早期の解消を図ることとしており、加

減算方式で交付される国の保険者努力支援交付金の指

標項目の１つとなっております。また、同一都道府県

内の保険税水準の統一を目指しており、今年度中間見

直しが行われている山形県国民健康保険運営方針の中

で、将来的な保険税水準の統一を視野に、県と市町村

が議論を深めていくことが検討されていることから、

市単独による軽減措置については、国や県、他市町村

の動向を見極めながら慎重に検討する必要があります。

子育て世帯が安心して子育てできるよう子どもの均等

割の軽減については、国の責任において実施されるよ

う国に要望していくとともに、子どもの医療費の無料

化や新生児聴覚検査費用の助成など、今後もさまざま

な子育て支援策に取り組んでまいります。 

 次に、農業者に対する持続化給付金についてですが、

農業者が持続化給付金を受給する判断基準が出荷実績

であるため、今年５月に農協を中心とする出荷先団体

が窓口となり、生産者へ制度周知を行うとともに、申

請の受付を行っています。 

 本市で新型コロナウイルスの影響があった農産物は、

現在までのところタラの芽と牛肉です。これらの生産

者については個別に連絡し相談に応じていますが、最

も影響が大きかった牛肉でも、前年同月比の事業収入

が約３割の下落と、給付要件の50％以上の減収まで至

るケースではありませんでした。また、大きな影響を

危惧しておりました尾花沢スイカについては、出荷数

量は前年より少ないものの、例年以上に高値で取り引

きされ、スイカ生産者についても50％以上の減収に至

らないものと推察しており、持続化給付金に該当する

農業者はほとんどいないものと判断しております。 

 今後も、持続化給付金については、これまで同様、

申請窓口となっている農協等の出荷団体と連携しなが

ら相談業務にあたり、必要に応じて申請の支援を行っ

てまいります。 

 新型コロナ感染症による収入の減少による税の減免

については、７月15日付で発送した令和２年度国民健

康保険税の納税通知書と一緒に、減免のお知らせを全

ての国保世帯に送付しています。また、市報やホーム

ページでも周知を図っており、申請様式等については

ホームページからダウンロードできるようにし、郵送

でも申請できるようにしたところであり、７月豪雨に

より減収となった方については、９月15日から減免の

受付を開始する予定です。 

 なお、新型コロナ、７月豪雨被害の影響による減免

は、納期が過ぎたものについても特例で減免の受付が

できますが、申請期限は令和３年３月31日となってい

ます。３割減収する見込みである場合の申請はもちろ

ん、令和２年中の収入が確定してからの申請もできま

すので、関係課とも情報を共有しながら対応してまい

ります。 

 最後の、コロナ時代の図書館に関するご質問には、

教育委員会より、ご答弁をいただきます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 教育指導室長。 

◎教育指導室長（髙 橋 和 哉 君） 

 私のほうから、コロナ時代の教育行政について、３

点お答えいたします。 

 １点目、小中学校の休校要請対応についてお答えい

たします。 



 新型コロナウイルスに係る、安倍首相のあまりにも

突然の休校要請に対し、早急な対応が求められ、教育

委員会を開催することはできませんでした。しかし、

市内の学校の状況や他市との情報交換をもとに、事務

局として休校の判断を行い、市長及び教育委員各位に

連絡し、同意をいただき、校長会に状況を説明し、本

市でも３月２日より小中学校を一斉休校とすることと

しました。この際、次の観点を重視し、検討を行いま

した。 

 まず、対処法の見えないウイルスから子どもたちの

安全を確保することです。次に、３月10日には公立高

校入学試験、３月中旬には小中学校の卒業式が予定さ

れており、入学試験を受験できない生徒、卒業式に出

席できない子どもを出してはならないと考えたことで

す。早急な判断が求められ、じっくりと話し合いがで

きない中ではありましたが、保護者が求める安心、安

全を想定し、関係各位と相談を重ねながら、学校現場

に混乱を招くことなく対応できたと考えております。 

 次に、教員の１年単位の変形労働時間制について、

お答えします。 

 変形労働時間制については、昨年から導入が検討さ

れている事項であり、尾花沢市としては、この制度そ

のものより、教職員の働き方改革の推進が優先と考え

ております。変形労働時間の運用の一例としては、日

常の残業時間を夏休みなどの長期休み期間中にまとめ

どりすることなどが挙げられています。しかし、夏休

みに休んだ分を、他の月に勤務時間を増やして働くと

いった考え方ではなく、時間外勤務そのものを見直し、

日常的な負担軽減を考えていくべきと考えております。 

 本市では、部活動支援員や学習支援員の配置などに

より、教員の負担軽減に向けて取り組んでいます。ま

た今年度、タイムカードを全小中学校に導入し、自分

の勤務時間を見える化したことにより、先生方の超過

勤務時間が確実に短くなってきております。先生たち

一人ひとりが時間を意識しながら働き、家庭や地域の

一員としての役割を果たす時間も意識できる、そのよ

うな職員の育成も目指していきたいと考えています。 

 以上のことから、導入については、今後、検討を重

ねながら、慎重に進めていきたいと考えております。 

 次に、少人数学級制についてお答えします。 

 現在、山形県のさんさんプランの実施により、通常

学級の定員、特別支援学級の定員ともに、山形県は全

国よりも充実した教育環境となっております。 

 本市の実態についていえば、市内小中学校７校のう

ち、５校については比較的小規模な学校であり、他の

市町村と比較して、少人数によるきめ細やかな指導が

なされているものと考えております。さらに、今年度、

市の施策として、複式学級がある２校に、学習支援員

をそれぞれ１名配置し、指導の充実を図っております。

また、尾花沢小学校と尾花沢中学校については、今年

度、習熟度別学習に力を入れて、子どもたちに力を付

けたいとの要望を受け、計３名の学習支援員を配置し、

子どもたちの実態に応じたきめ細やかな指導を行って

おります。ただ、市の取り組みによる支援員の配置な

どの対応に加えて、国の施策として40人学級が30人学

級となったり、複式学級の定数が16人から10名ほどに

なったりすれば、教育環境の改善という面でありがた

いことです。 

 現在、県や全国の教育委員会、教育長会等をとおし

て、少人数学級の実現に向け要望しているところです。

しかし、20人程度の少人数学級については、教室など

施設設備の確保や、指導する先生方の配置等、大きい

課題もあり実現は難しいと考えております。以上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 社会教育課長。 

◎社会教育課長（五十嵐 満 徳 君） 

 コロナ時代の図書館について、２項目についてお答

えいたします。 

 最初に、図書館協議会についてお答えいたします。 

 今年６月３日に図書館協議会を開催し、図書館の運

営方針や今年度の事業計画について委員の皆様よりご

意見やご要望を伺いました。利用冊数の減少について

は、人口の減少に加え、スマートフォンやパソコンの

普及、また北村山管内の図書館が相次いで開設されて

いること等が大きな要因であるのではないかと報告さ

せていただきました。利用冊数減少対策のご意見とし

て、委員からは、他市図書館との本の借り受けの周知

や独自イベントのもち方の検討、また、高齢者等で移

動手段がない方のために、地区公民館に移動図書の開

設、多くの本を借りた方を市報やＨＰで紹介する等多

くのご意見をいただきました。ご提案いただいたご意

見を参考に、より多くの市民より利用していただける

よう、図書館づくりに努めてまいります。 

 次に、来館者名簿のお尋ねについてお答えいたしま

す。 

 来館者名簿を作成した意義ですが、本施設が新型コ

ロナウイルス感染経路の疑いが出た場合、本施設を利

用された方への連絡と、行政機関による調査が必要と

なる場合がございますので対応しております。 

 また、本施設では、図書館利用カードを持参してい



る方については、それを提示いただく。持参されてい

ない方については、利用者確認カードに来館日、時間、

氏名、電話番号、情報提供への同意を記入していただ

いています。 

 来館者名簿の記入については、コロナ対策以外には

一切使用するものではなく、市民や利用者の生命に関

わる重要な対策として考えておりますのでご理解をお

願いいたします。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 鈴木議員。 

◎14番（鈴 木   清 議員） 

 答弁ありがとうございます。１番から再質問させて

いただきます。 

 一斉休校要請が首相よりあったんですけれども、休

校を決める権限は誰にありますか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 教育指導室長。 

◎教育指導室長（髙 橋 和 哉 君） 

 学校の設置者ですので、市の判断になります。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 鈴木議員。 

◎14番（鈴 木   清 議員） 

 詳しく言いますと、設置者、公立の場合は教育委員

会です。私立の場合は学校法人です。そして市長には

法的な根拠は全くありません。当時の首相が一律休校

要請するまでの時系列を見てみますと、安倍首相が木

曜日に一斉休校要請しました。その前に月曜日から見

てきますと、月曜日の専門者会議で、ここ１、２週間

が正念場だということです。火曜日は文部科学省が、

生徒が発症したら一部または全部の臨時休校などの対

応を、自治体で判断していただくように通知がありま

した。水曜日は、北海道が一斉休校しています。その

次の木曜日に首相の判断で、科学的な根拠はちょっと

ないような気がしますけれども、要請されまして、月

曜日から休みということになれば、金曜日１日の対応

をするしかなかったと。そういう時間的なものでした

が、問題は教育委員会がどう判断したか、どう議論し

たか、そのことが一番大事だと考えています。教育は

政治に左右されない、自主性、独立性があるというふ

うなことで、それは戦争の時代の深い反省によって、

軍国主義教育を行ったという反省の下で、そういうふ

うになったわけです。私が先ほど言いましたけれども、

全国では404校、休校しない、自分たちで考えて、１

週間遅らせてもいいし、状況判断をしているというこ

とです。教育委員会は、保護者がどうなるか、子ども

たちがどうなるか、学校長はどう考えているか、その

ことを先ほど連絡し合って決めたと言いますけれども、

十分に議論する必要があったのではないかと思います

が、どうでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 教育長。 

◎教育長（五十嵐   健 君） 

 ご質問にお答えします。鈴木議員の質問を受けて、

改めて当時のことを、校長会等も含めて振り返ったと

ころです。２月27日、夕方６時半、首相が突然の休校

要請を行いました。その要請を受けて、当時の文部科

学大臣は、まだ個人的には連絡を受けてない、対応に

ついてはということで、対応について返答したのは次

の金曜日になります。それと同時に、県の教育委員会

からも、休校要請を受けて、休校の方向でという県の

考えをいただきました。そして事務局として相談、そ

れから市長への相談、それから教育委員、前後はいろ

いろあるんですけれども、相談をし、その日のうちに

臨時の校長会を開きました。やはり先ほど市長が申し

たとおり、子どもの安全、安心を守る、目に見えない

ウイルスでありましたが、本県に発症者はその時はお

りませんでしたが、やはり守るという一点で、休校を

判断しました。これについて、反対する意見はどなた

も相談した場合、ありませんでした。ただ、子どもた

ちの学習を確保するためにということで、休校を決定

した３月２日以降に、特別の登校日を設けて、子ども

たちへのケア対応をする日を独自に設けることとして

休みに入った、そんな経緯でした。保護者の、もちろ

ん臨時の休校の混乱はあったかと思うんですけれども、

それについて、いろいろ反論をいただく等のことがな

く進められたのかなと思っているところです。以上で

す。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 鈴木議員。 

◎14番（鈴 木   清 議員） 

 精一杯やっていただいたというのは、私も同じ認識

でありますが、冷静に判断すべきだったというのは間

違いないと思っております。当時の感染地図を見ます

と、北海道が53人で爆発的な感染になっておりまして、

そのほかはほとんど感染してない県が多く、青森から

静岡県までゼロです。全く感染者がいない、文科省は

ガイドラインも作っていない、そういった中での首相

の判断でした。文部科学大臣自身が、次の日の新聞の

見出しで、あり得ないというふうな大見出しがありま

した。泣く子どもたち、一斉休校は大混乱というふう



な見出しが踊っておりました。１番可哀想なのは子ど

もたちではないかと。前も議論しましたけれども、特

に１年生なんかは、ひらがなを家庭で覚えるようにと

いうことで、書き順など、非常に大事な学習なんです

けども、そういったことを余儀なくされて、文部科学

省自体が、学習の遅れは３年ぐらいかかるつもりでい

なければならないと。そして今年の中学生が、コロナ

で心配だから、今年の修学旅行はもういいです。修学

旅行を諦めるような、子どもたちに、こういう辛い体

験をさせているのは誰なんだろう、どうすればいいん

だろっていう疑問で、私は質問させていただきました。

教育委員会は、戦後公選制があって、そのあと任命制

になって、首長の権限が強くなってきましたけれども、

大いに議論して決めていくというのが大事ではないか

と思っております。 

 第２波、第３波が来た場合、休校要請が来た場合に、

どうしますか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 教育長。 

◎教育長（五十嵐   健 君） 

 教育委員会の判断として、議論をして、十分検討し

た上での判断というのは確かに、本当に大切なことだ

と思っています。ただこれまで、２月末、３月初めの

議論に関しては、やはり時間的余裕なかったなと、そ

の点の反省は大いにしております。ただしその後、２

月28日の臨時校長会第１回をはじめとして、５月18日

まで、定例の校長会以外に、臨時の校長会を９回開い

てまいりました。それは、前年度の学習に履修がない

のか、補充は大丈夫だったのかの確認、それから今年

度、４月、５月、大きく休みを入れたんですけれども、

それの時数的な穴はないのか、今年度中の学習が完了

できるのか、それを確認しました。それらを受けて夏

休みの検証とか、そういう対応になってきています。 

 第２波、第３波についても、出たらどのような対応

をするのか。それも今回、臨時校長会を重ねる中での

議論の１つにもなっております。 

 そういう意味で、次に対しては、十分な話し合いを

持ちながら、対応していきたいなとは思っているとこ

ろです。以上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 鈴木議員。 

◎14番（鈴 木   清 議員） 

 先ほども言いましたとおり、教育委員会の独立性、

自立性を発揮して、議論して対応していただきたいと

思います。ワクチンが出てくれば、また違う対応にな

るし、状況に合わせて判断が必要になると思いますの

で、よろしくお願いします。 

 次に１年単位の変形労働時間制ですが、昨年の12月

定例会でも私質問をしました。その時は60％の職員が

45時間以下で、尾花沢は残業は多くないんだっていう

ことでした。ただし今年のコロナの時代におきまして、

教育現場は大混乱、大変な過重労働になっていると思

います。テレビで見ましたら、７月に私は２度死にま

したっていう先生が発言していました。残業時間が月

160時間、朝早く学校に来て、子どもたちの体温を測

って、トイレ掃除したり、机の掃除したり、教育以外

の仕事がかなり増えております。160時間というのは、

過労死ラインの80時間の２倍なので、私は２度死んで

ますっていうのを見て、びっくりした状況でした。先

生方は、子どもたちのためなら何でもしてあげようっ

ていう気持ちに溢れていますので、こういった事態に

なりますけれども、そういったことがないように、こ

の変形労働制というのは、文部科学省が、先生方の夏

休みを増やすためという、謳い文句になっておりまし

たけれども、今年は夏休みが短く、大変な思いをさせ

てしまったなというふうな思いがあります。それで、

導入するには、どうなっていくかと言いますと、今回

県議会で条例案を策定して、来年の４月からできるよ

うにするということです。けれども、それが順々に自

治体に降りてきまして、先ほどと同じように、教育委

員会判断、それから現場の学校判断になります。これ

は選択制ということになります。本来労働時間を、８

時間働けば暮らしていける世の中にしようというのが

原則ですが、それを崩していく働き方改革の教員版で

あります。それで先ほどの45時間以下が尾花沢では

60％、大丈夫ですよとありました。その上限ガイドラ

インを、45時間以上、越している人がいれば導入でき

ないです。それから３つ目のハードルが、校長先生と

職員の話し合いで、職員が導入してもいいですよと、

半分以上の労働者が同意すればというのは、普通の労

働組合の場合そうですけれども、職員でも同じハード

ルになります。                  

                         

                         

                         

                 そういうハード 

ルがあります。私はこれ以上先生方を、苦しめる方向

ではなく、業務を減らし、先生方を増やすという方向

にあるべきではないかと思いますが、いかがでしょう

か。 



◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 教育指導室長。 

◎教育指導室長（髙 橋 和 哉 君） 

 ご指摘のとおり、先生方の今、実情を踏まえて、ご

説明申し上げたいというふうに思っております。 

 本当にコロナ対応にあたっては、先生方、本当に物

品の消毒やら何やら、見えない初期の対応については、

大変時間を割かれておりました。実情として本当に１

時間ぐらい消毒かかるんですっていうふうな現場の声

をいただきました。そこでこちらのほうでも、もちろ

ん消毒の準備等行ったわけですけれども、こちらのほ

うでも意識を変えていかなければいけないというふう

に考えました。子どもたちが自分で、自分の使ったも

のを消毒する。手洗いを自らやるっていうふうな、自

ら自分自身を守っていくっていうふうな指導が、結果

的には先生方の、その消毒の手間であるとか、そうい

った時間の捻出とかを生み出すんだなっていうふうな

ことで、校長会のほうにも、そのようなお願いをした

ところです。全てのものを消毒することなどできない。

使ったそのたびにやることなどできない、だから子ど

もたちを指導する、そういうふうなところに目を向け

ていくようにというふうにさせていただいたところで

す。 

 あと今年度については、まだ結果、まだ調査されて

ないんですけれども、タイムカードというのは、先ほ

ど虚偽の申告というのは、そこまでいくと信用問題に

なるわけなんですけれども、先生方の意識を変えるっ

ていうふうな意味で、すごく大きなものだったような

気がします。集計ではありませんけれども、校長先生

方からお聞きした時に、先生方の働き方、それから帰

宅時間についても、改善の様子が見られるようになっ

たっていうふうなお話を伺っております。そういうふ

うな面から、物理的な面に加えて、先生方、それから

子どもたちの考え方の面で、変化変容を促すように指

導していきたいなというふうに今後も考えております。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 鈴木議員。 

◎14番（鈴 木   清 議員） 

 タイムカードが先生方の意識を変える方向に働いて

いるというのは、私も共感できます。そこで次③の問

題で、少人数学級を実現をしてはどうかということが

議論になってきております。私の考えでは、もはや誰

も反対する人はいなくなったなと思って見ております。

それでも、先ほどの答弁では、大きな課題があり、実

現は難しいと思います、要望はしておりますが難しい

と思いますっていうことでしたけれども、日本教育学

会も提言して、全国知事会、市長会、町村会が緊急提

言もしており、また安倍首相の骨太方針でも検討して

いきますということで、誰も反対はしなくなりました。

なぜかと言いますと、コロナの問題でソーシャルディ

スタンスができない、１教室64㎡の狭いところでやる

ことが大変難しい、またＧＩＧＡスクール構想により、

オンラインの授業をしたりするのに、20人という少人

数のほうが良いんだと。それは多くの学校再開の時に、

分散登校で先生方が実感しており、子どもたちの顔も

よく見えて、何で困っているかも良く分かったってい

う、先生方の喜びの声があったので、世界はそういう

方向に向かっていると思います。世界の１学級あたり

の平均生徒数を見ますと、ＯＥＣＤの中で日本は最下

位です。１学級平均32人です。１番少ないのはラトビ

アで16人、ほとんど20人以下になっております。ＧＤ

Ｐの中で教育費が、日本はとても少ないです。2.9％

しか使ってない。お金を使わないで、たくさんの子ど

もたちを１部屋に、多人数学級と言いますか、そうい

うことでやっておりますけれども、世界はそういう流

れではなくなっています。ですから、少人数学級の大

きなうねりがある中で、市長も再び、市長会などで早

く実現してほしいということを要望していただきたい

と思います。市長、どうでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 今、鈴木議員は一元的な見方からきているかなと思

って、私受け止めて今聞いてました。確かに生徒の数

を１教室に20人という形に区切っていって、そしてや

る。でも現に例えばこの新学期、新入学した生徒が、

東京のど真ん中で、うちの孫の場合ですけれども、た

かだが40名足らずの生徒数を２つに分けて分散登校さ

せて、さらには１日おきの登校というのをやりました。

その中で、数だけはそういうふうにして満たしていっ

ていると思います。しかし１番肝心なものは、そこに

出てきていないと。これは議員もお分かりだと思いま

す。新入学した子どもにとって、何が大事か、勉強も

大事ですけれども、子どもたちとの接点をいかに大事

にしていくかというのを考えた時に、一概に数だけで

はなくて、学校がそういう容量を取れるような体制を

作っていかなければいけない。例えば今後尾花沢市の

小学校も改築しなくてはいけない。その中で真っ先に

制限があるのは生徒何名だと、だから教室は何教室あ

ればいいと、そこからきているわけです。そうではな



くて、そういったところに、これから改築するならば、

こういうふうにすべきだというものができ上がってこ

ないと、なかなかこれをやろうとしてもできない部分

もあります。 

 それに加えて、教師の確保をどうするかと。教師は

１年、２年で立派な教員として配置することができま

せん。それなりの時間が必要です。今、教育実習をや

るにしても、できない状況にあることは、議員が一番

良く分かっていると思います。できない中で、それを

やれやれだけではなくて、どうやって教師を確保する

か。この尾花沢市においても、何とか子どもたちに、

本当に全員が習熟できるような形を目指していこうと

いうことで、支援員等も募集しました。しかし、なか

なか人が集まらないという現実がございます。ですか

ら、そういったところ、どうやって補っていくのかと。

スタッフが必要なんです。ですから学校の先生方は、

当然そこで考えていると思いますし、教育委員会のほ

うでも、同じように考えていると思います。ただ一元

的に見るのではなくて、トータルな部分でどうしたら

できるのかを考えていただきたい。だから、ただ単に

20人というふうな形だけではなくて、そうした際の何

が足りていないのかという現実も、しっかりと見てい

ただきたいと思います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 鈴木議員。 

◎14番（鈴 木   清 議員） 

 市長との相違点が今、聞いておりまして、はっきり

してきたなと思います。20人学級がなぜ必要かってい

う議論をもっとすべきであります。そして学校とは何

であるかっていう。先ほど勉強の遅れとか言いました

けれども、子どもたちは学校を再開して、友達のあり

がたみ、先生と会えることの喜び、運動したり給食を

食べたりすることの喜び、人間と人間とのふれあいが

ものすごく大切で、分散登校を奨励するわけではなく

て、分散登校でなく、できるやり方、世界的にやるや

り方が20人学級以下になってきているということであ

ります。そして市長が先ほど言いましたように、20人

学級にするためには、全国で10万人の教員が必要です。

教員試験が１年で13万人の受験者がいて、１万何千人

だか合格して、現場に向かっていくわけです。ところ

が何々大学はコロナの陽性者がいるから、教育実習を

受け入れないとか、そういう差別的なことはやっては

いけない。教育とは何かと考えて、前にも言いました

けれども、教育実習も何としても受け入れてほしい。

コロナ禍で教育界が大変な中でこそ学べるんだという

ことを私はお願いして、教員を増やしていただきたい。

それと一緒に20人学級に、一緒に行きましょう、子ど

もたちに少人数学級をプレゼントしましょうというの

が、私たちの考えであります。 

 時間がなくなりそうなので、次にいきますけれども、

４番目のコロナ時代の図書館を先にさせていただきた

いと思います。前にも質問しましたが、図書館協議会

がまず再開したということ、協議を再開したというこ

とに感謝を申し上げたいと思います。図書購入費も増

やしていただいたんですけれども、利用者数が減少し

てしまっていると。令和元年の図書のほうで見てみま

すと、１年間で12,820冊借りるのが減ってしまいまし

た。かつて９万冊、10万冊借りていたのが、今７万冊

になっておりますので、減ったことに対して、私は残

念で仕方がないですけれども、協議会で議論して分析

は始まっているということなので、期待したいと思い

ます。 

 ここでいろいろ言うと時間がなくなりますので、②

にいくんですけれども、来館者名簿の問題です。北村

山管内調べましたところ、大石田町と東根市は名簿を

作っておりません。村山市と尾花沢市です。県立図書

館にもお尋ねしましたが、県立図書館は今やっており

ません。６月中旬からやめました。抗議の声があった

のかどうか分かりませんけれども、やめました。これ

は非常に深い問題がありまして、この名簿を作るよう

に指示があったのは、５月14日に日本図書館協議会が、

感染予防ガイドラインを発表して、名簿を作るように

ということです。図書館と市役所を比べた場合に、市

役所のほうが圧倒的に来庁者が多いと思いますが、市

役所は名簿を作っているでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 防災危機管理室長。 

◎防災危機管理室長（鈴 木   浩 君） 

 お答えいたします。市役所においては、来庁者の名

簿は作成しておらないところでございます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 鈴木議員。 

◎14番（鈴 木   清 議員） 

 図書館で来館者名簿を作って、どなたに提出する予

定ですか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 社会教育課長。 

◎社会教育課長（五十嵐 満 徳 君） 

 お答えします。もし市の図書館のほうから、感染の

疑いが出た場合には、保健所等の指導に基づきまして、



対応させていただきたいと思っております。以上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 鈴木議員。 

◎14番（鈴 木   清 議員） 

 図書館というのは、図書館の自由に関する宣言とい

うのがあります。そして図書館員の倫理綱領というの

があります。私たちも今、政治倫理条例作ってますけ

ども、倫理綱領というのがありまして、その中身が、

図書館の利用者の秘密を守るということが大きな条項

になっております。ちょっと読みますと、「図書館員

は利用者の秘密を漏らさない、図書館員は、国民の読

書の自由を保障するために、資料や施設の提供を通じ

て知り得た利用者の個人名や資料名等をさまざまな圧

力や干渉に屈して明かしたり、または不注意に漏らす

など、利用者のプライバシーを侵す行為はしてはなら

ない。このことは、図書館活動に従事する全ての人々

に課せられた責務である。」というふうなのが、倫理

綱領にあります。秘密を漏らしていたのが戦前の図書

館でありました。住所、名前、どんな本を借りたか、

読んだか… 

〔「議事進行上」と呼ぶ者あり〕 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 青野議員。 

◎７番（青 野 隆 一 議員） 

 今、鈴木議員の関連した一連の質問の中では、想定

をした質問が多くて、いわゆる尾花沢市の事実関係と

は異なるようなことを事例に引き出しながら質問され

ているということで、私は尾花沢市の実情に応じた、

先ほどありましたけれども、タイムカードの例えば偽

造とか、そういったこともありましたので、私はそう

いう形ではなくて、尾花沢市で起きている事例に即し

た質問をしていただきたいと思います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 暫時休憩いたします。 

 

            休 憩  午前11時54分  

            再 開  午後０時57分  

 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 再開いたします。 

 この際、鈴木清議員から発言の申し出がありますの

で、これを許します。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 鈴木議員。 

◎14番（鈴 木   清 議員） 

 先ほどの私の発言について、特にタイムカードの件

でありますけれども、一部取り消したいので、許可を

願います。なお、取り消す部分については、議長に一

任いたします。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 ただ今、鈴木清議員から発言の取り消しの申し出が

ありました。 

 お諮りいたします。鈴木清議員からの申し出のとお

り、許可することとし、取り消す部分については議長

において調整することに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 ご異議なしと認めます。よって、鈴木清議員からの

発言の取り消しの申し出を許可し、取り消す部分につ

いては議長に一任することに決しました。 

 鈴木清議員。 

◎14番（鈴 木   清 議員） 

 先ほどの質問の続きでありますけれども、来館者名

簿については、コロナの陽性感染予防という観点で、

優先課題ではありますが、私が先ほど、倫理綱領や自

由に関する宣言を引き出したのは、プライバシー保護

とか、そういう観点で検討願いたいということであり

ますので、ご検討願いたいと思います。 

 戻りまして、２番目の国民健康保険税についてです。

時間が少なくなりましたけれども、尾花沢市の１人当

たりの納付金は県内上位にあるという説明でしたが、

具体的に、平成30年度と令和元年度では、どの程度に

なるか、数値をお示し願いたいと思います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 健康増進課長。 

◎健康増進課長（永 沢 八重子 君） 

 お答えいたします。１人当たりの国保事業費納付金

につきましては、平成30年度につきましては、尾花沢

市は県内の市町村で３位となっておりまして、元年度

におきましても、同様に３位となっております。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 鈴木議員。 

◎14番（鈴 木   清 議員） 

 具体的数字を述べている時間がなくなってしまいま

したが、私の調べでは、平成元年は第３位で、１人当

たり12万4,900円です。令和元年になりますと１人当

たり14万7,429円で、さらに高くなっております。私

はこういう高くなっているのを軽減していただきたい

ということを、何度も議会で質問をしてきましたけれ

ども、この県内の自治体間の格差を正していっていた



だきたいというふうな思いでいます。そして、子ども

の均等割というのがその中にありまして、尾花沢は18

歳まで医療費無料にしていただいてますけれども、子

どもから高校生まで、子どもはまだ働いていないのに、

２万～３万円の保険料を払わざるを得ないということ

に矛盾を感じております。全国では第３子を無料にし

たり、軽減をしているようですけれども、子育て日本

一の尾花沢こそ、こういう軽減措置をしていただきた

いと思いますが、いかがでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 健康増進課長。 

◎健康増進課長（永 沢 八重子 君） 

 子どもの均等割の軽減についてお答えいたします。

子どもの均等割を軽減いたしますと、先ほど市長の答

弁にもありましたとおり、1,000万円ほどの財源が必

要となります。この財源をどのように補填するかとい

う課題がございまして、国保会計の中で賄うとすれば、

国保財政を圧迫することにつながりますし、一般会計

からの法定外繰り入れとなりますと、先ほど市長が申

し上げましたとおり、法定外繰り入れにつきましては、

国では早期の解消を図ることとしております。こうい

ったことを考えますと、現状、子どもの均等割を行う

ことはなかなか難しい状況にあると感じております。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 鈴木議員。 

◎14番（鈴 木   清 議員） 

 国保については、ずっと平行線ではありますが、ほ

かのところの財源を見てみますと、繰越金を使った場

合もありまして、必ずしも一般会計からとかいう場合

でもない場合があります。またさらにご検討願いたい

と思います。 

 最後に３番の、いかに営農を守るかでありますけれ

ども、先ほどスイカ生産者は50％減にはなってないの

で、該当にならないのではないかっていうふうに仰っ

ておりましたけれども、持続化給付金というのは、あ

らゆる事業者、フリーランスも含めて該当になりまし

て、農林水産大臣の発言でも、農業の収入は過去１年

間の収入を12で割って、その間の売り上げの低い時と

比較していただければ、ほぼほぼ全ての農家対象にな

りますよっていうことです。スイカ農家はスイカだけ

じゃなくて、米も作っておりまして、米の収入も合わ

せて考えて、５割減というのを考えていただきたいと

思います。今年の20年産の概算金を見ますと、つや姫

は据え置きですが、雪若丸が60㎏で1,000円マイナス

になっておりますので、考えていただきたいと思いま

す。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 以上で、鈴木清議員の質問を打ち切ります。 

 ここで、昼食のため、午後２時まで休憩いたします。 

 

            休 憩  午後１時05分  

            再 開  午後２時00分  

 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 再開いたします。 

 次に１番 菅野修一議員の発言を許します。菅野議

員。 

〔１番 菅野修一 議員 登壇〕 

◎１番（菅 野 修 一 議員） 

 ９月定例会に当たりまして、先の通告にしたがいま

して、一般質問を行います。 

 １番目の件であります。未整備地区の農地整備計画

の策定と事業推進をというふうなことで、本市の農業

を振興する上で、生産基盤の整備を充実させることが

基本であると考えますが、本市の基盤整備率は60％に

達していません。生産効率を上げるためにも、基盤整

備を進めていく必要があると考えますが、いかがです

か。 

 未整備地区を把握し、地区の農業者の声を聴取しな

がら、市としての農地整備計画を策定されてはいかが

ですか。 

 現在の国の農業農村整備事業では、集積要件を満た

すことによって、農家の費用負担を調査計画費のみに

抑えて、事業実施が可能になります。農地整備を考え

ている地区にとっては、大きなチャンスであります。

未整備地区の事業制度の説明を積極的に行い、働きか

けをしていただきたいと考えますが、いかがでしょう

か。 

 ２番としまして、人里恐ろし、サル出没回避モデル

ガンの導入事業化を、サルの追い払い効果が実証され

ているモデルガン導入を検討している集落が、複数あ

ると聞きます。モデルガンを所持した人を見ただけで、

サルは一目散に逃げ出すとのことで、人里は近寄ると

ころではないと学習させる有効な道具であります。ま

た、有害鳥獣対策に関わる器具導入事業には、特別交

付税が措置されていると認識しています。そこで、使

用に関する安全対策マニュアルを作成し、モデルガン

導入事業の制度化を図っていただきたいとご提言いた

します。 

 例えば有害鳥獣追い払い隊の組織を立ち上げ、積極



的に追い払い活動を実施していくとすれば、市が購入

したモデルガンを貸与するとか、あるいは組織がモデ

ルガンを購入して所持する場合には、購入費用の助成

が可能となるような事業化を図ってはいかがでしょう

か。 

 ３番目です。移住政策の積極的な推進を。本市の将

来目標人口は、後期計画においても2020年にはおおむ

ね16,600人としていましたが、実際は15,500人ほどと、

1,000人ほどの開きがあり、人口が加速的に減少して

いる現状であります。また転入者と転出者の過去４年

のデータを見ますと、おおよそ１年間で、平均の200

名ほど転出者の超過となっています。さらには、誕生

する赤ちゃんとお亡くなりになる方との数値の差は、

あまりにも大きく、この激しい人口減少の危機につい

て、市長はどのように捉えておりますか。ご所見を伺

います。 

 コロナ禍にあって、初めて首都圏から地方への流入

人口が2,000人弱ほど確認されました。これは地方に

人を呼び込むチャンスと捉えたい。また地方へ転出を

を考えている首都圏の方は、120万人ほどいるという

話もあります。移住地として、尾花沢を選んでもらえ

るよう、大いに発信アピールすべきだと思いますが、

いかがですか。 

 本市の空き家でＡ、Ｂランクが100件以上もありま

すが、空き家バンクに登録されているのは、８月26日

現在、６件と聞いております。意外と少ない、そのど

のような理由かを把握されていますか。転入を含め、

移住者を積極的に受け入れる環境が不足しているんで

はないかと思われますが、いかがですか。 

 尾花沢は四季折々で、風光明媚な地であり、食べ物

もおいしく、子育て日本一を目指し、その上災害の少

ない安全な場所であり、移住先として選ばれてしかる

べき土地と考えますが、首都圏でのＰＲがどのように

なっていますか。お聞きいたします。 

 第６次総合振興計画の後期計画で、日本版ＣＣＲＣ

への対応も視野に検討を行うと謳われていますが、ど

のように検討されておりますか。お伺いします。 

 地方創生政策として、日本版ＣＣＲＣに前向きに取

り組んではいかがでしょうか。そして尾花沢に移り住

み、いきいきと暮らしてもらう市民を、１人でも多く

増やしていくことが大事だと考えますが、いかがでし

ょうか。 

 次、４番目です。過疎高齢化集落の共有山林の税徴

収のあり方についてであります。共有山林納税代表者

は、これまで共有山林所有名義者から、税金を集め、

まとめて市へ納付してきました。しかし高齢化に伴い、

その徴収方法は限界にきていると語ります。税徴収の

あり方を改善していただきたく、３点についてお尋ね

いたします。 

 共有山林納税代表者は、どのような位置付けになっ

ておりますか。登記簿上にもそのように記載されてお

りますか。代表者は、市外、県外へ転出された所有名

義者へ、税金の納付書を発送するような事務作業もし

なければならないのでしょうか。共有の所有名義者へ、

市から直接納税通知書と税納付書を発送してもらうこ

とが、税徴収のスムーズ化となり、代表者の負担軽減

の解決策になると考えますが、いかがでしょうか。 

 ５番目です。海外の市や町と友好都市締結の考えは。

国際化が進む中で、海外の都市と友好関係を結び、相

互理解を深める実質的な交流活動を継続していく中で、

本市の子どもたちにとって、国際的視野を持つ人材育

成につながるものと確信しています。市長のご所見を

伺います。 

 また国際化への対応として、第６次総合振興計画に

おける、学校教育での国際理解を深める事業の評価は

いかがですか。さらに生涯学習での国際理解を深める

事業の評価についてもいかがですか。 

 最後に、市庁舎、各公共施設での外国人への対応の

充実度、その評価をお尋ねし、本席からの質問を終わ

ります。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

〔市長 菅根光雄 君 登壇〕 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 ただ今、菅野修一議員より、大きく５点についてご

質問いただきました。順次お答えしてまいります。 

 最初に、農地の未整備地区の整備計画策定と事業推

進についてお答えします。 

 本市の水田の整備率は58.56％であり、未整備の水

田が約４割ありますが、沢田なども含まれているため、

その全てが基盤整備に適している水田ではないと考え

ております。農地の区画を整備することで、作業効率

の向上や経費節減、農地の集積、集約化が見込まれる

ことから、水田の整備率を向上させる取り組みは重要

です。しかし、地形上の条件や将来的な担い手の確保、

事業推進に係る関係者の総意など、地域ごとに異なる

課題を持ち合せており、整備を進める上では、各地域

の中心となる方の存在が大きな役割を果たします。整

備を進めるためには、まず、地域が一枚岩になる必要

があり、地域や団体から事業要望をいただきながら進



めてきた経過がありますので、市が農地整備計画を策

定するのではなく、農業者団体または関係者団体等、

生産者自身が主体となって計画を策定すべきものと捉

えています。また、計画を策定し整備を進めるにあっ

ては、関係者のご意見を尊重し、側面から支援してま

いります。 

 次に、未整備地区への事業周知についてですが、現

在、鶴子六沢地区で進めております、県営事業の農業

競争力強化農地整備事業の活用が、最大有利な事業で

あると捉え、未整備地域の水利組合の一部役員の方に

数年前から事業を進めてみてはどうかと打診しており、

事前に県と一緒に事業説明に伺う旨もお伝えしていま

す。ただ、この事業を活用するにあたり、担い手への

農地集積手法や整備後の高収益作物の導入などの要件

もあり、事前に課題の整理を行い事業に結び付ける必

要があるため、県と連携して地元の意向を確認する必

要があります。現在各集落において実施している人・

農地プランでは、地域営農計画の検討とともに将来的

な農地の利用、地域の担い手の確保等について話し合

われておりますので、こうした機会を活用して、地域

の意向を確認しつつ事業に結び付けてまいります。 

 次に、本市では、尾花沢市ニホンザル保護管理実施

計画を策定し、福原、宮沢地区を中心とした北部群、

玉野、常盤地区を中心とした東部群を始め、６つの群

れを確認し、400頭を超えるニホンザルが生息してい

ることを確認しております。近年、それぞれ群れの行

動域が拡大し、目撃情報、被害報告が増加しているこ

とから、確認している以上の個体数へと増加し、さら

には群れの分裂なども懸念されており、現在、簡易電

気柵設置費補助や追い払い用花火の無償配布、大型捕

獲檻の導入など、被害の拡大防止に取り組んでいます。 

 市内の一部地域において、追い払い用エアガンを独

自で購入し、共同の追い払い活動を行っていただいて

いることは承知しております。エアガン購入の際に事

業支援についてご相談いただきましたが、エアガン単

体の追い払い効果の検証がなされていないことから、

鳥獣対策に活用している山形県鳥獣被害防止総合対策

交付金や、簡易電気柵設置費への補助を行っている山

形県有害鳥獣被害軽減モデル事業においては、補助対

象外となっており、自費で購入していただいた経緯が

あります。 

 現在市では、地域ぐるみの鳥獣被害防止対策を、自

主的に積極的に取り組む地域を、総合的に支援する準

備を進めています。支援に向けては、組織化や行動計

画づくりが必要であり、地域が一体となった追い払い

活動の際にエアガンの活用を検討される場合は、購入

に関する相談や、安全に活用いただくための指導を行

ってまいります。また、地域住民の負担に考慮した支

援策を、地域と一体となって考えてまいります。 

 次に、移住政策の推進についてです。 

 人口減少についてどう捉えているかとのお尋ねです

が、平成27年10月に策定した、尾花沢市まち・ひと・

しごと創生尾花沢人口ビジョンでは、目標人口を2020

年に１万6,600人程度、2040年に１万1,800人程度とし

ております。総務省が今年４月に公表した人口推計に

よると、令和元年10月１日現在の総人口は９年連続の

減少、また、15歳から64歳までの生産年齢人口の割合

は60％を切り過去最低となったことから、人口減少の

課題は本市に限ったことではなく、全国的に大変深刻

なものとなっています。一方、東京都の人口は増加し、

ますます東京一極集中の様相を呈しています。このよ

うな状況の中で、農業の後継者や地域コミュニティで

活躍できる人など、さまざまな分野で担い手が不足す

るとともに、子どもの減少により保育所や学校のあり

方が変化するなど、地域力の低下につながるのではな

いかと大変危惧しております。 

 第７次総合振興計画の策定にあたり実施したまちづ

くりアンケートでは、産業振興、子育て支援、少子化

対策、高齢者福祉の充実を求める声が多く寄せられて

おります。また、市民ワークショップでは、持続でき

る農業やオール尾花沢の子育て、いつまでも元気に暮

らせるまちなど、未来の尾花沢に向けたキーワードが

提案されておりますので、こうした市民の皆様の声に

耳を傾けながら、予想を上回る速さで進む人口減少と、

少子高齢化に立ち向かわなければならないと考えてお

ります。 

 これまで、尾花沢市移住推進協議会が主体となり、

東京都内等を会場として、山形県Ｕ・Ｉターン相談会、

ふるさと回帰フェア、ＪＯＩＮ移住・交流＆地域おこ

しフェアなど、年間９回にわたり移住関連イベントに

尾花沢市のブースを設け、積極的に本市のＰＲを行う

とともに、移住に関する各種相談に応じてまいりまし

た。また、本市での移住体験ツアーも夏と冬の年２回

開催してまいりました。今年６月に行われた、内閣府

による新型コロナウィルス感染症の影響下における生

活意識、行動の変化に関する調査の調査結果では、東

京23区の20代が地方へ移住関心のある割合は35.4％と

高い数値にあり、在宅勤務経験者のうち約４人に１人

が地方移住に関心があるとの結果が出されております。

また、東京都の統計では、コロナ禍の影響により、東



京都の人口が、1956年の調査開始以来６月としてはじ

めて、前月比で3,000人以上減少したとの報道もあり

ました。 

 このたびのコロナ禍を契機に、首都圏を中心に人々

の意識や社会全体の働き方が大きく変化しようとして

おります。今をチャンスと捉え、これまでの移住施策

に加え、テレワークやワーケーションの展開なども視

野に入れ、新しい視点での移住施策にも取り組んでま

いります。加えて、これまで以上にインターネットを

活用し情報発信していくことが重要と考えており、ア

フターコロナを見据え、本市の認知度をアップさせて

いく施策を展開してまいります。 

 次に本市の空き家についてですが、今年度７月にＡ、

Ｂランクの空き家所有者112名の方への意向調査を行

いました。そのうち40名の方より回答をいただいてお

りますが、空き家を利活用したい方は９名にとどまっ

ております。９名の方には空き家バンクへの登録を勧

めておりますが、残る31名の方は、今後の利活用の方

向性が定まっておらず、空き家件数に対し空き家バン

クへの登録件数が少ない状況となっております。 

 引き続き、所有者及び親族の個別相談に応じるとと

もに、利活用することのメリットを説きながら、少し

でも空き家の利活用を促進できるよう、積極的な働き

かけを行ってまいります。 

 次に、受け入れ環境と首都圏でのＰＲについてです

が、移住をしてもらうには、仕事や住まいがあり、住

みたくなるまち、安心して住めるまちである必要があ

ります。本市はこれからも、まだまだ取り組むべき点

はありますが、移住していただくに必要なこれらの要

素を十分持ち合わせている、魅力のあるまちであると

考えております。 

 本市への転入や移住をされる方の相談窓口としては、

移住支援・地域応援コーディネーターを中心に行って

おり、住まいをはじめとした各種相談に応じておりま

す。また、移住検討者向けのインターネットサイト

「ＩＪＵするなら尾花沢」を開設しており、働く場所

として、本市のものづくり企業の紹介、求人情報、新

規就農を目指す方への支援制度を掲載しているほか、

住む場所として、空き家情報や宅地取得等に対する助

成制度、安心して暮らせるための環境を分かりやすく

掲載しております。 

 これまで、平成28年から令和元年の４年間で、80名

の方が公的な相談機関を通じて本市に移住されました。

うち、19名は首都圏から移住されています。 

 コロナ禍において、昨年度まで行っていた首都圏に

出向いてのＰＲは難しい状況であり、当初予定してお

りました本市での移住体験ツアー等の開催も難しい状

況ではありますが、オンラインでの移住相談会、全国

移住フェア、ふるさと回帰フェア、ハッピーライフカ

フェなどに参加を予定しておりますので、これらの機

会を最大限に活用し、移住を希望される方に本市の魅

力を積極的にＰＲしてまいります。 

 さらに、今年度から新たにＳＮＳを活用し、本市に

移住した方の目線で、本市での生活について毎日情報

発信するなど、より一層ＰＲ活動の充実を図ってまい

ります。 

 次にＣＣＲＣに関するお尋ねです。 

 ＣＣＲＣとは、コンティニューイング・ケア・リタ

イヤメント・コミュニティの略で、元来は米国におい

て、リタイヤ後に元気なうちからケア付きの集合住宅

等のコミュニティに移住し、安心して老後の人生を送

れるようにする高齢者の福祉政策です。日本版ＣＣＲ

Ｃは、これをさらに能動的にかつ多様化したもので、

人生100年時代にあって、現役をリタイヤした元気な

アクティブシニアが、地方に移住し、大学での学び直

しや自身の得意分野を活かした地域活動など、地域社

会と関わりながら、各個人にとって充実した第２の人

生を送れるよう地方側で移住の受け皿を用意する事業

で、シニア世代の生き甲斐づくりと移住促進による地

方創生という両方の側面をもった政策です。この政策

に取り組むことで、都市部からの移住により人口減少

問題の改善、空き家対策の低減や解消、地域の消費喚

起や雇用の維持、協働を通じた地域活性化などの効果

が期待されますが、一方で、こうした高齢者が移住先

で介護や医療が必要となった場合、医療や介護体制を

確保しなければならないという課題も出てきます。 

 本市では、これまでもさまざまな移住施策に取り組

んでおり、その結果として、平成28年度から令和元年

度までで本市に移住された方は80人にのぼります。移

住された方の中には、新規就農をきっかけに首都圏か

ら転入された方や、空き家をリフォームして、地域を

巻き込んで、さまざまな活動をされている方など、本

市の豊かな自然環境の中で、充実した生活を送ってい

る方が数多くいらっしゃいます。 

 首都圏から元気なアクティブシニアが移住し、地域

活動などに力を発揮していただけることは、地域の活

性化にもつながりますので、日本版ＣＣＲＣの考え方

も参考にしながら、移住後のライフスタイルが具体的

にイメージできるよう、本市での暮らし方や住まい、 

働く場、自然環境などの必要な情報を発信するととも



に、課題の洗い出しとその対応策も検討しながら、元

気な高齢者だけでなく、就農を目的とする方や、田舎

暮らしを求める方、コロナ禍にあってテレワークなど

の新しい働き方を考えている方など、幅広い方から移

住先として本市を選んでいただけるよう、施策を展開

してまいります。 

 続いて、過疎高齢化集落の共有林の税徴収のあり方

についてお答えします。 

 戦後75年が経過し、家庭の燃料として使われてきた

薪は石油やガス、電気に代わり、農村の生活様式も様

変わりしました。また、急激な人口減少と少子高齢化

の進展、集落機能の維持が困難なところが全国的に増

えてきています。これまで集落や共有者が維持管理し

てきた共有林も、関係者の代替わりや市外転出等によ

って、山の手入れだけでなく、共有者間の連絡調整に

苦慮されているという共有代表者の苦労話もお聞きし

ています。 

 今後も、過疎化が一層進み、共有物件の未相続、未

登記の物件、所有者の不在化が増えることが懸念され、

一自治体だけでは解決できない、全国的に大きな問題

と捉えています。こうした問題を国に訴え、制度自体

の改正を求めていく必要があると考えています。その

上で、詳細については担当課長より答弁いたさせます。 

 海外の都市との友好都市締結についてですが、現在

のコロナ禍にあっては、海外との交流は大変難しい状

況にあり、世界的な感染状況を考慮しながら、慎重に

対応しなければならないと考えております。 

 さて、海外都市との交流は、市民に国際交流の機会

を提供することにより、国際社会で通用する人材の育

成につながるなどの効果が期待されます。特に、若い

世代にとっては、交換留学などをとおしてグローバル

教育が進み、異なる文化的背景や価値観を持つ世界の

人々との交流で国際感覚が養われると考えております。

コロナ禍終息後において、近隣諸国との友好都市締結

を考える場合、まずは本市にもたらされる効果と相手

方のニーズを的確に把握し、交流が末永く続いていけ

る取り組みでなければなりません。また、市民や地域、

企業同士などで自然なつながりや交流を繰り返すこと

で気運が高まり、その結果として友好都市締結に結び

付くことが理想であるとも考えておりますので、市内

に外国人との交流活動に取り組む団体等がございまし

たら、積極的な支援を検討してまいります。 

 次に、第６次総合振興計画における学校教育におけ

る取り組みの実態についてお答えいたします。 

 学校教育関連では、主要施策として、園児や小学生

に英語にふれる機会を設けるなど、学校教育や生涯学

習講座等における外国語教育や国際理解を深める事業

を推進し、国際的視野を持つ人材を育成しますとして

おります。 

 現状の取り組みとして、まず１点目は、ＡＬＴの配

置です。はじめは２名の配置でスタートしましたが、

その後３名に増員いたしました。学級数や子どもの人

数等を考慮すると、他市町村よりも充実した配置であ

り、指導体制となっております。 

 ２点目は、英語検定の受験料の助成です。中学生に

年１回分の受験料を市で助成し、英語検定を受けてみ

ようとするきっかけをつくり、ひいては英語の学習に

興味を持つ子どもを１人でも増やし、尾花沢市の子ど

もたちの英語力やコミュニケーション能力を高めるこ

とを目指しています。 

 ３点目は、今年度はコロナウイルス等の状況もあり

実施できませんでしたが、イングリッシュキャンプで

す。ＡＬＴをはじめとする複数の外国人のネイティブ

な発音にふれることで英語に親しむ機会を設けており

ます。 

 このような取り組みをとおして、小学校では授業の

質の充実もあり、英語を楽しむ意識が高まっておりま

す。また、中学校では、今年度、英語検定の申込率が

大きく高まり、一昨年は年間258名、昨年は年間196名

であった受験者数が、今年度は、第１回だけで203名

の受験希望者となっております。 

 今後は、小中の英語授業の相互参観や意見交流、小

学校英語の指導計画と中学校英語の学習到達目標の見

直しなどをとおして、英語教育のさらなる充実を図っ

ていきます。 

 次に、第６次総合振興計画における生涯学習での国

際理解を深める事業についてですが、本市の国際交流

協会では、地域住民との交流の場を設けるため、かつ

ては外国から嫁いで来られた方を対象とした日本語教

室や料理教室を開催しておりました。しかし、海外か

ら嫁いで来られた方が地域生活に馴染むにつれて、こ

れらの事業への参加者は減少し、さらには指導者の高

齢化などにより開催が困難な状況です。現在は、おば

なざわ花笠まつりの花笠おどり大パレードへの参加が

主な活動となっており、協会の自主事業存続も難しい

ことから、会の役割を再度明確にする必要があると考

えております。 

 今後、国際交流に関する事業を進めるため、協会運

営に積極的に関わっていただける方々を中心とした組

織の再構築に向け検討してまいります。 



 次に、庁舎等での外国人の方への対応についてです

が、先の小関議員の質問でも答弁したとおりです。外

国人については、年間約30人の方が手続きのために窓

口に訪れますが、ほとんどの場合、就労先の通訳の方

と来庁される場合が多いようです。通訳の方がいない

ときは、翻訳アプリや意思疎通を容易にする指差しシ

ートを使って、分かりやすい窓口対応に努めておりま

す。 

 また、各公共施設での対応ですが、芭蕉、清風歴史

資料館では、海外からの来館者用に、英語、中国語、

韓国語で解説した資料館パンフレットを準備して対応

を行っています。海外からの来館者は年々増加傾向に

ありますが、その多くが、おくのほそ道を巡るツアー

のお客様で、通訳の添乗員が同行し、資料館内での案

内を行っていますので、資料館職員は添乗員をとおし

て補足などの対応をしています。また、資料館、サル

ナート、悠美館、市民体育館はＷi－Ｆi設備が設置し

てありますので、海外の利用者はお持ちのスマートフ

ォンなどで翻訳機能を使い、施設をご利用いただいて

おります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市民税務課長。 

◎市民税務課長（本 間   純 君） 

 共有林の税徴収についてお答えいたします。 

 まず、共有代表者の位置付けですが、登記簿には共

有者の氏名と持分は記載されておりますが、代表者と

いう記載はございません。当市では、共有者間で話し

合っていただきまして、代表者を選定していただいて

いるところでございます。これは、共有山林に限らず、

土地や建物といった共有物件の課税に際して、地方税

法第10条連帯納税義務、これは民法の第436条連帯債

務者に対する履行の請求というものが準用されており

まして、数人が連帯して債務を負担するときは、債権

者は、その連帯債務者の１人に対して、又は同時、若

しくは順次全ての連帯債務者に対して、全部又は一部

の履行を請求することができるとされていることによ

るものです。 

 次に、納付、納入の告知ですが、地方税法第13条で、

地方団体の長は、「納税者から地方団体の徴収金を徴

収しようとするときは、これらの者に対し、文書によ

り納付又は納入の告知しなければならない」とされて

おりまして、共有者間の連帯納税義務が発生すること

から、当市では共有代表者に納税通知書を送付してお

ります。 

 しかしながら、一部の共有代表者からは、納税通知

書を持分に応じて分割して、ほかの共有者にも直接郵

送してほしいという要望が出されております。持分比

率による分割課税することで、自分の持分は納めたか

ら、ほかの共有者の税金は知りませんということにな

ってしまうことも懸念されます。地方税法の連帯納税

義務の趣旨にこれは合致しません。法第10条の２では、

共有物に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯し

て納付する義務を負うということになっております。 

 代表者が、ご高齢にもかかわらず、関係者との連絡

にご苦労されていることは承知してございますが、地

方税法に定める共有物件に係る連帯納税義務、この趣

旨をご理解いただきたいと考えています。 

 なお、例えばですが、昔から集落の人たちが共有し

ていた山林が相続などによって、現在の共有者が不明

になり、連絡が取れない場合でも、平成26年の地方自

治法一部改正により、一定の条件を満たせば、名義を

認可地縁団体、いわゆる自治会になりますけれども、

こちらのほうに移すことが可能な特例制度が創設され

てございます。まずは関係者、皆さんでご検討いただ

きたいと思います。その際は、市としてもできる限り

協力してまいりたいと考えております。以上でござい

ます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 菅野議員。 

◎１番（菅 野 修 一 議員） 

 大変ご丁寧なご答弁をいただきまして、ありがとう

ございます。質問については、たくさんありましたの

で、全てというふうなことはできませんので、数点に

ついて再質問をさせていただきます。 

 未整備地区の農地整備計画の策定というふうなこと

でございますけれども、山形県の整備率は75％という

ふうなことで、本市の整備率を一概に何％というふう

なことは、なかなか市長の答弁にもありますように、

地域の田んぼのその状況等々ありますので、全てが該

当するとは思っておりません。しかしながら、市当局

で把握されているような、ここは整備可能であろうと

いうようなところを含みますと、整備率をどの辺に目

標に置いておりますか、お尋ねいたします。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 農林課長。 

◎農林課長（岸   栄 樹 君） 

 ただ今の農地の整備率の目標についてのお尋ねでご

ざいます。 

 まずはじめに、市のほうでは整備率の目標というも



のは現在掲げてございません。しかしながら、先ほど

の市長答弁にもありましたとおり、特に福原地区でご

ざいますけれども、一部水利組合さんには、この水田

の整備についてのお話を、数年前からさせていただい

ております。そちらのほうの整備が進めば、さらに市

全体としての水田の整備率が向上してくると思ってお

ります。以上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 菅野議員。 

◎１番（菅 野 修 一 議員） 

 やはり整備をするというふうなことについての目標、

その目的は生産コスト軽減とか、あるいは担い手の育

成というふうなこと、そのほかにやはり荒廃地の防止、

あるいは鳥獣被害の予防というようなことにもなるの

ではないかなと思います。ぜひ整備計画の策定は考え

ていないというふうなことなんですけれども、市とし

てですね、いろいろ声を、その未整備地区に対しては、

役員を通じたりして、この声掛けはしていますという

ようなことでありますので、ぜひともこれから声掛け

をしていただきたいなと、このように思います。 

 次のモデルガンの導入事業であります。サルも400

頭以上の頭数をほこっており、離れザルを含みますと、

６集団以上というようなことになろうかと思います。

人慣れしたこのサルは、保育園児に威嚇したり、ある

いは家屋や小屋等に侵入して捕食するなど、生活被害

のほう、多く発生してきているのではないかなと思い

ます。それで、ぜひ電動エアガンですか、この導入に

ついては、導入された地区もあるようで、大変、先ほ

ども申し上げましたように、電動エアガンを見ると、

サルも逃げていくんだというふうなことを聞いており

ます。そういうことで、ぜひ市としては、鳥獣被害対

策の地域の追い出し隊等々、これらにぜひ結成して、

活動を行うんだというふうなところに応援していただ

きたいなと、このように思いますが、再度お願いいた

します。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 農林課長。 

◎農林課長（岸   栄 樹 君） 

 サルの撃退のためのモデルガンというか、エアガン

の活用についてなんですけども、市のほうでは、やは

り、地域が一体となった追い払いというものに、現在

着目をさせていただいております。こちらを自主的に

積極的に行っていただいている地域につきまして、市

のほうでも積極的に支援する考えがございます。その

中で、その地域が一体となった追い払いの中で、エア

ガンを活用する場合にあっては、その購入費も含めて

相談に応じる考えもございます。まだまだ制度的には、

固まっている制度ではないんでございますけれども、

まず地域住民の負担を考慮した制度に持っていきたい

という考えもございますので、今後まずは、そういう

ことを望んでいる地域の方と積極的にお話し合いをさ

せていただきたいなというふうに思っております。以

上でございます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 菅野議員。 

◎１番（菅 野 修 一 議員） 

 よろしくお願いしたいなと思います。 

 次の質問であります。本市のこれからの人口予測で

ございますけれども、これから10年後を考えますと、

おおよそやはりで１万人から１万1,000人にぐらいに

なるのではないかと。これ年間約400人ぐらいずつ減

少していく数字が、データから出されているところを

考えますと、そのようになるのではないかと。本当に

危機的状況ではないかなと。やっぱり、よく言われま

す、人口減少にブレーキをかけていくんだということ、

それとともに、やっぱり尾花沢に１人でも多く呼び込

まなければならないんじゃないかなと、このようにも

思うわけでありますので、その辺の市長の所見をお願

いいたします。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 人口問題は先ほど申し上げたとおり、尾花沢だけで

はなくて、もう全国的に大変な状況になってきている

ということは、議員も認識していると思いますけれど

も、本当に、これからどういう形で人口抑制、そして

プラスに持っていくかというのは、大きな課題であり

ます。ただそんな中で、尾花沢を離れていく方という

のは、雪が多いからという理由が一番大きかったよう

でございますけれども、決して昨年の冬のように、雪

のない年もあって、そしてそんなに尾花沢は住みづら

いところではないんだと。私自身も尾花沢が好きです

し、今後を考えれば、本当に尾花沢で住んでもらうた

めの手立てをどうやって取るかというふうになってき

ます。ですから現在も行っておりますけれども、安価

な形での、ないしは特段の配慮を払った上での宅地供

給というのも、非常に大きく変わってくるであろうと。

若い方々が、今仮に東根や天童に行こうと思ったなら

ば、建売りでだいたい3,000万円代の物件が非常に多

くなっているなと思って見ておりますけれど、なにも



尾花沢だったらば、そこまで出さなくても、尾花沢に

居住してもらえますよと。ですから、そのほかにもい

ろんな諸事情はあると思いますけれども、何とか尾花

沢で食い止めていく。そのためには、２年前にも約束

したような形での、定住対策に向けての取り組みが必

要であろうと。それに加えて、尾花沢を気に入ってい

ただいて、そして移住して来てくださっている方々の

お声を聞いてもですね、これほど尾花沢で、子育て支

援が充実しているというのを、以外と皆さん知らない

んですよと。尾花沢本当にすばらしいですと、お褒め

の言葉をいただいた時は、非常に嬉しく思いました。

そういったことを含めて考えますと、やはり尾花沢で

住んでもらえるためのその手立て、子育て支援をはじ

め、高齢者の方に対しても、安心して尾花沢に住んで

いただけるような、そういう対策も考えていかなきゃ

ならないと思いますし、今後を考えれば、たぶん民間

の力というのは必要になってくるとは思いますけれど

も、ケア付きのアパート、ないしはマンションとか、

そういった形で、まちの中にそういったものを築いて

いただいて、そして、個人の負担が少しでも少ない中

で、尾花沢に住んでいただき、そして地元の商店街に

も買い物が行けるというふうな状況をですね、市だけ

で取り組むのではなくて、民間と一体となって取り組

んでいくということは、これから絶対に必要になると

いうふうに思っております。そういったことで力を入

れていきたいと考えています。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 菅野議員。 

◎１番（菅 野 修 一 議員） 

 今市長よりご答弁としまして、新しいこの移住政策

に取り組まれるようなお話を、そういうふうに聞いて

おりました。今やはりコロナ禍の時代の中で、再びこ

の地方に移住するというような気運の高まりと言いま

すか、首都圏のほうではあるようです。これは本当に

今、チャンスではないかなと思います。そして一般市

民の方もですね、今はチャンスではないかと、商店街

の方よく言われるんですけど、そういうことにぜひ取

り組んでもらえば、いろいろな、今尾花沢で起きてい

るいろいろな諸課題が、この移住ということによって

解決されるんではないかと期待しているんです。そん

なことで、今の市長のご答弁、本当に前向きなご答弁

だったと思います。今その流れの中でですね、先ほど

もありました、県内でもＣＣＲＣという取り組み、こ

れだいぶ各自治体でも取り上げられているようでござ

います。酒田市では、地域再生計画として認定を受け

た事業を進めていきますというようなことで、30年度

に基本計画を策定しまして、その目標としては、参加

する暮らしに人が集うまち酒田、酒田市生涯活躍のま

ちというようなことで、目標としてはですね、100人

の受け入れ、これを想定しまして、首都圏、あるいは

全国でも構わないと思いますけれども、退職された元

気な方々に来ていただいて、住んでもらうことは、年

間100人で約２億円の効果があるというようなことも

見込まれているというようなことで、進んでいるよう

でございます。中山町、ここでも中山町版ＣＣＲＣ、

川西町でも取り組んでいる。それから金山町、長井市、

南陽市、高畠町、白鷹町、小国町、最上地方の各自治

体、そういうところでも取り組みの気運と申しますか、

今出ているようでございます。ぜひですね、この取り

組みと本市の第６次振興計画の中で、これを、ＣＣＲ

Ｃを検討していくというようなことが謳われておりま

すので、この点について再度お伺いいたします。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 総合政策課長。 

◎総合政策課長（加 賀 孝 一 君） 

 ただ今、提案いただきましたＣＣＲＣの関係でござ

いますが、先ほど市長が答弁しましたように、街中に

民間活力を導入していく、そういった取り組みが必要

ではないかと言ったお答えをされてございます。そう

したことを踏まえながら、第７次総合振興計画の中で

も、どういった形で取り入れるのか検討してまいりた

いと。当然でありますが、ここの部分については、都

市計画のマスタープランにも、大きく反映される部分

でございますので、建設課のほうとも十分調整をしな

がら進めてまいりたいというふうに思います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 菅野議員。 

◎１番（菅 野 修 一 議員） 

 まちが直接このＣＣＲＣを経営するというふうなこ

とは、各市町村とも、そうではない形、民間の事業者

の協力とか、あるいはＰＦＩによる事業というふうな

形になっているようでございます。そんな中で、やは

り、街中にそういった施設というものができるとすれ

ば、これはすばらしいことではないかなと、このよう

に思いますので、ぜひとも第７次の総合振興計画に盛

り込んでいただきますように、希望するところでござ

います。 

 次は、過疎高齢化集落の共有山林の税徴収のあり方、

先ほどご答弁をいただきました。尾花沢のＡ地区と申

しましょうか、そこにおきましては、共有山林が５つ



の組合といいますか、５箇所において共有山林がある

わけなんでありますけれども、代表者が大変税徴収に

苦心をしていると。高齢でもあり、動けなくなったと。

やっぱり大変真面目な方ほど、このことについては悩

んでおられるなというようなことを思ってきました。

共有の所有名義者から税の集金、これもやはりおぼつ

かなくなったと。またトラブルも発生したようでござ

います。さりとて、自分が歩けないから、じゃあ誰か

代表者変わってくれっていうよううなことも言っても、

変わってくれる人がいない。大変な限界に来ているの

ではないかなと、このように思っての、このたびの質

問でございます。先ほどのご答弁では、地方税法によ

っては、なかなか各個人に納税通知書とそれから納付

書ですか、直接ダイレクトに送ることはできないんだ

というようなことも、ご答弁としていただきましたけ

れども、実態はこういう山村の実態になってきている

んだというようなことでありますので、ここにも、ご

答弁にもありますように、全体の税法改正等々につい

ても、これは自治体としても見過ごせない大きな今の

課題ではないかなと思いますので、その要望なり、あ

げてもらいますようにお願いしたいなと思いますけれ

ど、いかがですか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市民税務課長。 

◎市民税務課長（本 間   純 君） 

 先ほど市長も答弁いたしましたけれども、こういう

実態は、特に尾花沢だけでのお話ではございません。

全国的に、共有地の関係については、悩ましく思って

いるようでございます。とにかく国のほうにこの実態

を伝えながら、制度改正あるいはどういうふうな対応

ができるのか要望して、ご教示をしていただけるよう、

要望してまいりたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 以上で、菅野修一議員の質問を打ち切ります。 

 この際申し上げます。本日の会議は時間を延長しま

すので、あらかじめご了承願います。 

 次に６番 奥山格議員の発言を許します。奥山議員。 

〔６番 奥山 格 議員 登壇〕 

◎６番（奥 山   格 議員） 

 令和２年９月定例会におきまして、先に通告してあ

りますとおり一般質問をさせていただきます。質問者

も私で11番目になりましたので、これまでの質問と重

なる部分もあると思いますが、答弁のほうよろしくお

願いいたします。 

 まず７月28日の豪雨災害についてお尋ねいたします。 

 ７月28日の豪雨により、大石田町豊田地区にある水

源地が冠水し、水源場の１階が浸水したため、同水源

を利用する尾花沢、福原地区、大石田地区の計5,429

世帯が、29日午前９時から水道が断水しました。給水

活動が本市の水では足りず、岩沼市や大崎市、加美町

など、また自衛隊のご支援により、市民に対して飲料

水の給水が可能になり、市民生活上、大変助かりまし

た。本当に市民の１人として、心より感謝を申し上げ

る次第です。 

 ７月28日の豪雨災害について、以下について質問い

たしますので、よろしくお願いいたします。 

 まず今回の水源場が冠水したことについて、その原

因を外水氾濫か内水氾濫か、どのように捉えているか

についてお尋ねいたします。 

 次に、これまで水源場の冠水により断水したことを

聞いたことはありませんが、これまで過去にも、この

ようなことがあったのかについてお尋ねいたします。 

 次に、水源地冠水の原因は、最上川の水が増水した

ことによるものと思われますが、これまでの豪雨等が

あった場合に、増水をしたことはあると思われますが、

今回の増水は、これまで以上の増水があったのではな

いでしょうか。豪雨時の水位のこれまでの観測データ

の中で、どの程度のものであったのかについて、どう

把握されているかお尋ねしたいと思います。 

 またこのたび、最上川の毒沢地区の堤防の水位が、

氾濫の危険があるほど高く上がったことについて、堤

防ができてから、これほどまで水位が上がり、住民が

避難したことは過去にあったのかについてお尋ねいた

します。 

 次に、今回の豪雨被害が、特に最上川が流れる市や

町において氾濫し、床上浸水、床下浸水の被害が多く

発生しました。これまで、これほど広域的に河川が氾

濫し、浸水被害が発生したことはあまりなかったと思

われますが、今回の事態に対して、どのように捉えて

おりますか。 

 次に、このたびの豪雨の特徴について、県内広域的

に多量の雨が降り、しかもその雨水が最上川の支流を

とおって、本流である最上川に集中したことによると

思われますが、過去の豪雨災害と比較すると、このた

びの豪雨は観測上どの程度のものであったのかについ

てお尋ねいたします。 

 本市では、支流である丹生川、朧気川、赤井川など

では、氾濫があまり見られなかったように思いますが、

この点については、どのように考えていますか。 



 次に、今回は最上川の水位が上昇し、水門操作員が

樋門を早めに閉めたため、それ以上最上川の水位が上

昇しなかったのが、最上川の堤防の決壊に至らなかっ

たものと考えます。しかし、最上川に排水できなくな

った支流の水や、内水が氾濫したものではないかと思

われますが、どのように捉えておられますか。 

 また本流に注ぐ支流や、内水を調節しなければ、本

流がいくら大河といえ、最上川だけでは全ての水を飲

みきれない。それは最上川の堤防の決壊という、大変

な災害を、もたらしかねないと思われます。やはりダ

ムや流水地などにより、本流に入る水を調節するもの

が必要なのではないかと思われますが、どのように考

えておられますか。 

 次に、堤防の改良、支障木の撤去、河川に溜まった

土砂の浚渫などの、普段の河川の維持管理が重要では

ないかと思われますが、この点についてはどのように

考えておられますか。 

 また今回、名木沢地区や毒沢地区では、各地域の水

利組合の揚水機場が水没し、配電盤やモーターが壊れ、

田にかける水を川から上げることができなくなった地

域もあります。潅漑用水であり、これがなければ水田

は作れなくなってしまう。揚水機場の速やかな復旧と、

同じような川の氾濫があっても水没しないような施設

の復興が必要ではないかと思われますが、どのように

考えておりますか。 

 次に、激甚災害の指定を受けられることにより、農

家負担が少なくなり、厳しい農業情勢の現況のもと、

安心して水田耕作を続けられるようにすべきであると

思いますが、どのように考えておられますか。 

 また、毒沢地区などで、最上川の氾濫により、土を

根こそぎえぐられ、壊れた田んぼがあります。放置す

れば、田んぼの破損が拡大していくだけであり、速や

かに復旧すべきと思われますが、どのように考えてお

られますか。 

 また、川原子地区など、最上川が氾濫し、水没した

水田やスイカ畑の作物の収量が落ちた場合、市として

どのような支援をしていく考えかについてお尋ねいた

します。 

 また、田んぼに流入した土砂などは、田に水を貯め

られないほどになっておりますので、刈り取り後に土

砂を浚渫し、元のように普通に水を貯められるような

状態に戻すようにすべきではないかと思われますが、

この点についてはどのように考えておられますか。 

 次に、保安林についてお尋ねいたします。 

 森林は雨水を地中に浸透させ、ゆっくり川へと流出

する作用をしております。そのため、洪水を防ぎ、ま

た川の流量を安定させております。これは森林の水源

涵養機能といいますが、また近隣には土砂流出防備、

土砂崩壊防備、防風保安水害防備、防雪などの役割が

あり、そこで２項目についてお聞きいたします。 

 尾花沢の保安林の現状はどうなっていますか。 

 次に、本市では保安林の整備計画が策定されている

のかについてお尋ねいたします。 

 次に、山林の地籍調査についてであります。 

 川の上流部の地形、地質、森林の状況は、中下流の

流出に大きな影響を与えます。森林の所有者の中には、

自ら山の土地へ行ったこともなく、境界についても確

認していない人もおります。所有者が分からない森林

も少なくありません。これでは森林についての事業な

ども行うことはできません。ドイツやフランス、オラ

ンダ、韓国などは、地籍調査は100％完了していると

言われています。森林政策や水源地の国土保全政策を

新たに展開し、私有林に新たな役割を課すなどの、総

合的な計画を行おうとする場合、調査の不備が大きな

障害になる可能性が大きいと言われています。本市と

しても、山林の地籍調査を速やかにすべきと考えます

が、市の考え方や方向性をお伺いいたします。 

 これで私の檀上よりの一般質問を終わりますが、答

弁のいかんによりましては、自席より再質問させてい

ただきます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

〔市長 菅根光雄 君 登壇〕 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 奥山議員から、大きく３問につきましての質問をい

ただきましたので、随時お答えいたします。 

 ７月28日の豪雨災害についてお答えします。 

 はじめに、このたびの過去に例を見ない豪雨では、

最上川の水位が大石田観測所で観測史上最も高い

18.59ｍを記録し、最上川からの越水により、豊田水

源場が冠水被害を受けたことで、上水道区域全てが断

水となりました。冠水した原因は、最上川に架かる亀

井田橋の上流、右岸の堤防が途絶え、農道部が一段低

くなっている地点から越水したことが原因となってい

ます。 

 給水活動の際には、日本水道協会の災害協定により

派遣された県内の自治体や水道事業者をはじめ、自衛

隊、友好都市である岩沼市や近隣市町の災害協定など

による応援、さらには北村山高校の生徒さんなど、た

くさんの方からご協力をいただきました。特に、圧送



式給水車で応援いただいた自治体からは、病院や福祉

施設への給水活動、また市庁舎受水槽にも給水いただ

くなど、夜遅くまでの活動に心から感謝を申し上げま

す。 

 一方、本市の基幹産業である農業分野では、農地や

揚水機場が浸水するなど、甚大な被害を受けており、

現在、早急な復旧に向けた準備を進めております。今

後、越水の原因となった堤防未整備区間への早期堤防

整備など、最上川の治水対策について、本市としても、

さらには環境衛生事業組合としても、国土交通省等へ

要望活動をしてまいります。 

 奥山議員からは、このたびの豪雨災害について、多

岐にわたってご質問をいただいておりますので、詳細

を担当課長より答弁いたさせます。 

 次に、保安林についてお答えいたします。 

 本市の保安林の現状は、民有保安林は市内41ヵ所に

点在しており、約1,158haです。また、国有保安林は

奥羽山系を中心に６ヵ所あり、約1,158haです。同じ

面積です。 

 次に、本市における保安林の整備計画は、地域の実

情に応じた適切な森林整備の促進を目的として、令和

元年度に改訂された尾花沢市森林整備計画に盛り込ま

れており、保安林は、目的ごと17の種類別に指定され

ており、本市における民有保安林は、水源涵養保安林

と土砂流出防備保安林がほとんどです。水源涵養保安

林は、河川への流量調節機能を安定化し、洪水や渇水

を緩和するなどの目的で、土砂流出防備保安林は、林

地の表面浸食及び崩壊による土砂の流失防止等を目的

に、保安林として指定されています。市の森林整備計

画の森林施業の方法には、水源涵養保安林は、下層植

生や樹木の根を発達させる施業を基本とし、伐期の間

隔を拡大するなどとあり、また、土砂流出防備保安林

は、地形、地質等の条件を考慮した上で、伐採による

裸地化の縮小、回避等が定められておりますので、森

林所有者から民有保安林の森林施業、いわゆる整備に

関する相談があった場合は、計画に沿って指導してい

ます。 

 市では、水源涵養保安林と土砂流出防備保安林は、

未来に守り伝えるべき保安林として、今後とも保全し

ていかなければならないと考えております。 

 次に、山林の地籍調査についてお答えいたします。 

 市としても早期に調査しなければならないものと理

解しています。地籍調査の効果としては、登記された

土地の境界や面積を、現地に復元可能となり災害復旧

事業が迅速に実施できること、森林資源の有効活用、

土地取引の円滑化などの多岐にわたります。 

 当市の現状ですが、現地調査が完了しているが登記

が完了していない工区は12工区です。本年度の進捗状

況は、現在２工区分を国へ認証を上げている最中で、

認証が終われば法務局に送付し、その後登記完了とな

る見込みです。 

 ６月定例会で星川議員にお答えしましたが、作業が

遅延している理由として、国の認証登記の基準が平成

28年頃から厳格化され、作業が、以前であれば空白地

として認証登記されていた白地や、無地番地、いわゆ

る空白地、所有者を特定できない土地についても、特

定した上でないと、認証登記ができなくなってしまっ

たことが一因です。また東日本大震災の影響による、

座標の変換作業が発生したことに加え、登記が完了し

ていない土地の異動による地籍簿の修正作業が増大し、

結果として遅れが生じているということです。現在、

課題点を整理しながら、早急に登記が完了できるよう

に作業を進めています。 

 調査再開の目途についてですが、県からは認証、登

記が滞っている工区をある程度整理してから、新規事

業に着手するようにとご指導いただいています。順調

に作業が進めば、令和６年度から着手できるものと考

えています。 

 高齢化が進み、山林の境界が分かる人も減ってきて

おります。地籍調査を早期に再開するためにも、関係

機関と連携して、山林が持つ自然災害を防止する機能

や経済的価値などの啓発を行いながら、課題解決に取

り組んでまいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 環境整備課長。 

◎環境整備課長（鈴 木   賢 君） 

 それでは、奥山議員にお答えします。環境整備課、

１番目と２番目についてお答えします。 

 まず１点目の豊田水源場冠水に関する原因でありま

すが、先の議員の皆様にもお答えしましたが、記録的

な豪雨により最上川の水位が大石田観測所で史上最高

の18.59ｍを記録しました。大石田町の豊田地区の堤

防のないところから最上川の水が越水し、豊田水源場

が冠水したということで、外水氾濫と捉えます。 

 次に、過去に豊田水源場が冠水したことにより、断

水したことがあるかということについてでありますけ

れども、1981年、昭和56年６月23日、その日以来の39

年ぶりとなります。この時は、台風及び梅雨前線の影

響で山形県南部を中心に、各地で総雨量100㎜を超え



まして、そのため、大石田観測所では近年にない上昇

をみせ、まだ水源場の脇に堤防のない時代でした、警

戒水位を2.2ｍ超えてしまい水源場が冠水、そして今

回と同様、上水道地域全てが断水となったとの記録が

残っておりました。以上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 建設課長。 

◎建設課長（齊 藤 孝 行 君） 

 ３番の最上川の水位観測のデータについて、私のほ

うからお答えいたします。 

 最上川の大石田水位観測所において、７月28日20時

30分に氾濫危険水位16.9ｍに到達、なおも上昇を続け、

29日２時には18.59ｍまで上昇しました。この数値は、

過去の羽越豪雨、昭和42年８月の水位で16.87ｍを大

きく上回り、観測史上第１位で、これまでに経験した

ことのない水位でありました。以上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 防災危機管理室長。 

◎防災危機管理室長（鈴 木   浩 君） 

 ４項目目から６項目目までお答えいたします。 

 毒沢地区における、築堤以降での住民避難の有無に

ついてですが、現在の堤防が完成した以降では、今回

の７月28日の大雨によるものが初めてであると認識し

ております。なお、築堤以前、毒沢地区は無堤区間で

あり、毒沢地区の区長さんのお話では、当時は増水の

たびに住民は避難されていたということでございます。 

 県内における水害の歴史の中では、死者負傷者145

名、被害家屋2,203戸の被害を出した昭和42年の羽越

豪雨をはじめ、市内においても負傷者５名、住家の半

壊１棟、床上浸水21棟、床下浸水37棟、河川の決壊

226箇所、田畑の流出、冠水665.8haなどの被害を出し

た、昭和49年の８．１集中豪雨などの記録がございま

す。 

 また、今般の豪雨と過去の豪雨災害における気象観

測の比較についてでありますが、該当するデータを本

市で取りまとめたものはありませんが、本市における

今回７月28日の１日の雨量は、98.5㎜を観測しており

ます。これは７月の日雨量としては観測史上最高とな

っており、これまでの昭和58年７月26日に記録された

93㎜を上回るものでありました。さらに今回、降り始

めの26日16時から29日12時までの総降水量につきまし

ては、196.5㎜と記録的な降水量でございました。 

 今回の災害について、過去の豪雨災害と単純に比較

はできませんが、土木技術の発達により、強固な河川

堤防を築堤するなど、洪水対策が取られてきた中で、

さらに想定を上回る豪雨災害が発生する状況になって

きているところであります。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 建設課長。 

◎建設課長（齊 藤 孝 行 君） 

 それでは私のほうから７番目から10番目までお答え

いたします。 

 ７番の最上川の支流である丹生川、朧気川、赤井川

の氾濫についてですが、丹生川、朧気川、赤井川は県

管理河川で、河川の流下能力を向上させ豪雨時の浸水

被害を軽減させるため、河川に堆積した土砂や支障木

の撤去をする流下能力向上対策事業を、これまで計画

的に実施しております。また、平成30年８月５日から

６日の豪雨、令和元年10月12日から13日の台風19号と

比べると、雨量が少なく、よって河川水位も比較的に

上がらなかったためであります。 

 続きまして８番の内水氾濫についてでありますが、

尾花沢市内においては、内水氾濫はないと捉えていま

す。国土交通省にお聞きしたところ、最上川の水門操

作は、管理者であります国土交通省新庄河川事務所側

で、最上川の外水による被害を防止するため、あらか

じめ定められていた操作水位に達したことで出動し、

現地で外水位の上昇を確認しゲート操作を実施しまし

た。大石田町の今宿地区では、五十沢川からの越水に

より、また大石田町横山地区は金川が排水できず内水

氾濫し、被害に見舞われました。その際には新庄河川

事務所で保有する排水ポンプ車２台と、他管内からの

応援１台を緊急配備し、内水排除作業を実施しました。 

 ９番目になります。ダムや遊水地などの水量調整施

設についてですが、市において、新鶴子ダムがありま

すが、特段水量調整の必要はなく、また遊水地もない

状況であります。国土交通省にお聞きしたところ、最

上川については、村山市の大久保遊水地で約900万㎥、

東京ドーム約８個分の洪水をため込み、下流の水位低

減に努めてきました。また、今後の対応としまして、

大雨が来る前に既存のダムの水位を下げる事前放流を

行い、水害対策に使う容量を確保する既存ダムの機能

強化の取り組みを実施していくとのことであります。 

 10番の堤防の改良、河川の維持管理についてですが、

今回の最上川の氾濫により、豊田水源場ポンプの浸水

被害が生じたことから、関係機関と連携して、堤防整

備など、治水対策の強化と河川の土砂浚渫及び支障木

の伐採について国へ要望してまいります。 

 また、今回の被害は、最上川のそれぞれの支流の支

障木や堆積された土砂が、全て最上川に流れたことが



原因の１つであるとの報道もされており、日ごろから

の河川の維持管理は非常に重要であります。５月には

重要事業としまして、山形県に対し河川流下能力向上

事業の促進について、要望を行ったところであります

が、支障木が繁茂し、河川断面の閉塞や土砂等の堆積

を洪水を助長し危険なため、今後も引き続き、さらな

る事業の促進を強く要望してまいりました。 

 市管理河川についても同様に、維持管理に努めてま

いります。以上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 農林課長。 

◎農林課長（岸   栄 樹 君） 

 次に、11項目目から最後の15項目の農林関係につい

て、お答えをいたします。 

 先の一般質問でも、多くの議員からご質問いただい

ておりますので、簡潔にお答えさせていただきたいと

思います。 

 まず11項目目です。７月豪雨により被災した最上川

沿岸部の揚水機場５ヵ所については、現在、来年の作

付けに間に合うよう、10月中旬から11月下旬に予定さ

れている災害査定に向け準備を進めております。 

 また、地元の意見として多くあった揚水機場の移築

に向け、多くの方に相談し、また現地で指導を受けた

ところですが、地元の負担軽減とともに、水利許可変

更申請や建築基準法に伴う諸手続きの期間等を考慮し

て、復旧事業に併せた高台への移築は見送ることを考

えております。 

 なお、災害復旧に臨むにあたり、揚水機場の早期の

機能回復と、電気設備を浸水上限位置より高い場所に

移設するなど、同程度の災害が発生した場合を想定し

て、公共災害復旧事業内で最大限できる再度災害防止

策を盛り込むこととしております。 

 次に12項目目です。農家負担につきましては、尾花

沢市災害復旧事業費分担金条例に基づいた分担金をお

願いすることになりますが、９月定例会初日には、測

量設計費については、地元からのご負担をいただかな

いということで補正予算をご可決いただいております。

営農継続を目指した、農家負担の軽減を最大限考慮し

た支援策としております。 

 続きまして13項目目です。最上川の水位上昇に伴い

流出した農地については、現在、災害復旧事業での再

建を目指し、地権者や関係機関と調整を進めておりま

す。また、河川堤防の破損もあるため、河川管理者へ

情報を伝えるとともに、迅速で有効な復旧事業に向け

協議を進めているところでございます。 

 次14項目目、災害により作物の収量が落ちた場合の

対応についてですが、共済補償制度を活用した補償と

なります。市が実施する作付補償はございません。す

でに農業共済組合では、９月３日に市内会場で水稲共

済被害申告受付を実施しており、併せて収入保険個別

面談会も開催されました。市では、収入が減少した場

合の補償である収入保険への加入を促進しており、認

定農業者等への周知を、共済組合や関係機関と連携し

て随時行っています。 

 続きまして最後です。土砂が堆積した水田の小規模

災害復旧工事、こちらについては、地権者または耕作

者の判断のもと、取り組んでいただくことになります。 

 ９月定例会初日にご可決いただきました、市と県の

連携事業で、補助率が83％の尾花沢市小規模農地等災

害緊急復旧事業で支援させていただく予定になってお

ります。以上でございます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 奥山議員。 

◎６番（奥 山   格 議員） 

 たくさんの項目につきまして、大変丁寧に一問一問

答弁いただきまして、誠にありがとうございます。そ

れで、ほとんど答弁いただいておりますので、あまり

再質問ということはないかとは思うんですけれども、

若干まず質問させていただきたいと思います。 

 やはり、このたびのこの観測データを見ますと、す

ごい大雨であったっていうか、７月の間の梅雨の期間

に、すごい大雨が降ったっていうことが、やっぱりこ

の、このたびの豪雨災害の大きな原因になっているか

と思います。そしてまた７月28日からの豪雨が、これ

も記録的な豪雨であったっていうことで、かなりの降

水量が最上川に、各支流から注いだ水が、最上川に集

中的に集まって、最上川を増水させたということが、

１番大きな今回の原因ではないかと思われます。そこ

でなんですけれども、本当にこれまで、豊田水源場の

水害が、これまで同じような水害があったかというこ

とにつきまして、答弁がございましたけれども、やは

り観測史上第１位の水位であったということが、これ

答弁で明らかになったわけであります。18.59mと、こ

れは大変な被害をもたらした羽越豪雨でも16.87mの水

位しかなかったわけでありますので、これを1.7m以上

オーバーしておりますので、やはり非常に増水があっ

たというふうに思われます。 

 また、毒沢地区でも堤堤防を築いたのはたぶん昭和

でありますので、それ以来住民避難はこれまでしたこ

とがなかったっていうことであります。このたびの増



水というものが、いかに記録的なものであったかって

いうことが分かるわけであります。 

 それで１つ質問なんですけれども、まず項目が多項

目にわたりますので、なかなかちょっと自分でも整理

して、１つひとつ質問するというのが大変なんですけ

れども、いわゆるこの堤防が、土木技術の発達で、か

なり強固な河川堤防がこれまで築堤されてきているわ

けなんですけれども、そういったものが最上川の豪雨

のたびの水位の上昇というものに、すごくつながって

いるというふうな気がするわけなんですね。だからそ

の堤防を作る際には、そういったものも十分検討され

て、最上川だけで処理しきれない水、内水とか支流の

水が集中する、そういったことがあるっていうことを、

やっぱり認識しなきゃいけないと思うんですけれども、

その点については、どのように考えておられますか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 建設課長。 

◎建設課長（齊 藤 孝 行 君） 

 今、奥山議員からは、河川の堤防の関係でご質問あ

りました。こちらの堤防に関しましては、工事する際

には、流域の水域の水の面積、流域の面積や、あるい

は水量を勘案しながら、その堤防の高さのほうを決定

して、工事を進めていくかと思いますので、そういう

ふうな形で、流域面積の水の量ですとか、大雨の場合

の水量も勘案しながら、堤防の計画、高さが決定して

いくと考えております。以上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 奥山議員。 

◎６番（奥 山   格 議員） 

 豊田水源場の今後の冠水対策として、大石田町で堤

防を要望されているということが、８月27日でしたっ

けか、新聞に出ておりましたけれども、私も現地に行

って冠水した状況をちょっと見てきたんでしたけれど

も、あそこの水源場の周りは水田になっておりまして、

かなりの面積の水田、田んぼなんですね。それがやっ

ぱり何十町歩かあるんじゃないかなというふうな感じ

がしたんですけれども、まったく湖になっておりまし

た。だからあの水をもう１回最上川に戻すとしたら、

どれだけ水位がこう上昇するかなということを感じた

わけなんです。そして、消防団の方なんかがやっぱり

近くにおりましたけれども、何もしないで見ていたん

ですね。なんで見ているのかなと思って、やっぱりあ

とから推測してみると、最上川の水位が下がるのを待

っていたんですね。そうしないとポンプで排水ができ

ないと。最初は、当初２本ぐらいのポンプぐらいでや

っていたんですけれども、そのあと今度国土交通省と

か10本以上のポンプがやって来て、一晩で排水したと

いうことなんです。だからそのようなことがあります

ので、あそこ豊田地区の方々が床下浸水、床上浸水な

んかなっておりますので、堤防を望むのはもちろん当

然なんですけれども、その辺について、やっぱりさま

ざまなことを考慮しなければいけないのではないかな

と思うんですけれども、その点については、どういう

ふうに考えておられますか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 環境整備課長。 

◎環境整備課長（鈴 木   賢 君） 

 奥山議員にお答えします。市長が、各議員の皆様に

も今後の対応ということで、やはりあそこの、あった

まりランドから300mくらい行ったところから段が落ち

まして、その低いところのあるところは、やはり大石

田町、そして環境衛生事業組合としましても、国の関

係機関に要望しながら、また県知事のほうも緊急的に

最上川の治水対策っていうことでも国に要望しており

ますので、足並みをそろえながら、まず堤防関係の治

水対策のほうを取り組んでまいり、働きかけをしてい

きたいということになります。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 奥山議員。 

◎６番（奥 山   格 議員） 

 その辺のところを十分検討して、やっぱり対策を講

じていただきたいなと思います。この村山市に大久保

遊水地というのがあるんですけれど、ここは、今回の

豪雨災害で900万㎥の水を貯めたそうです。これが東

京ドーム約８個分にあたるそうなんですね、その水の

量が。これなんかも、こういった遊水地というものが

あるから、この毒沢まで影響してくるんですよね、こ

の水位がね。0.2ｍ、20㎝ぐらい違うらしいです。毒

沢で、この大久保遊水地で水を貯めた故に、毒沢の堤

防のところで20㎝ぐらい水位が下がっているんですね。

これだけの影響があるということです。だからこの水

害の対策として、堤防とかダムとか遊水地とか、そう

いうのがあるわけなんですね。だからそういったもの

をさまざま検討して、やっぱり対策を講じていかなき

ゃいけないと思うんですけれども、その点については、

どういうふうに考えておりますか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 ただ今のことについては、今私らは、まず尾花沢を



どうするかというのを考えておりまして、村山にある

から尾花沢でもそういうのを作れという趣旨なのかど

うか、ちょっと定かでないんでね、答弁がなかなかで

きないように思います。ただ今回ですね、こんな形で

越水したことによってですね、最上川の水位が、先ほ

ど申し上げた18ｍを超える高さまできたと。あそこだ

けは確かに越水して、被害がああいういうふうになっ

たわけですけれども、実は非常に今回、水位が上がっ

たことによってですね、思わぬことも分かったってこ

ともあったんです。例えば毒沢の堤防です。毒沢の堤

防も過去ないくらいの水位まで上がりました。その関

係で、すぐ下が住宅地なもんですから、その住宅地の

ところに、その堤防から水がチョロチョロチョロチョ

ロ流れてきていたと。それが１ヵ所だけじゃなかった

と。そういったことも地元の人たちからも教えていた

だきまして、そして今回まずこれが治ったならば、そ

の堤防の点検をしっかりやっていただきたいというの

をですね、河川事務所のほうにも私行った際にお願い

しました。やはりこれからやっていかなくちゃならな

いことを一つひとつ見てですね、そして遊水池を尾花

沢に作れって言っても、それは無理なことなんでね。

そういったことを含めて、やれることをしっかりとや

っていくというふうに考えておりますので、ご理解お

願いします。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 奥山議員。 

◎６番（奥 山   格 議員） 

 このたびも毒沢地区でも川原子地区、あそこは冠水

しているわけですね、田んぼが。そういうところがあ

りますし、また名木沢の入り口でも田んぼがずいぶん

冠水しています。あそこの遊水地という考え方はなん

か、ちょっと村山の人にお聞きしたんですけれども、

田んぼが遊水地になっているんですね。田んぼが遊水

地になってるんだけれども、どういうふうにしてるか

というと、一反歩100万円、最初に支払うそうです。

遊水地になるから、遊水地として田んぼを耕作してて

くれないかということで。だから普段は田んぼを耕作

しているんですけれども、だから被害がない時は普通

に水田作っているわけなんですよね。それで何十年か

に１回とか、何年振りとかというので、水害になると、

そこは勘弁してくれという、冠水してもそれを自認し

ているわけなんですね、その耕作者の人たちが。そし

てもし土砂が入って、そこが今年刈り取りなんかでき

ないとしても、その年は我慢して来年、また再来年作

ろうと、そういうことでなんかやっているみたいなん

ですね。もちろん農地の復旧なんかということは、補

助金なんかもらってやっていると思うんですけれども、

そういった考え方もあるんですね。そういうのは、な

ぜそういうふうなことを私が言うかというと、やっぱ

り最上川の本流だけでは、やっぱり本当の県内の支流

とか内水とか、そういったものを飲みきれないもんだ

から、どんどん堤防を作っていくと、やっぱりだんだ

ん水位が上昇してくるっていう、そういうふうな結論

になってくるもんですから、だからそこでなんかやっ

ぱり調節する役割を持つダムの調節機能とか、あとは

遊水地を作るとか、あるいは、そういったことをやっ

ぱり同時に考えていかないと、とても最上川本流だけ

の築堤工事だけでは、対処できなくなってくるんじゃ

ないかなっていうこともあるもんですから、その点に

ついて、どのように考えているかっていうことをまず

お尋ねしたいと思います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 農林課長。 

◎農林課長（岸   栄 樹 君） 

 奥山議員からご質問ありました災害時の水田への冠

水の状況をいかに防いでいくか、いかに受け止めてい

くかというご質問だと思われます。元来、今回なんで

すけれども今回の７月の豪雨に伴いまして、揚水機場

及び田んぼが最上川から直接冠水をして、土砂が堆積

した田んぼの復旧について、農林課のほうでも地域の

皆さんと、いろいろお話し合いを進めてきて、今日ま

できた経過がございます。その中で、農地の復旧につ

きましては、元来、こういったらあれなんですけれど

も、地元の方たちは、少し水が上がるとすぐ田んぼの

ほうに越水する田んぼを作られているという自覚がご

ざいまして、今回の冠水につきましても、やはり規模

的にはなかなかの被害を受けたわけなんですけれども、

地元の方たちからすれば、やはりまた水を被ったとい

うような状況でございます。その中で、今後議員が仰

る、復旧に対してどのように考えていくかということ

かと思われます。こちらにつきましては、やはり基本

的に田んぼについては、春に土砂上げなどもするよう

な作業もございますので、田んぼには砂が入る、土が

入るものでございますけれども、今回は多量に入った

ということで、復旧につきましては地権者の方が判断

をするわけなんですけれども、小規模災害を活用する

のであれば、側面から支援をさせていただきたい。あ

と大きく流出した地域については、やはり公共債のほ

うで直していかなければいけないという判断のもとに、

今日まできております。以上でございます。 



◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 以上で、奥山格議員の質問を打ち切ります。 

 ここで、15分間休憩いたします。 

 

            休 憩  午後３時51分  

            再 開  午後４時05分  

 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 再開いたします。 

 次に３番 菅野喜昭議員の発言を許します。菅野議

員。 

〔３番 菅野喜昭 議員 登壇〕 

◎３番（菅 野 喜 昭 議員） 

 マスクをはずして質問いたします。皆様大変お疲れ

さまでございます。私で最後の質問になります。どう

ぞよろしくお願いをいたします。本日は市民の皆様の

間で話題にされていることを一部含みまして、質問さ

せていただきます。少々長くなると思いますが、よろ

しくお願いをいたします。質問は４項目でございます。 

 １項目目は今後の防災対策について。２項目目は新

型コロナウイルス感染症対策について。３項目目は自

衛隊との連携及び自衛官等ＯＢの活用について。４項

目目は第７次尾花沢市総合振興計画における農業振興

施策についてでございます。 

 それでは１項目目の、今後の防災対策について質問

させていただきます。質問は３つあります。１つ目は

台風接近に伴う風水害に対する情報伝達について。２

つ目は災害発生時の指定避難所の見直しについて。３

つ目は防災行政無線整備状況についてであります。 

 それでは１つ目の台風接近に伴う風水害に対する情

報伝達について質問いたします。 

 防災気象情報として、警戒レベル４の場合、避難勧

告と避難指示があります。７月28日の豪雨水害等が発

生した際、確か15時頃だったと記憶しておりますが、

宮沢地区に土砂災害警戒情報として、警戒レベル４、

避難勧告が発令されました。私は警戒レベル４、避難

指示を発令すべきであったと考えておりますが、避難

勧告にとどめた理由をお聞かせください。 

 次に２つ目の災害発生時の指定避難所の見直しにつ

いて質問いたします。 

 防災マップ上では、危険区域外にある指定避難所で

も、地域の方々の声をお聞きしますと、災害の種別に

よっては危険な場所に指定されている避難所もあるよ

うです。指定避難所については、洪水、崖崩れ、地震、

豪雪、大火事等の災害種別ごとの適否に応じて市で指

定していると思いますが、災害発生時の市民の安全確

保のため、再度地域の方々の声をお聞きしながら、指

定避難所の見直しを検討してはいかがでしょうか。 

 最後３つ目、防災行政無線の整備状況について質問

いたします。 

 岩谷沢地区に昨年設置予定であった防災行政無線に

ついて、今年度設置であるとお聞きしましたが、未だ

防災行政無線の設置が完了しておりません。９月に入

り、九州付近を北上した台風10号による行方不明者等

も出ております。今後もさらなる台風の接近による災

害が懸念される中、市の対応が遅いと感じております。

防災行政無線の設置が遅れている理由をお聞かせくだ

さい。 

 続きまして２項目目の新型コロナウイルス感染症対

策について質問させていただきます。少々前置きがあ

りますが、質問は１つでございます。 

 振り返りますと昨年12月に中国武漢で端を発し、３

月に世界保健機構のテドロス事務総長がパンデミック、

世界的大流行を表明いたしました。その後かつてない

猛威をふるい、世界経済をはじめ、教育や市民の暮ら

し、あらゆる分野にわたり、大きな禍根を残しました。

我が国においては、３月12日に新型コロナウイルス感

染拡大に備え、新型インフルエンザ等対策特別措置法

改正案が可決され、緊急事態宣言が発せられ、全都道

府県が対象となりました。５月末に緊急事態宣言が解

かれ、感染拡大防止対策と経済復興対策の両立を目指

し、今現在も戦っている状況にあります。皆様すでに

ご承知でしょうが、一昨日９月12日までの全国の感染

者数は、クルーズ船を含めて約７万6,000人、死者数

は同じく約1,500人となっております。 

 本県においては、特別措置法により、知事の権限で

隣県への移動も控える、外出自粛要請が出されました。

この間、経済支援も同時並行的に実施されたのは、皆

様ご承知のところであります。県民みんなで、これら

自粛要請に真摯に対応し、その結果、同じく９月12日

までの山形県の感染者数は78人で、全都道府県感染者

数の少ないほうから数えて、５番目になっています。 

 本市においては１人の感染者もなく、現在に至って

おります。これは市民の皆様の、行政からの感染予防

に対する指示や、決められたルールや、いろいろなマ

ナーをしっかりと守り、新型コロナウイルス感染症に

敢然として立ち向かってきた証左であり、私は誇りに

思っております。市としても、新型コロナウイルス感

染症対策本部設置後、市民の安心、安全確保のため、

市民に対し10万円の給付金を、ほかに先駆け給付する



とともに、第１弾から第５弾までの経済対策や感染症

防止対策を実施し、これから第６弾の経済対策を実施

する予定となっております。私はこれら行政の対応は、

迅速かつ市民目線での対応であると高く評価したいと

思っております。そこで質問です。今まで実施してき

た市としての対応や取り組みを、市民の皆様に対して

は、随時、市報折り込みチラシやホームページ等、さ

まざまな形で情報発信を行っていただいておりますが、

市民の皆様にとっては、こういった取り組みの全容が、

なかなか掴みにくいものとなっています。そこでこれ

まで市が取り組んできました、新型コロナ感染症に係

る経済対策や感染症防止対策について、一覧を作成し、

市民向けに周知してはいかがでしょうか。 

 続きまして３項目目の、自衛隊との連携及び自衛官

等ＯＢの活用について、質問させていただきます。質

問は２つであります。 

 まず１つ目は、花笠まつり及び雪まつりに自衛隊を

要請してはどうかとの質問です。県内における各種イ

ベントへの自衛隊の参加支援については、山形市の花

笠パレードや、新庄市の雪まつり及び音楽隊の各種演

奏支援、その他があります。本市における各種イベン

トは、花笠まつり、雪まつり、徳良湖まつり等数多く

あり、さらに内容の濃いものが要求されております。

私たちの住む近隣の東根市には、陸上自衛隊神町駐屯

地があります。その中に、第20普通科連隊が所在して

おりまして、山形県の各種警備にあたっております。

７月末の水害における給水支援も、この部隊が災害派

遣として駆けつけていただきました。そのほかにも、

第６師団音楽隊も所在しております。この際、自衛隊

にイベントを盛り上げていただくことにより、自衛隊

に対する市民皆様の理解が深まり、災害の際に派遣さ

れた部隊と、円滑な連携が図られると考えますが、花

笠まつり及び雪まつりに自衛隊の参加を要請してはい

かがでしょうか。 

 ２つ目は、防災危機管理室へ防災アドバイザー、こ

れは仮称でございますが、防災アドバイザーとして、

自衛官等ＯＢを採用してはどうかの質問でございます。 

災害対応には知識と経験が必要であると考えます。自

衛官等は、災害派遣等により、各種災害の対応につい

て身を持って経験しております。山形県内では現在、

防災アドバイザー、仮称でございます、として県庁並

びに山形、長井、上山、天童、東根、酒田、各６市で

自衛官等ＯＢを採用していると聞き及んでおります。

また村山市でも、この10月から採用する予定と聞いて

おります。本市におきましても、市職員の場合は、人

事異動があるため、災害対応のノウハウが後継者に引

き継がれにくく、有事等の際に対応の遅れが懸念され

ます。そこで防災危機管理室へ防災アドバイザーとし

て、自衛官等ＯＢを採用してはいかがでしょうか。 

 最後４項目目は、第７次尾花沢市総合振興計画にお

ける農業振興施策についてですが、これは現在策定中

の第７次総合振興計画に、以下の３点の農業振興施策

を盛り込んではいかがでしょうかという質問です。 

 まず１つ目は、スイカ、牛肉等について、ＧＦＰの

推進であります。ＧＦＰとはグローバルファーマーズ

プロジェクトと言いまして、農林水産物食品輸出推進

計画のことであります。我が国では、農産物の自由化

と競争力向上政策として、ＧＦＰを推進しようとして

おります。この制度は、特産地の農産物を外務省と農

林水産省が連携し、諸外国へ輸出することにより、農

業者の所得の増大に資することを目的にしている制度

であります。本県では、昨年から河北町のイタリアン

野菜、朝日町のリンゴ、庄内町の庄内柿が指定され、

輸出が急激に伸びていると聞き及んでおります。本市

でもスイカをはじめ、牛肉と優良特産物がたくさんあ

ります。農家の皆様の所得増進と、やる気のある農業

者及び、その後継者づくりに、大きく貢献するＧＦＰ

を、第７次総合振興計画に明示してはいかがでしょう

か。 

 次に２つ目です。第２次圃場備事業、これ１haにす

るという圃場の導入推進についてであります。昭和49

年、村山北部土地改良区が設立され、農業の近代化と

して、新鶴子ダム建設をはじめ、１面30aの圃場整備

事業が導入されました。あれから40年以上経過し、農

業も大きく様変わりし、さらに課題を抱える農業にな

ってきております。これは農業後継者の問題をはじめ、

農業の大型経営化への対応と、山間地の圃場再編成等

であります。言い換えますと、現代の農業は、大型農

業経営形態と効率的な農業で、世界の農業で打ち勝つ

体制づくりへと動いているのであります。稲作農家の

現状は、農地を集約しているものの、30ha耕作するの

に、10数ヵ所の圃場を移動しなければなりません。農

機具の大型化に伴い、圃場の移動に対する時間の浪費

と、効率面の弊害は大なるものがあります。今こそ時

代に即した新しい農業、夢のある農業を推進する必要

があると思われます。政府では世界の米作りに打ち勝

つ施策の１つとして、１ha圃場整備を導入する、第２

次圃場整備事業を進めております。本事業は、施工事

業費の大半は、国、県による負担が主であると聞き及

んでおります。庄内、置賜地方で進んでいるとも聞い



ております。したがいまして、今般の第７次総合振興

計画に、夢のある農業と明記して、積極的に推進して

いただきたいと考えますが、いかがでしょうか。 

 最後３つ目は、尾花沢牛購入費半額助成についてで

あります。 

 本市が昭和49年から積極的に取り組んできた畜産行

政で、歴代市長をはじめ、畜産業を営む農家の皆様の

努力により、和牛生産東北一をこれまでに発展してま

いりました。約１万頭の和牛生産を控えている本市の

畜産業がさらに推進し、我が国、さらには世界に誇れ

る産業に発展していただきたいと願うのは、市民みん

なの願いであると思います。しかしながら、尾花沢牛

は高いというイメージがあります。市内で消費する場

合に安価に購入できるよう、市で半額助成できないで

しょうか。これにより、市外からの観光客の誘致や、

市民の皆様の消費が増大し、販路拡大につながるので

はないでしょうか。 

 大変長くなりましたが、以上で私の質問を終わらせ

ていただきます。よろしくお願いをいたします。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

〔市長 菅根光雄 君 登壇〕 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 今、菅野喜昭議員より、大きく４点についてご質問

をいただきました。順次お答えしてまいります。 

 まず、今後の防災対策についてお答えします。 

 台風等接近に伴う風水害の際の情報伝達についてで

すが、７月28日豪雨の際は、降雨が続いたことにより

土砂災害警戒情報が発表されるとともに、最上川の増

水による洪水の危険性が高まったため、市内19地区に

対し避難情報を発令しました。うち土砂災害の危険性

のある18地区に避難勧告、洪水の危険性のある１地区

に避難準備、高齢者等避難開始を発令したところです。 

 国においては、平成31年３月に、避難勧告等に関す

るガイドラインを改訂し、気象庁等が発表する防災気

象情報に対応した、５段階の警戒レベルが導入されま

した。避難情報の発令区分についても、この警戒レベ

ルに関連付けられ、避難勧告と避難指示は、同じ警戒

レベル４になりますが、避難指示は、地域の状況に応

じて緊急的又は重ねて避難を促す場合等に発令するも

のとされております。 

 先の大雨の際は、山形県が情報提供する土砂災害警

戒システムを活用し、土砂災害危険度情報に基づき、

警戒レベル４の対象区域に対して避難勧告を発令しま

した。その後も、パトロール等により地元の状況を監

視しており、必要に応じて避難指示に切り替えること

も考慮しながら警戒にあたりました。このように避難

勧告にとどめたわけではなく、状況に応じて避難指示

を発令するものであることをご理解いただきたいと思

います。今後とも避難情報の発令にあたっては、市民

の身体と生命の安全を第一として、空振りの事態を恐

れず対応してまいります。 

 なお政府においては、警戒レベル４相当の避難勧告

と避難指示の違いが分かりにくいとの住民アンケート

結果を踏まえ、適切なタイミングで避難行動をとれる

よう避難勧告を廃止し、避難指示に一本化する方針が

示されており、関係法令改正の準備が進められていま

す。本市の避難勧告等の判断基準、伝達マニュアルに

ついても、これら改正に合わせ見直していきます。 

 次に、災害発生時の指定避難所の見直しについてで

すが、現在、本市の指定避難所は40ヵ所が指定され、

昨年全戸配布しました防災情報ガイドで市民へ周知し

ております。防災情報ガイドの作成にあたっては、自

主防災会長の皆様と避難所指定のあり方についても意

見を交換し、指定のあり方、災害種別ごとの適否につ

いてもご意見をいただいた上で見直しを行っておりま

す。今後とも予想される災害の状況、地域の意見を踏

まえながら、適宜対応してまいります。 

 次に、防災行政無線の整備状況についてですが、昨

年度からの繰越事業として、防災行政無線の子局等を

増設する工事を実施しています。昨年度に予定してお

りました工事ではありますが、一部予定箇所について、

地権者との調整に不測の期間を要したため、今年度に

繰り越しとさせていただきました。 

 今年度は、６月に入札執行及び契約締結を行い、工

期については来年１月末となっています。また、工事

発注に合わせ、対象地区の住民の方々に、工事着工の

件について回覧による周知を行っております。発注後

は、機器の工場製作を進めるとともに、設置箇所につ

いて、地権者との立ち合いや鋼管柱設置に伴う地質調

査を行っております。今後は土木工事、機器設置等を

進めていくところであり、工事は、おおむね計画どお

り進捗しております。予定年度から事業完了が遅れ、

今年度の出水期に運用開始できずご心配をおかけしま

したが、一日も早い完了を目指してまいります。 

 次に、新型コロナウイルス感染症対策についてお答

えします。 

 感染症の拡大に伴い、２月３日の新型コロナウイル

ス感染症に係る対策会議以降、市民、事業所への注意

喚起、情報提供、公共施設が感染拡大の拠点とならぬ



よう感染症対策の実施、市緊急対策の実施、国及び県

の感染症対策に関する対応など、感染状況や情勢に応

じ、随時対策本部を開催し、対策に取り組んでまいり

ました。本市の対策については、チラシの全戸配布、

市公式ホームページ及びフェイスブックにより、感染

症対策や市緊急対策等を随時情報提供してまいりまし

た。議員からは、これまでの対策の全容を分かりやす

く一覧に作成し、市民に周知してはとのご提案ですが、

現在、尾花沢市緊急対策については、市独自事業対策、

国、県の対策合わせて71事業と多岐にわたっています

ので、事業内容を一覧にして市ホームページに掲載い

たします。なおすでに終了した対策や事業もあり、単

にこれまでの対策の総括的な周知では、混乱を招くこ

とも懸念されますので、情報提供の方法を工夫してま

いります。 

 花笠まつり等での自衛隊への協力要請についてお答

えします。 

 まずはじめに、先にも触れました自衛隊の給水活動

支援の取り組みに対し、自衛隊山形地方協力本部にお

伺いし、お礼を申し上げてまいりました。本部長から

は、防災や減災支援のほか、市民に関わるさまざまな

催し物へ協力していきたいとのお話をいただきました。

また、給水活動の際に、市民の皆様からのねぎらいの

言葉や、時にはスイカのおもてなしを受けるなど、大

変感動し帰隊したとのことで、お礼に行き逆に恐縮し

た次第です。 

 さて、本市ではこれまで、４大まつりの１つである、

まるだし尾花沢ふれあいまつりの際、山形地方協力本

部に依頼し、働く車大集合という企画の中で、車両展

示や乗車体験等を協力いただいています。今後、花笠

まつりや雪まつりでも協力を要請してはとのことです

が、例えば、花笠まつりでは花笠踊り大パレードへの

参加のほか、踊り手の安全確保や給水作業等。雪まつ

りでは、アウトドア体験や雪像づくり等、それぞれの

イベントの活性化と運営体制の強化に参加していただ

くことが考えられます。今後は、実行委員会等の具体

的な話し合いの場で協議を進めてまいります。 

 次に、自衛官等ＯＢによる防災アドバイザーの採用

についてですが、国においては平成27年度から、地域

防災マネージャー制度が創設され、防災の専門性を有

する外部人材を、防災監や危機管理監として地方公共

団体が採用する際に、国が地域防災マネージャーとし

て証明する制度があります。これらの人材は、防災に

関する必要な研修等を受講し、防災行政に係る一定程

度の実務経験等を有する防災スペシャリストとして認

められた方々です。昨年度末には自衛隊山形地方協力

本部の担当者より、退職自衛官採用の一環として、地

域防災マネージャーについてのご説明もいただきまし

た。 

 本市では、今年度から総務課内に防災危機管理室を

設置し、防災担当者の専従化により防災力強化に取り

組んでおります。また、近年の災害の激甚化に対応す

るため、災害対応研修への参加等で、担当職員の資質

向上に取り組んでおります。 

 職員の人事異動についてですが、組織の活性化を図

るため必要不可欠でございます。本市では異動の際、

確実に後任に引き継ぐよう取り組んでおり、防災業務

についても災害対応の都度、災害の経過や内容等の情

報を時系列で記録しています。まずは記録した内容を

文書にして保存し、確実に後任へ引き継ぐよう継続し

て取り組んでまいります。 

 次に、第７次尾花沢市総合振興計画における農業振

興施策について、３点の農業振興施策を盛り込んでは

どうかとのご提案にお答えします。 

 １点目のスイカ、牛肉等について、ＧＦＰの推進で

すが、国内の農産物や食品の輸出状況をみると、令和

元年の農産物、食品の海外輸出額は国内全体で9,121

億円で、７年連続で増加しています。国ではさらなる

輸出強化を図るため、昨年11月に、農林水産物及び食

品の輸出の促進に関する法律を施行し、ＧＦＰを通じ

たグローバル産地づくりや、輸出向け施設整備の支援、

生産者と現地市場をつなぐ商社機能の強化等を推進し

ています。 

 本市では、平成26年に香港、平成27年に台湾に向け

尾花沢スイカを試験的に輸出しました。両国とも試食

は大変好評で、手ごたえを感じました。一方で、消費

期間の短い尾花沢スイカは、鮮度を保持したまま輸送

するためのコストと時間の圧縮が課題です。また、輸

出先の国によって残留農薬の基準が異なり、国内出荷

と分けて防除等を実施する必要もあり、生産現場での

輸出製品の営農管理が課題としてありました。 

 こうしたことから、現段階では、尾花沢スイカの輸

出は採算に見合うだけの有益な販売とならず、継続的

な輸出に至っておりません。 

 次に食肉については、尾花沢牛をと畜する山形県食

肉公社が、輸出に対応した施設機能を有していないこ

とから、食肉輸出施設の認定を受けておりません。そ

のため、食肉を輸出するためには他県の施設を利用す

る必要があり、尾花沢牛ブランドとして輸出するため

の体制と採算性がとれないのが現状です。 



 農産物の海外輸出への取り組みは、さまざまな課題

の克服が必要ですが、今後とも担い手が将来に希望を

持てる施策を検討してまいります。 

 ２点目の、農地の大区画化に伴う圃場整備について

ですが、現在、国や県を中心として取り組まれており、

生産コストの低減や作業の効率化とともに、スマート

農業技術が導入し易い環境となることで、収益力の向

上が見込まれ、農業経営の安定化につながると期待が

持たれます。 

 しかし、本市では中山間地域特有の土地の高低差等

の立地条件で課題が多く、また、土地所有者が事業費

の拠出に難色を示しており、これまで大区画農地の導

入に踏み込めずにいます。また、予定する事業では、

農地の集積、集約化が採択条件となっており、関係す

る団体や関係者との利用調整が必要となります。 

 本市で大区画化を目指すのであれば、丹生川沿いに

広がる水田の第２次区画整理が想定されますが、この

地域は耕作者の出入り作が激しく、関係する土地改良

区に利用調整等をお願いすることになろうかと思われ

ますが、現在、そのような計画はないとのことでした。 

 現段階では、人・農地プランの推進による農地の集

積、集約化とともに、スマート農業技術の普及による

省力化等、直近の課題に取り組ませていただきつつ、

大区画化については継続して土地改良区等の関係機関

との情報共有を図ってまいります。 

 ３点目の市内における尾花沢牛の特価販売について、

今年度は、新型コロナウイルス経済対策として、市民

の方限定でロースしゃぶしゃぶ肉を特価で販売した

「生活応援セール」や、銀山温泉宿泊者１人につき

500円相当の尾花沢牛を無償で提供している「銀山温

泉尾花沢牛ウェルカムキャンペーン」を実施してまい

りました。 

 しかし、こうした特価販売を常態的に実施すること

は考えておりません。尾花沢牛は全国的にはまだ認知

度の低い和牛銘柄です。そのため、大消費地である首

都圏や関西圏など大きな市場マーケットに出荷販売し、

多くの消費者の方に尾花沢牛を知ってもらうことが重

要です。 

 こうしたことから尾花沢牛振興協議会では、首都圏

での消費宣伝活動をメインに、ＰＲ活動を展開してい

ます。市民の方を対象とした購入費助成は、生活応援

として大変喜ばれるかと思いますが、その効果は限定

的と捉えており、限りある予算の中ではプレミアム商

品券をご活用いただき楽しんでいただきたいと思いま

す。 

 尾花沢牛のブランド向上対策として実施する事業と

しては、当面は首都圏等を中心に、尾花沢牛の認知度

向上に資する事業を展開してまいります。 

 なお付け加えさせていただきますけれども、先々週

ですか、ゴールデンタイムの時間帯に、尾花沢の雪降

り和牛のことがクイズ番組で取り上げられました。非

常にその時、私も感動いたしました。そんな形で、や

はり全国に周知していくという力は、これから本当に

望まれるものだと思いますので、しっかりと取り組ん

でまいりたいと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 菅野議員。 

◎３番（菅 野 喜 昭 議員） 

 それでは続けて質問させていただきます。１項目目

の質問で、台風等接近に伴い、風水害に対する情報伝

達についてでございますけれども、市の防災情報ガイ

ドにおいては、警戒レベル４に対しまして、避難指示

と避難勧告になっておりまして、対応としましては、

市民は全員避難を開始するというふうになっておりま

す。ここでもありますように、国としても、避難指示

に一本化する予定であるということでありますけれど

も、私たちはですね、やっぱり昔は避難勧告と避難指

示といえば、やはり避難指示はもう命令だということ

で、すぐさまもう避難しなくちゃならないというイメ

ージを持っております。したがいまして、避難勧告と

避難指示を比べると、避難指示のほうがずっと重い、

なんと言いますか、対応になります。そうであればで

すね、もうすでに本市としても、避難指示に一本化し

てもいいのではないでしょうか。そのご検討をしてい

ただきたいと思いますけれども。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 防災危機管理室長。 

◎防災危機管理室長（鈴 木   浩 君） 

 お答えをいたします。警戒レベル４の避難勧告と避

難指示につきましては、同じレベル４の扱いになって

おるところでございますけれども、この間の３月の末

に開催いたしました、自主防災会長さんとの意見交換

会におきましても、この勧告と指示の違いが、お年寄

りあたりからするとなかなか分かりづらいというふう

なご意見もいただいておるところでございます。ただ

いずれも全員避難という意味を持っておりまして、避

難勧告につきましては、避難に必要な時間などを考慮

して前もって発令される情報、そして避難指示につき

ましては、災害発生の切迫度が高まって住民に重ねて



避難を促す場合などに発令する、というふうな内閣府

の指針なども出ておるところでございます。そういう

点、分かりづらいので、尾花沢としてはもう、先に一

本化してはどうかというふうなお尋ねでございますけ

れども、やはりこういった決まりにつきましては、国

の法律のほうで規定されておる内容でございまして、

国会での改正を踏まえて一本化するというふうな手続

きが必要になっておるところでございますので、そう

いったこと早くなされることを期待しつつ、国の改正

を待って、市のほうでも直ちにマニュアルのほうを見

直してまいりたいと、こういうふうに考えてございま

す。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 菅野議員。 

◎３番（菅 野 喜 昭 議員） 

 そのようにお願いしたいと思います。岩谷沢の地区

の方々も、素早く避難をしておりました。市野々の公

民館のほうにですね、避難しておりましたので、だい

ぶ避難する意識は高まったのかなと思っております。

よろしくお願いいたします。 

 続きまして、２番目の災害発生時の指定避難所の見

直しについてでございますが、私が見直しを求める指

定避難所はですね、ここには書きませんでしたが、宮

沢地区地域福祉交流センターのことでございます。今

回の水害に際しては、土石流の危険性のある宮沢地区

地域福祉交流センターを避難所に指定しているわけで

ございます。地区民の方によりますと、あそこも危険

な状態にあるということを聞きを及んでおります。災

害の種別に照らし合わせて、適切であったのかなと思

っております。これからも地域のご意見を確認しなが

ら、指定避難所としてではなくてですね、そのままの

指定避難所はよろしいですけれども、災害対応の種別

に応じた、適切な避難所の指定ですね、これをよろし

くお願いをしたいというふうに思います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 防災危機管理室長。 

◎防災危機管理室長（鈴 木   浩 君） 

 お答えいたします。今具体的な指定避難所のお尋ね

がございました。今高橋地区にあります宮沢地区の地

域福祉交流センターでございますけれども、防災情報

ガイドをちょっと見てもらいますと、警戒区域そのも

のからは外れております。また周辺の状況から見ても、

大丈夫ではないかなというふうに私どもは受け止めて

おるところでございます。地域の声を反映して、指定

避難所の見直しをというふうなご提案でございますけ

れども、これも３月の末に開催しました意見交換会の

中で、いろいろ出されまして、ある自主防災会につき

ましては、地震の際は今ガイドのほうで指定になって

いる指定避難所でいいんですけれども、その他の豪雨

等の際につきましては、地元の集落の公民館が安全だ

から、そちらのほうも考えてもらいたいというふうな

お話がございまして、そういったことで、今回の豪雨

の際も、避難所として活用してきた経過がございます

ので、地域からそういった声、意見があった場合につ

きましては、市のほうとしても、協議させていただき

ながら、見直し可能なものは見直してまいりたいとい

うふうに思っております。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 菅野議員。 

◎３番（菅 野 喜 昭 議員） 

 今言われました宮沢地区地域福祉交流センターでご

ざいますけれども、あそこに線引きはなっていないと

はいうお話ですが。あそこは、その上の高橋の小学校

ありますね、元小学校です。それからあそこに区長が

おりますけども、あそこは危険区域内に入っておりま

すけれども、こちらだけが入ってないと。しかし現地

に行きますとですね、あそこの地域センターはちょっ

と低くなっているわけですよ。したがいまして、それ

でしたら、もう１度各区長さんにですね、高橋だけの

区長でなくて、刈安区長とか、そういった今まで経験

したことのある方の意見をお聞きしながらですね、検

討していただきたいと思います。 

 次、３番目の防災行政無線の整備状況ですけれども、

ここで工期については来年１月末となっておりますけ

れども、これはタイムリミットの話であると私は思っ

ております。１月末までにはもう作らなくちゃならな

いと。しかし、そうは言うものの、前倒しで早く作っ

てもよろしいわけですね。何も１月末に必ず作りなさ

いということではないと、私は理解しております。こ

れは契約したのは６月となっておりますけれども、６

月何日か分かりませんけれども、７、８、９ですね、

３ヵ月経っております。まだ全然、なんて言いますか、

全然手が掛けられてないんですね。さっぱり工事も１

つも入ってないんです。１月末にできると言われれば、

そうなんでしょうけれども、さきほども申し上げまし

たように、今月はですね、台風も来ますし、災害にも

なると思いますので、できることであれば早めの工事

着手、完成を目指して早めにやっていただくと。業者

のほうにも確認をしながらですね、どうなってるんだ

ということで、なるべく早く進めていっていただきた



いというふうに要望をいたします。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 防災危機管理室長。 

◎防災危機管理室長（鈴 木   浩 君） 

 お答えいたします。先ほど市長からも答弁ございま

したけれども、発注にあたりましては、工期がござい

まして、それにつきましては、いろんな工程工程がご

ざいます。それに合わせて今、工事なり機器の製造の

ほうをしていただいておるところでございます。そう

いった形で進んでいくわけでございますけれども、や

はり遅れることなくですね、１日でも早く完成いたし

まして、放送ができるようになればいいと思っており

ますので、その点は業者のほうとも話をしながら進め

てまいりたいというふうに思っております。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 菅野議員。 

◎３番（菅 野 喜 昭 議員） 

 お願いをいたします。続きまして２項目目の新型コ

ロナ感染症対策ですね、これにつきまして、一覧にし

て、先ほど答弁ではホームページに掲載するというこ

とでありましたが、一覧をチラシにしてお渡しすると

いう考えはございませんでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 まず議員もお分かりのとおりですね、ここまで尾花

沢市で、どれだけの対策を取ってきたかは先ほど申し

上げました。あれの一覧表ってなったら、一覧表で済

まなくなります。かなりのスペースが必要ですし、た

だ名目だけあげるんだったら可能かもしれません。ど

ういう内容であるかも書かないと、市民にはご理解い

ただけないということになっていて、それでは困ると

いうので、今までやってきた第６弾までこれまでやっ

てきたことについては、その都度、市民に的確に早く、

そして正確に伝わるようにしなきゃいけないというこ

とで、速報を出してやってきたわけです。そしてここ

までまさか、私自身も、もう今定例会にかかっている

部分までいくと70を超えると思いますけれども、こん

なにたくさん取り組んでこれるとは思ってもいなかっ

たです。それをさらに今度はまた一覧表にして渡すと

いうと、すでに終わっている事業もございます。そこ

を考えた時には、もっと分かりやすい、現在でも市民

の皆さんに、まだこれは大丈夫ですよというふうなも

のは、そこから選んだ上で、そしてやっていかなきゃ

いけないだろうというふうには思います。ただ全部を

載せるというのは、かなり無理があるという点はご理

解いただきたいと思います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 菅野議員。 

◎３番（菅 野 喜 昭 議員） 

 分かりました。それではホームページ等でよろしく

掲載のほどお願いをいたしたいと思います。 

 それでは３番目の自衛隊との連携、自衛官等ＯＢの

活用についてでございますが、最初の花笠まつり、雪

まつりで、実行委員会との具体的な話し合いの場で、

協議を進めてまいるということで、前向きなご意見を

いただきましたので、よろしくお願いをいたします。 

 次に、自衛官等ＯＢによる防災アドバイザーの採用

でございますけれども、これについては、ご答弁をい

ただいておりませんけれども、そのＯＢの採用につい

てはいかがでございましょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 防災危機管理室長。 

◎防災危機管理室長（鈴 木   浩 君） 

 まず、先ほどの人事異動に件についても触れられた

ところでございますけれども、やはり人事異動につき

ましては、職員の活性化、組織の活性化のためにやっ

ておるところでございます。このノウハウをやっぱり

引き継いでいかなきゃならないというふうなお話でご

ざいますけれども、やはり人事異動の際も、担当全員

が変わるようでは、このノウハウを引き継ぐのが困難

になりますので、人事異動に関しましては、一部の方

を異動するような形で、ノウハウが低下しないように、

やっていかなければならないと思っておるところでご

ざいます。なお県内で先ほど地域防災マネージャーと

いうことで、議員のほうからも、山形県と県内６市の

ほうで採用しておりまして、村山のほうでも10月から

というふうなお話がございました。 

 この対応している自治体のほうで、どういった効果

があるのか。あるいは課題がどうなってるのか、その

辺についてはちょっと聞いてみたいなというふうに思

っておるところでございます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 菅野議員。 

◎３番（菅 野 喜 昭 議員） 

 今のお答えですと、当面ですね、自衛官等ＯＢの採

用については考えてないということで、私は受け止め

ておきます。 

 続きまして３項目目の、第７次尾花沢市総合振興計

画の中の農業振興施策ですね、これについてですね、



１つ目のスイカ、牛肉等について、ＧＦＰの推進につ

いてでございますけれども、ご説明いただきまして、

大変分かりました。非常に努力しているということが

伝わってまいりました。この件につきましては、将来

に希望の持てる施策の検討お願いしたいと思います。 

 次２番目、第２次圃場整備事業、１ha圃場の導入推

進ですね、これにつきましてですね、土地所有者が事

業費の拠出に難色を示しているということが答弁でご

ざいましたが、国、県のほうで、負担が主にそちらの

ほうでってことで私は質問でも言いましたが、そうい

うふうにお聞きしているんですけれども、その辺はど

うでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 農林課長。 

◎農林課長（岸   栄 樹 君） 

 土地区画整理への負担金というか、個人負担金の拠

出についてのお尋ねだと思います。先ほど菅野修一議

員のご質問の際にも、ちょっとお答えさせていただき

ましたけれども、農林の区画事業につきましては、個

人負担ゼロになることはございませんので、その点に

関しまして、特に今までお話をさせていただいた集落

の中では、不在地主の方からの拠出金の申し出、同意

の取り方というのが、非常に難しい旨のご意見は頂戴

しているとそういうことでございます。以上でござい

ます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 菅野議員。 

◎３番（菅 野 喜 昭 議員） 

 続きまして、尾花沢牛の安価に購入できる半額助成

していただけないかということでありますけれども、

それはないということでございましたので、やはりス

テーキはなかなか食べれない状況だと思っておるとこ

ろでございます。金銭的余裕が生まれましたら、いた

だくようにしたいと思います。 

 以上で終わります。どうもありがとうございました。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 以上で、菅野喜昭議員の質問を打ち切ります。 

 これにて一般質問を終結いたします。 

 次に決算議案の審議を行います。 

 日程第２、認第１号「令和元年度尾花沢市一般会計

歳入歳出決算認定について」から、日程第８、認第７

号「令和元年度尾花沢市後期高齢者医療保険特別会計

歳入歳出決算認定について」までの７案件を一括議題

といたします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 菅野喜昭議員。 

◎３番（菅 野 喜 昭 議員） 

 この際、動議を提出いたします。ただ今一括議題と

なりました決算議案７案件の審議につきましては、全

議員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これ

に付託の上、審査されるよう望みます。 

 なお、特別委員会が、審査の過程で、証書類の検閲

が必要となった場合は、地方自治法第98条第１項に規

定する議会の権限を特別委員会に委任する旨をも、併

せて議決されるよう望みます。 

〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 ただ今、３番菅野喜昭議員から、「決算議案７案件

の審議については、全議員をもって構成する決算特別

委員会を設置し、これに付託の上、審査されたい。加

えて審査の経過において、証書類の検閲が必要になっ

た場合は、地方自治法第98条第１項に規定する議会の

権限を委任する旨をも、併せて議決されたい」との動

議が提出され、所定の賛成者がありましたので、動議

は成立いたしました。 

 よって、本動議を直ちに議題といたします。お諮り

いたします。本動議のとおり決するに、ご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 ご異議なしと認めます。よって、本動議は可決され

ました。 

 これより、ただ今可決されました決算特別委員会が

開催されますので、本日はこれにて散会いたします。 

 なお、本会議は、ただ今から休会となり、決算議案

の審査終了を待って、９月25日に再開いたしますので、

よろしくお願い申し上げます。 

 ただ今より、委員会条例第10条第１項の規定に基づ

き、本議場に決算特別委員会を招集いたします。 

 

             散 会 午後５時03分 


